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開会 午前９時１９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） ただいまから令和６年第３回与論町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、２番川内恵司議員、６番遠山勝也議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（沖野一雄議員） 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から１０月８日までの１２日間にしたい

と思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から１０月８日までの１２日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（沖野一雄議員） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告事項につきましては、印刷して配付してありますが、その概要につきまして

は、事務局長に朗読させます。 

なお、本会議に提出されました請願・陳情につきましては、請願・陳情文書表の

とおり、関係常任委員会で審査をお願いします。 

事務局長。 

○議会事務局長（林 健太郎君） おはようございます。諸般の報告をいたします。 

町長から令和５年度与論町健全化判断比率の報告、令和５年度与論町公営企業資

金不足比率の報告、与論空港株式会社の事業計画及び決算に関する書類の提出があ

り、町監査委員から令和６年８月分の例月現金出納検査結果報告書が提出されてい

ますが、その写し（出納検査結果報告書については一部の写し）を配付してありま

すので、御一読ください。 

また、議会だよりについては、６月の定例会の内容を特集した「よろんちょう議

会だより第１５２号」を全世帯及び関係機関等に配布してありますが、編集作業に

当たった広報委員をはじめ、御協力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げま
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す。 

以上で報告を終わります。 

○議長（沖野一雄議員） これで諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第３３号 与論町企業版ふるさと納税基金条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第４、議案第３３号「与論町企業版ふるさと納税基金条

例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第３３号、与論町企業版ふるさと納税基金条例の提案理由

を申し上げます。 

この条例は、導入を予定しています企業版ふるさとの納税制度の寄附金の適正運

用を図るため制定しようとするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 関連してお伺いしますが、総務企画課長にお伺いいたします。

財政力の弱いこの与論町におきましては、これからいろいろな建設事業が控えてい

るかと思いますが、こういったふるさと納税、特にこの企業版のふるさと納税は、

以前から申し上げてきたところですが、実績的にはどうでしょうか。個人版のふる

さと納税と企業版のふるさと納税と、この場で説明できればありがたいと思います

が、前年度でもいいです。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） お答えいたします。 

個人版ふるさと納税につきましては、令和２年度に８０００万円を超えてきてお

りまして、その翌年度の令和３年度に一番ピークとなります１億５００万円、それ

から昨年度の令和５年度は８７００万円というふうに、令和２年度から８０００万

円を超えてきている状況です。また、企業版ふるさと納税につきましては、これま

でなかなか受け入れる体制ができていなかったということでございました。それは

なぜかといいますと、この企業版ふるさと納税を受け入れて活用するためには、地

域再生計画を内閣府の方に申請しまして、その認定された地域再生計画の実施をす

るために、この企業版ふるさと納税を使うというような仕組みがありまして、まず
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は、その企業版ふるさと納税を今年度ただいま申請中でして、そこのところは１１

月中旬には認定される予定として、１１月中旬からの導入を見込んでいるわけで

す。そういった関係で、今議会で企業版ふるさと納税基金の条例案の提出をさせて

いただいたところです。企業版ふるさと納税は、個人版に比べて金額が高いことが

非常に見込まれますので、これからまたその与論を応援したいという企業にまたＰ

Ｒをしながら、少しでも多くの企業版ふるさと納税をまた寄附していただけるよう

に頑張ってまいりたいと思っています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 是非、この企業版ふるさと納税の獲得に万全の努力をしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） 個人や企業から指定寄附、目的に沿った指定寄附があると思

いますが、その指定寄附の扱いはどうなっているのか。それと、どれだけの指定寄

附が集まっているのかお伺いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） このふるさと納税の先立ちですね、与論町は与論町サ

ンゴ礁基金というものがすでにつくられておりまして、その中で、ヨロンマラソン

とか、十五夜踊りとか、いろいろな５項目ぐらいの項目がございまして、どちらと

もというところは、その他離島振興に関するこというようなことも入っていまして、

そういったところに寄附をしていただいているわけですが、その指定寄附をしてそ

の活用としては、その中身でまたその寄附の充当の会議をもちまして、この事業に

充当してよいかということをまた委員の皆様で協議して、その充当を決めていると

いうような状況です。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） その指定寄附というのは、こういう項目でこういうふうに

使っていただきたいということで、寄附をされていると思います。その寄附者本人

の意思で、できるだけそういう方向に使っていくのが当然だと思いますが、今の段

階ではプールが全体で一緒に、その項目を分けずにプールしているのか。それと、

やはりその寄附をされた方は、こういうことに使ってほしいという思いで多額の寄

附をされていると思います。そういったことで、やはり寄附者の思いも十分にくみ

取っていただいて、繁栄をしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。

総務企画課長にお答えいただきます。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 
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○総務企画課長（龍野勝志君） その指定寄附で、まさにピンポイントで、こういった

ことに使ってもらうために寄附をしますというようなケースについては、もう本当

にその寄附者の気持ちを尊重しまして、そういう事業に充てるというようなことは

当然のことだと思っています。ふるさと納税とかサンゴ礁基金のことでいいますと、

大まかにサンゴ礁の保全に関すること、それからヨロンマラソンに関すること、十

五夜踊りに関すること、あとそのほか離島振興に関すること、そういった大きな括

りで寄附先を選んでもらっていますので、そこはその中で、またそれぞれの項目の

中でその寄附をどういうふうに使うかということをまた委員会で審査しながら、適

正に寄附の充当をしていくということをしています。そういったことで、寄附者の

そういった気持ちを大切にしながら、今後もまた運用してまいりたいというふうに

考えています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） ありがとうございます。是非ですね、その納税を増やすため

には、やはりその寄附をしていただく方の思いを町政に反映するということが一番

大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３３号、与論町企業版ふるさと納税基金条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号、与論町企業版ふるさと納税基金条例は、原案のとお

り可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第３４号 与論町税条例の一部を改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第５、議案第３４号「与論町税条例の一部を改正する条

例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第３４号、与論町税条例の一部を改正する条例の提案理由

を申し上げます。 

清算中又は休業中の法人の法人住民税を減免するため、所要の改正、規定の整備

等を行うため、与論町税条例の一部を改正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明としま

す。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３４号、与論町税条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号、与論町税条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第３５号 与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改
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正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第６、議案第３５号「与論町国民健康保険条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第３５号、与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

この改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）により、令和６年１２月２

日から被保険者証が廃止されることに伴い、国民健康保険の被保険者証について規

定する国民健康保険条例の一部を改正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３５号、与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号、与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第３６号 与論町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第７、議案第３６号「与論町ひとり親家庭医療費助成に

関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第３６号、与論町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の

一部を改正する条例の提案理由を申し上げます。 

この改正は、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、与論町ひとり親家庭医療

費助成に関する条例の一部を改正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明としま

す。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３６号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３６号、与論町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号、与論町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第３７号 与論町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第８、議案第３７号「与論町子ども医療費助成条例の一

部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第３７号、与論町子ども医療費助成条例の一部を改正する

条例について提案理由を申し上げます。 

この条例は、現在、非課税世帯のみとなっている子ども医療費の現物給付方式を

課税世帯にも適用し、さらに高校進学等で転出した市町村にて医療費給付の対象外

となっている児童へも給付を行うものです。 

非課税世帯、課税世帯、児童の居住を問わず、全ての子育て世帯の医療費の経済

的負担の軽減を図り、安心して子供を産み育てることができる環境づくりに寄与す

ることを目的とするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 給付の対象を拡大するということで、非常にありがたいこと

だと思います。そこでですが、「『助成』を『給付』に改め」とあるのですが、その

文言が変わることについて、どういう理由で助成を給付に変えるのか。印象という

か、何かちょっとしたニュアンスが違うとは思うのですが、その辺について説明を

簡潔にお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 山下町民生活課長。 

○町民生活課長（山下高明君） お答えいたします。 

現在の給付の方法が、一部は非課税世帯の方々は窓口負担をなくすことができて

いるのですが、課税世帯の方々が、一度、医療の病院とかでお金を支払って、その

領収書とかをまた持ってきていただいて、それを振込するといった手間をかけてい

ます。ですので、システム改修をして、窓口で利用者が負担しなくて済むような方

法に変える、現物給付と言っているのですが、その現物給付の関係で、県の条例と

かがまた変更されるために町の条例も変更すると、そういった形になっています。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

７番、髙田豊繁議員。 
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○７番（髙田豊繁議員） 今の課長の説明をお伺いしまして、ちょっと関連して聞きま

すが、医療機関で医療費を負担しますよね、それを従来はその領収書を持ってきて

窓口で助成あるいは給付の手続きをしていたと、これまでですね。その課税世帯の

場合は、病院の窓口で支払った場合は、今後は役場にはもうその領収書とかを持っ

てきて再手続きをする必要はないということになりますか。どうでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 山下町民生活課長。 

○町民生活課長（山下高明君） お答えします。 

一部誤った表現がありましたので、ちょっと訂正させていただきたいのですが、

領収書を持ってくるというのは、島外の医療機関を受けた場合に領収書を持ってき

ていただくことになっておりまして、県内の医療機関等におきましては、自動でそ

の通知が来るものですから、こちらで自動で振込をするという形にさせていただい

ています。今の御質問の件につきましては、来年４月からなのですが、窓口で県内

の医療機関を受診された方に関しましては、窓口負担がなくなるような方法を取ら

せていただくように、制度移行をさせていただくという形になっています。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 例えば、沖縄がほとんどだと思うのですが、重病、重篤とか

ですね。沖縄とかでした場合は、やはり領収書を持参しないといけないということ

になりますか。そこの何かもっと利便性を高められるような方法はないものでしょ

うか。 

○議長（沖野一雄議員） 山下町民生活課長。 

○町民生活課長（山下高明君） お答えします。 

おっしゃるとおり、たとえ少額であっても、窓口で負担をするというのは、やは

り子育て世帯に負担がかかるということですので、そういうような方法をできれば

取りたいのですが、現在のシステム自体が鹿児島県のシステムになっておりまし

て、どうしても他県からの通知が来ない、連携されていないということもあります

ので、将来的に広域連携とか、そういったことが謳われている時代ですので、そう

いったことに対しても、検討していかないといけないのかなと思うところです。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） 今の件に関してのお願いですが、今、実際うちの娘が沖縄に

出産に行っているのですよ。相当、家族も行ったり来たりで、費用がかかって大変

なのです。今の髙田議員の質問、お願いの中に、是非その鹿児島県と沖縄県のそう

いう関連、どうしても与論というのは、出産はほとんど沖縄に行くわけですよ。負

担が非常に大きい。実際、私が娘を出産に二度沖縄に行かせているのですが、大変
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なのです。もうすぐ産まれるから立会いで行ったり、また一緒に迎えに行ったりと

か、いろいろお金がかかって大変なのです。だから、そういった直接医療機関に支

払う医療費に関しては、今言うように鹿児島県だけではなくて、今後の課題なので

すが、早急に進めていただきたい。これは別の市町村とは違うわけだから、与論町

の場合は。やはり是非そういう面を早急に連携をして、沖縄との連携をこれまでい

ろいろあると思いますが、是非頭を使ってそういう負担をなくす、それがやはり町

長がおっしゃっている一丁目一番地の子育て支援、少子化対策、そういうことに即

つながっていくのではないかと思いますので、町長、よろしくお願いいたします。

町長の意見を聞いて終わりたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、原議員の御質問にお答えします。 

山下課長からの説明で、今鹿児島県ということで、原議員がおっしゃったのは、

ほとんどのお産が沖縄でのお産となっていますので、そこら辺は県とも話し合いを

しながら、どういう手立てでそういうことが早急にできるか、それはもう早急に対

処いたします。 

○議長（沖野一雄議員） ５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） 是非、本当に早急に真剣に取り組んでいただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３７号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３７号、与論町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例を

採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号、与論町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第３８号 与論町ふるさと・水と土保全基金の設置，管理及び処分に

関する条例の一部を改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第９、議案第３８号「与論町ふるさと・水と土保全基金

の設置，管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第３８号、与論町ふるさと・水と土保全基金の設置，管理

及び処分に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

現在、各水管理組合で管理している畑地かんがいの給水栓を含む土地改良施設

は、老朽化に伴う修繕が多発し、運営予算を圧迫しています。補助金等もなく、新

規事業の導入による施設更新は目途が立たない状況にあることから条例の一部を改

正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 特に今、各集落でいろいろメンテナンスとかをやっているの

ですが、例えば、畑地かんがいの場合の末端のバルブのところとかが壊れたりした

場合には、この基金を使ってやるしかないということでしょうか。例えばまた漏水

の場合も、これもかなり工事費がそのポイントを特定するためにも、またそれから

舗装を掘削してやる場合も、かなり大きな金額がかかるかと思うのですが、こう

いった場合の財源にも、これは充てる予定だという解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 喜村耕地課長。 

○耕地課長（喜村一隆君） お答えいたします。 

現在、各水管理組合で給水栓などの管理をお願いしているところで、この２、３

年総会資料とかを通じると、多いところで４０万円近くの修繕費とかがかかってき

ている状況で、やはり中には水管理組合が運営に関して、何か助けてもらえる方法

はないかといった声が多く聞かれるようになっています。今、御質問がありました
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水路の道路の下にある管とか、そういったのは町の方で修繕とかを今かけている状

況で、この条例がこれまで研修とか、研究とかそういったものでしか基金が運用で

きないというところでしたので、おっしゃるように、修繕の方にも何かしら手立て

をしていけるようにできたらなと思って、改正をお願いしているところです。以上

です。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３８号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３８号、与論町ふるさと・水と土保全基金の設置，管理及び処

分に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号、与論町ふるさと・水と土保全基金の設置，管理及び

処分に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第３９号 与論町砂美地来館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１０、議案第３９号「与論町砂美地来館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第３９号、与論町砂美地来館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 
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この改正は、砂美地来館が建設された平成５年度当初のままの使用料設定等につ

いて見直しを行うため議会の議決を求めるものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３９号、与論町砂美地来館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号、与論町砂美地来館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第４０号 与論町総合運動場設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１１、議案第４０号「与論町総合運動場設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４０号、与論町総合運動場設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 
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この改正は、未設定となっている施設使用料について新たに料金設定を行うとと

もに、減免規定や使用期間等の文言整理を行い、他の社会体育施設との統一性を図

るため議会の議決を求めるものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） 使用料を徴収するわけですので、総合グラウンドの照明とか

施設設備は、やはり当たり前に使えるような状態でお金を徴収していただきたい。

大分照明もつかずに、ゆいＬＡＮＤと同じような使用料をいただいているという報

告をいただいています。また、ゆいＬＡＮＤの場合はＬＥＤを使っているので、１

時間当たりの使用料は大体五、六百円程度という話を聞きました。それは、電気設

備屋さんの方からいくらぐらいかかっているのかなということでお尋ねをしたら、

それぐらいではないかという話でした。総合グラウンドの場合は、普通の白熱球か

昼食球かわかりませんが、大分電気の使用料が多いということを聞いています。そ

ういったことで、急には整備は無理だろうと思いますので、照明の方を順次整備を

していきながら、その料金徴収はしていただければいいかなと、総合グラウンドと

ゆいＬＡＮＤと同じ使用料では、ちょっとおかしいのではないかという指摘をいた

だいていますので、その辺、教育委員会にちょっとお答えをお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。御指摘のとおり、徴収するわけです

ので、受益者が使って払ってよかったなという、それに見合うような環境整備を進

めていく必要がありますし、またこれまでも、地域住民からこういったところが不

便だなというようなところは、予算の範囲内でまた順次整備してきています。その

中で、今後さらにそういった面は注視して、整備してまいりたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ５番、原栄徳議員 

○５番（原 栄徳議員） 是非、予算化をしていただいて、できる範囲で進めていって

いただきたいと思っています。やはり、受益者負担になっていますので、環境整備

は必要ではないかということで、喜んでもらえる施設づくりをしていただきたいと

思っています。是非、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） アマチュアスポーツに使用するということになっていますが、
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このアマチュアスポーツというのは、どういったスポーツに使用するのかちょっと

お聞きしたいのですが、お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 主に、アマチュアスポーツというのは、町内の例えば

連盟だったり、スポ少だったり、同好会だったり、中高の部活動であったり、プロ

のスポーツ選手ではないそういった町内の団体のところの文言の表記となっていま

す。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） ということは、プロが与論で練習したりする場合は、無償に

なりますか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 主に減免規定なども設けておりまして、例えば町が主

催でやって招聘をしたりだとか、また連盟だったり、小学校だったり、そういった

ところで招集すれば、減免規定を適用させて免除になったりもします。ただ、プロ

スポーツの方が直接ちょっと町の方でも指導をしたりとかであれば、また町の社会

体育の振興であるといったところがまた減免規定の中にもありますので、そういっ

たところをまた協議しながら、適用をさせていけるのではないかと思っています。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４０号、与論町総合運動場設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号、与論町総合運動場設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第４１号 与論町総合運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１２、議案第４１号「与論町総合運動場夜間照明施設

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４１号、与論町総合運動場夜間照明施設設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

この改正は、施設使用料金設定の見直しを行うとともに、減免規定や使用期間等

の文言整理を行い、他の社会体育施設との統一性を図るため議会の議決を求めるも

のです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） さっきの総合運動公園設置の条例では、第８条の総合運動場

の使用期間及び使用時間はということで、１月４日から１２月２８日まで。ただし

毎週水曜日を休業日とする。そして、使用時間は午前９時から午後１０時。これは

もうほかのも一緒ですが、これはほかのがこのようになっていないという、そこら

辺の区分けはどういうふうにして、この総合運動場だけは、例えば子供たちが帰っ

てきて使いたいというときも、いちいちこの委員会、役場は休みですよね。だか

ら、何でこういう区分けをしたのかということをちょっとお伺いしたい。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） この使用期間等の時間ですね、もともとは町営で直営

でやっていたのですが、今現在、指定管理を行っておりまして、１月４日から１２

月２８日までというところで、日曜、祝日もスポーツクラブの方が営業をしていっ

ている関係で、あと毎週水曜日がスポーツクラブの休業日というところで設定をし

ています。そして、夜間照明に関しましては、もちろん照明ですので日中は使用し

ませんので、ここだけは使用時間が午後５時から午後１０時という暗くなってから
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の時間にしているのですが、この使用時間ですね、今回７つ、社会体育施設関係を

出しているのですが、施設によっては旧役場の名残があって、午前８時半から午後

５時までの営業時間とか、そういった文言も出てくるところがありまして、今回は

スポーツクラブの営業にあわせた午前９時から午後１０時というところで、基準を

整えているところです。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 使用時間のことはいいとして、この使用期間のことを僕は

言っているのですけどね。この運動公園総合グラウンドだけ１月４日から１２月２

８日までと。ということは、１２月２９日から１月３日までは、また特に許可を求

めた場合はできるという解釈ですか。何でここだけほかの施設と区分けするのです

かということを言っているのですが、時間のことを言っているわけではないです。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） ほかのところも全て１月４日から１２月２８日。ほか

のところは一部規則が制定されているところは、砂美地来館は規則の方で制定とか

ありますので、そこを移したりする関係もあるのですが、全て１月４日から１２月

２８日の期間になっているのかなと思うのですが、お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） ほかのところがちょっと確認できなかったものですから、こ

の総合グラウンドの第８条だけかなと思ったのです。ほかのところも、砂美地来館

を除いては同じような使用期間で設定してあるのですか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 砂美地来館も含めまして、全ての社会体育施設で１月

４日から１２月２８日で統一しています。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 先ほどの条例でもあったのですが、「『教育長』を『委員会』

に改める」という文言があるのですが、その改めた理由について説明をお願いしま

す。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） これも社会体育施設でさまざま表記があったもので、

これも砂美地来館に準じて、そこを基準として砂美地来館が「教育委員会（以下、

『委員会』という。）」というところの表記になっておりましたので、そこを基準と

して統一しているというところの文言の整理になります。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 
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○８番（大田英勝議員） この条例の中に「委員会」とあります。これは教育委員会で

なくても大丈夫ですか。以前の条例では「教育委員会」という表記もあったと思う

のですが、委員会にはいろいろな委員会があると思うのですが、そこをいろいろな

あれが出てこないためにも、「教育」ぐらいは入れた方がいいような感じが私はし

ているのですが、いかがですか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 確かに御指摘のようにさまざまな委員会があって、混

同されがちなのですが、砂美地来館の条例の本文の方にも、「砂美地来館は、与論

町教育委員会（以下『委員会』という。）」というところで、与論町教育委員会とい

うことを謳って、それをこの条文の中で委員会としますというところで謳っていま

すので、そこは問題はないかなと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４１号、与論町総合運動場夜間照明施設設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号、与論町総合運動場夜間照明施設設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第４２号 与論町多目的屋内運動場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 
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○議長（沖野一雄議員） 日程第１３、議案第４２号「与論町多目的屋内運動場の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案ついて提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４２号、与論町多目的屋内運動場の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

この改正は、施設使用料金設定の見直しを行うとともに、減免規定及び使用期間

等の文言整理を行い、他の社会体育施設との統一性を図るため議会の議決を求める

ものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） ゲートボールコート１面というのが一番下に表記があります

が、これは人工芝の福祉センターよりのことですか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） この屋内運動場は、ゆいＬＡＮＤの方ではなくて、

ドーム施設の中の施設になるので、あのゆいＬＡＮＤの人工芝とは別の屋内ゲート

ボール、福祉センターの北側になります。 

○議長（沖野一雄議員） ５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） ああ、わかりました。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４２号、与論町多目的屋内運動場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号、与論町多目的屋内運動場の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第４３号 与論町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１４、議案第４３号「与論町多目的運動広場の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４３号、与論町多目的運動広場の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

この改正は、施設使用料金設定の見直しを行うとともに、減免規定及び使用期間

等の文言整理を行い、他の社会体育施設との統一性を図るため議会の議決を求める

ものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４３号、与論町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号、与論町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第４４号 与論町多目的運動広場クラブハウスの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１５、議案第４４号「与論町多目的運動広場クラブハ

ウスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４４号、与論町多目的運動広場クラブハウスの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

この改正は、施設使用料金設定の見直しを行うとともに、減免規定及び使用期間

等の文言整理を行い、他の社会体育施設との統一性を図るため議会の議決を求める

ものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） クラブハウスの使用料ですが、１ページ目の休憩室の宿泊の

場合、１人１泊１時間１,０００円というのがありますが、この説明をちょっとお

願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） こちらの宿泊の場合というところで、まず宿泊の方の

料金から説明させていただきます。スポーツクラブの方で、スポーツ合宿などでゆ

いＬＡＮＤのクラブハウスを使っているのですが、基本的に１泊１人１,２１０円

プラス寝具代５５０円、冷暖房代１１０円というところで、この宿泊の１,２１０
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円という内訳の中に、主に会議室にマットを敷いて宿泊をすることになるのです

が、この宿泊の場合１人１,０００円というところで、これも含まれているという

ことで１,０００円、宿泊というところで冷暖房も使用するということで設定して

います１００円、これが税込み１,２１０円ということでこの宿泊１泊当たりにな

ります。なので、こちらの宿泊の場合の１人１泊というのが、この寝るところです

ね、そういったところを含めた表記ということで、１人１泊１,０００円というこ

とになっています。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 上の方に「１時間につき」と書いてあるから、１時間につ

き、宿泊の場合１人１泊と書いてあるけど、１時間につき１,０００円ということ

ではなくて、１人１泊１,０００円という解釈ですか。そうだったら、宿泊する

方々のさっき１,２１０円とかありましたが、宿泊できるようになっているわけで

すね。宿泊できるのだったら、宿泊する場合の利用規定をまたこれとは別に書いた

方がいいのではないですか。例えば、子供たちが宿泊で沖縄辺りとかからくる例が

ありますよね。そういうのもやはり、別に分けて記載した方が僕はいいような気が

しますがね。わかりやすいですよね、その方がね。もっとわかりやすく、そしたら

子供たちも例えばまた国頭村辺りからとか、北部からでもまた来て、サッカーをし

たり、フットサルをしたり、いろいろ交流が深まるような気もするのです。だか

ら、ここらはもっとアピールというか、そこら辺もしやすいように今後改善して、

子供たちがより多く与論にまた交流に来られるようにした方がいいのではないかと

思います。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） ありがとうございます。今、手元の資料だったのです

が、今、スポーツクラブの方でも、このパンフレットに宿泊料とかをわかりやすく

まとめたもので、冷暖房・寝具代、たまにまれに寝袋とか寝具を持ってくる方もい

らっしゃいますので、そういったところであれば、寝具代がいらないとかいうとこ

ろで、そこでまとまった料金が書いてあるこのパンフレットを活用して、今、ス

ポーツクラブなどの誘致も行っていますので、今後また、こういった表記仕方とか

を充実させてまいりたいと思います。お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） やはり、今のこのゆいＬＡＮＤあるいはクラブハウスとか

も、多額の建設費を投じてやっているわけですから、なるべく多くの方々に島内に

来ていただいて、いろいろな交流を深めながら利用が増えるように、ひとつ今後

ネットでも更なるＰＲをしていただいて、利用が高まるように努力をしていただき
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たいと思います。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４４号、与論町多目的運動広場クラブハウスの設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号、与論町多目的運動広場クラブハウスの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第４５号 結囲公園運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１６、議案第４５号「結囲公園運動広場の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４５号、結囲公園運動広場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

この改正は、施設使用料金設定の見直しを行うとともに、減免規定及び使用期間

等の文言整理を行い、他の社会体育施設との統一性を図るため議会の議決を求める

ものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた
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します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） これは総合グラウンドの北側の公園のことですよね。これは

もう草が生えて、大変なことになっているようですけど、ここらの管理はやはり町

民は見るわけだから、それは少し１０センチぐらいの草だったら目にはつかないけ

ど、５０センチぐらいの草が生えているでしょう。これは松村課長、これはやはり

自らも行って、ビーバーを持っていってやるぐらいの気力でないと駄目ですよ。こ

の条例に対して僕は異議があるわけではないですが、親心で言っていますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） ちょうど町体シーズンになってまいりまして、自分の

現地を確認して、すごく草が生えているなと。指定管理はスポーツクラブが行って

いただいているのですが、今、髙田議員からもございましたように、自ら行ってや

る勢いで整備をしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 確認なのですが、私はこれをゆいまーる公園といつも思って

いたのですが、これは正式には結囲（ゆい）公園ですか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） こちらが平成９年度からの供用開始で、条例ももちろ

ん定めて、今回の条例なのですが、そこにも結囲公園ということで正式名称である

ので、ゆいまーるではなくて、結囲（ゆい）公園になります。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４５号、結囲公園運動広場の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号、結囲公園運動広場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第４６号 令和６年度与論町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１７、議案第４６号「令和６年度与論町一般会計補正

予算（第６号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４６号、令和６年度与論町一般会計補正予算（第６号）

について提案理由を申し上げます。 

歳入の主なものとしまして、普通交付税１億６６９９万円、定額減税減収補填特

例交付金１７４６万１０００円などを追加しています。 

次に、歳出の主なものとしまして、学校給食センター建設基金１億３４３２万５

０００円、学校給食センター整備基本計画業務委託費１０００万円、コロナワクチ

ン定期予防接種業務委託費６９７万５０００円、子ども第三の居場所実施計画業務

委託費６２４万１０００円などを追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ１億９９８８万９０００円を追加し、一般会計予算総額

５５億５１９１万６０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） ８ページの収入の部で、教育費委託金１４４万４０００円の

補正をされていますが、これは地域スポーツクラブ活動体制整備事業というふうに

なっていますが、これの事業内容の説明を求めます。 
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○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 大きくは４つあるのですが、まずは、地域スポーツ活動推進

事業というのが１つ。そして今度は、地域スポーツ文化活動推進事業というのが２

つ目。３つ目が、文化部活動改革に関する委託事業。４つ目が、地域スポーツクラ

ブ業務委託というような４つの項目に分かれているところです。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） これについては、もう地域の方々に直接事業を与えて、そこ

で活動をさせるという意味ですか。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 全国的にも働き方改革であるとか、そういった中で中学校の

特に部活動指導に関する時間外労働、働かせ放題だというふうに言われる中で、な

るべくそういう教員の負担も減らしながら、そして地域の与論の子供たちを何回か

転勤で来られる先生たちだけではなくて、持続可能に地域の人たちがずっと指導で

きるような、そんな体制を含めていくということで、今、運動部で６人、そして文

化の方で３人の地域指導員をお願いしてやっているところです。ですので、今は先

生が指導できないときには地域の指導者が来てやり、なるべく教員の方が時間を取

りやすいような形を取っています。与論の場合は、この地域移行というか、そう

いったところは全国的にも早い段階でうまく軌道に乗っているのかなと思っている

ところです。全ての部活動ではありませんが、全てまた地域にお願いするという形

で今のところはないです。今後は、これがまたスポーツクラブ等に移行していくパ

ターンも考えられると思います。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） わかりました。それでは、続いて１１ページの島づくり対策

費、子ども第三の居場所実施設計の業務委託をされているようですが、以前、私は

一般質問でも問いかけたのですが、この事業についてはどのような設計で、どうい

う事業を行うのか、担当者にお伺いします。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） お答えいたします。 

この子ども第三の居場所というのは、Ｂ＆Ｇ財団からの５０００万円の助成を受

けることになりまして、それを活用しまして、総合グラウンドにあります管理棟を

改修して、第三の居場所というふうに整備を進めていこうということで計上させて

いただいています。今年度実施計画を行いまして、来年度また本工事ということで

進めてまいる計画にしています。子ども第三の居場所というのは、学校、家庭以外

の子供たちのいろいろな集まる場所ということで、本町でも不登校であったり、い
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ろいろな子供たちがいますので、そういった子供たちの居場所づくりということ

で、町としてもＢ＆Ｇ財団の支援をいただきながら、居場所づくりを進めていこう

ということです。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） 子育て支援グループと協議して再生をするということで、協

議はしましたか。確認です。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） 町内のいろいろな子育て関係の団体の皆様を集めて、

この第三の居場所の整備についても話し合いをもちまして、その中で是非そういっ

たニーズがありますのでということで、その協議会では、この第三の居場所の整備

については賛同をいただいているというところです。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） ありがとうございます。最後にもう１点、２４ページの学校

給食センター整備事業、これについても学校給食センター整備基本計画の業務委託

料１０００万円、この事業内容をちょっとお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 竹村教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹村栄作君） お答えいたします。 

学校給食センターにつきましては、今年度に入りまして３回の建設検討委員会を

開催しています。その中で、委員の皆様を各小中学校の校長先生方、そしてＰＴＡ

の代表ということで、小学校、中学校の代表の方もお願いしながら検討を進めてい

るところです。３回目の委員会の中で、４カ所計上した候補地の中から順番を決め

てもらいまして、今、その１番になったところから、可能性や問題点なんかを調査

しているところです。今年度中にこの場所を決め込んで、基本構想を策定した上で

基本計画を策定したいと考えているところなのですが、基本計画の中身といたしま

しては、法令や基準、指針などの整理、そして必要機能、規模、運営方法の検討で

すね。そして、施設計画の検討ということで、施設の平面、断面、構造などの検

討、そして概算事業費の検討、さらには整備スケジュールなどの整理、こういった

ものを基本計画の中で策定してまいりたいというふうに考えているところです。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） 以前の整備する場所については、無駄なボーリングをしてい

ただいて、無駄遣いをしたような気がするのですが、是非その場所については、早

急にひとつ調査をしながら進めていただきたい。もう何年も前から計画されている

その給食センターですので、早期にひとつ設計をしながら、早めに建設ができるよ

うにお願いいたします。以上です。 
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○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

６番、遠山勝也議員。 

○６番（遠山勝也議員） 今の給食センターの設置場所についてなのですが、現在の給

食センターの前の相撲する場という施設のところに建てたらどうかという話がある

のですが、何か不都合がありますか。 

○議長（沖野一雄議員） 竹村教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹村栄作君） お答えいたします。 

現在、給食センターが建っています場所ですが、こちらも候補地の１つに入れた

上で、検討委員会の中で検討をしています。そちらにつきましては、順位が下の方

になっておりましたので、まず１番目の方から、今検討を開始しているところで

す。 

○議長（沖野一雄議員） ６番、遠山勝也議員。 

○６番（遠山勝也議員） １８ページの死亡獣畜処理センターの件でお聞きしたいと思

います。この補正額とかそういうのは取りあえずまだ置いておいて、これは与論町

だけでは整備しきれないという長年の懸案事項なのですが、県にも国にもお願いし

てという話なのですが、今現在は、状況としてはどういう状況になっているので

しょうか。お聞かせください。 

○議長（沖野一雄議員） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答え申し上げます。 

現在の状況ということですが、状況としては昨年度来お答え申し上げているのと

変わらないという現状ですが、国・県の方に新たな制度の方ができないのかという

のは、引き続き要望していきながら、町としては利用者の方から負担金をいただい

て積み立てを行っていて、その国・県の補助事業が採用できるようであれば、その

事業の裏負担分としての負担金というのを今、町の方では積み立てている状況で

す。現在４０００万円ほど積み立ててはいるのですが、毎年度積み立てながら、新

たに事業の制定の方を要望続けているという状況になります。 

○議長（沖野一雄議員） ６番、遠山勝也議員。 

○６番（遠山勝也議員） ちなみに、どれくらいの予算を計画されているのでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） すみません、今のところ概算といった形で設計の方は上げ

ていないのですが、以前見積もったところで、約１億円ぐらいかと言われたところ

なのですが、それから大分現在の経済情勢も変わってきていますので、価格は恐ら

くもっとかかるとは思っていますが、詳しい設計については現在のところ行ってお

りません。 
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○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） １４ページ、私的二次救急医療機関補助金３７４万４０００

円についての説明をお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 山下健康長寿課長。 

○健康長寿課長（山下真紀君） お答えします。 

こちらは、救急車を使用して医療機関の方へ行くといったものになります。当初

でちょっと計上が漏れておりまして、今回ちょっと計上させていただきました。１

万３０００円の２８８件分となっています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） ということは、救急車を使った場合は、その分やはり負担を

町の方でしているということですよね。 

○議長（沖野一雄議員） 山下健康長寿課長。 

○健康長寿課長（山下真紀君） はい、おっしゃるとおりです。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） １０ページの総務企画課のこの旅費のことについてお伺いし

たいのですが、当初予算を見てみますと、普通旅費が２０８万２０００円上がって

いますが、この９月補正で２００万円近くの旅費が上がってくるという、この意味

がわからないのですが、ここの説明をお願いしたいです。あとほかに、大変おもし

ろい興味が湧くような中身があるのですが、１５ページの灰再利用試験水質分析調

査、この灰の再利用というところにかなり興味があるのですが、この２点をちょっ

と説明いただけますか。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） お答えいたします。 

１０ページの総務管理費の一般管理費の旅費１９０万１０００円を計上させてい

ただいています。髙田議員御指摘のとおり、当初予算で補正前が１８９万８０００

円の予算でございましたが、今回の１９０万円余りをあわせまして３９８万３００

０円という合計額になるのですが、やはり当初、昨年度とかコロナがあって、なか

なか出張ができない状況がありましたが、今年度そういったコロナの制限がなくな

り、またいろいろな職員の研修会であったり、また町長のいろいろな会合への出席

も通常どおりに戻りまして、非常に旅費的にはちょっとまた足りなくなった状況で

ございまして、今回この金額を計上させていただいたところです。旅費について

は、いろいろ精査しながら、必要なものについて出張していただくというようなこ
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とをしているのですが、なかなか職員の研修にしても解禁されて、鹿児島とかそう

いったところでの研修会が多くなってきているので、総務費の一般管理費以外のと

ころでも旅費の増額が結構ありますが、そういったところで非常に旅費の経費が増

大しているということがあります。非常に財政的には厳しいところではあります

が、必要な旅費を認めていくというようなスタンスで、またこの辺は厳しく精査し

ながら出張はしていただくというようにしてまいりたいと考えています。 

○議長（沖野一雄議員） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） １５ページ、環境対策費の委託料、この灰再利用試験水質

分析調査についてお答えします。 

現在、清水建設と鹿児島大学、与論町と３者共同で最終処分場に埋設処分をして

います焼却灰、飛灰を含めてですね、飛灰・焼却灰それの再利用を資源化にできな

いかという今共同研究をしておりまして、最終処分場は今２,０００立米のプール

が２つありまして、今、１個目のプールが埋まりまして、昨年建屋を隣のプールに

移して現在稼働中です。それが７年後また同じような規模の最終処分場の施設を建

設予定としていますが、これが継続的にずっとつくり続けることになってしまうの

で、その埋め立て最終処分するその灰を骨材、建設資材とか路盤材とか、そういっ

たものに再利用できないかという研究を進めるために、今、この清水建設、鹿児島

大学等の３者共同研究ということで、今年から灰と砂とセメントを混ぜて、テスト

ピースをつくります。そのテストピースをつくった６時間後の沈めた水と、あと４

週強度と言われる２８日後の強度を測るときに、その水をまたもう一回取りまし

て、その含まれる浸出物質に有害物質が含まれていないかというのを検査しまし

て、それでオッケーであればそのつくったテストピースをもとに、今後骨材とかの

再利用化に向けて話を進めていこうと思っています。ですので、これは最終的に

は、この最終処分場を永遠につくり続けるか、それとも次期の２期、もう１セット

つくってですね、その骨材の仮置き場として再利用していく資材置き場に変えてい

けるかというふうな岐路に立たされている状況ですので、これを今後与論町は積極

的に進めていって、できれば灰の再資源化による再利用をしていって、資源化に努

めてまいりたいと考えています。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 大馬課長の説明は、非常にこの興味がワクワクするような感

じのことですが、これは与論町に限らず日本国内、そして全地球規模でのこういっ

た取り組みが必要になってくるかと思いますが、是非ひとつ実現性のある、実効性

のあるものがひとつ持続可能な環境ができるように、こういったものを再利用し

て、循環型の社会ができるよう努力していただきたいと思います。それから、先ほ
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どの出張のことですが、これは僕はやはり町長の出張が多くて大変だという話をよ

く聞くのですが、職員の方々が町長にこっちにも行ってください、こっちも行って

くださいと言って、行っているのではないかなと思って、僕は大変懸念されるので

すが、それとやはりコロナの後、鹿児島あたりの宿泊費もかなり高くなったりして

きているような気がするのです。そこら辺の出張に関する全体的な見直しも必要な

時期に来ているのではないかなと思うのですが、大島もそうですよ。ですから、そ

こらあたりも含めて総体的にこの出張のあり方について、やはり町長と一緒に副町

長も一緒にですね、見直しをしたり検討をして改正すべきところは改正して、やは

り職員にも負担がないように努力していく必要があると思いますので、総務企画課

長にお伺いします。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） お答えいたします。 

今年度旅費の増額が非常に目立っておりまして、今年度の決算でどれぐらいの旅

費になるのかというところもちょっと見ていきたいと思っています。それを踏まえ

て、やはり出張のあり方、それから宿泊費といったところの高騰もまたございま

す。宿泊費、旅費については数年前に改正をしまして、宿泊費の費用とか少し上げ

たわけですが、そういったところもまた適正かどうかというところもまた見直して

まいりたいと思います。それから、また非常に出張で予約が取りづらいというとこ

ろもあって、飛行機とかもまた観光客の方々とか、たくさん乗っていらっしゃるの

ですが、職員の出張についても飛行機だったり、宿だったり、予約が非常に取りに

くいという状況もあります。そういった中で、若い職員が結構また与論町役場は多

いですので、その方々が新しい事務分掌をしたときに、やはり、そういった鹿児島

の研修会とかを受けてしかその事務というのも勉強していけないというところがあ

りまして、非常にその辺のところが研修的な旅費が非常に増えてきている感じはい

たしますが、人材育成の観点からも研修は大いにしていただきたいということがあ

りますので、そういったところを総合的に考えながら、財政的な面もありますの

で、出張とか旅費の今後のあり方について、また集まって協議して進めてまいりた

いというふうに思っています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） ７ページと８ページの教育費について、国庫補助金と県補助

金、運動部活動推進事業費、文化部活動推進事業費、部活動に関わる指導員派遣推

進事業費が減となっていますが、その理由は何ですか。 

○議長（沖野一雄議員） 竹村教育委員会事務局長。 
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○教育委員会事務局長（竹村栄作君） お答えいたします。 

部活動関係で歳入予算の方が７ページの国庫支出金、国庫補助金の５番、教育費

国庫補助金にまずその５番のマイナス５３万円、６番のマイナス２１万円、そして

次の８ページ、今度は県支出金の方にも載ってございます。こちらは、当初予算に

国庫補助金で計上されていたものを今回県からお金が入ってまいりますので、県補

助金と県委託金に組み替えを行っています。またあわせて、補助金の増額、委託料

の増額等もありましたので、最終的には県補助金の２件分と、県委託金の２件分と

いうことで４事業にまとめてございます。その分の歳入金額の調整を行ったところ

です。 

○議長（沖野一雄議員） ５番、原栄徳議員。 

○５番（原 栄徳議員） ありがとうございます。是非ですね、児童生徒の健全育成の

ために、フルに活用していただきたいと思っています。これを見たら、もう全部使

わずにいたのか、それとも使う対象がなかったのか、そういうふうにちょっと受け

取りましたので、ということの質問でした。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄議員） ６番、遠山勝也議員。 

○６番（遠山勝也議員） 今の教育費のところで、２４ページの教育費のところで、茶

花小学校の件なのですが、ここには与論小学校と那間小学校があって、茶花小学校

の項目がないのですが、というのは、私はスクールガードをやらせてもらっていま

して、校内の備品が茶花小学校の雲梯とかジャングルジムのあたりが、もうこの３

年か４年ぐらい遊べない状態のまま雑草が生えていて、これがずっと放ってあるも

のですから、教頭先生にも話をしたのですが、これはやはり教育委員会の範疇なの

かなと思って質問しているのですが、どうでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 竹村教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹村栄作君） お答えいたします。 

２４ページの款１０、教育費の小学校費、目１、総務管理費、節１１の役務費の

手数料と、節１３、使用料及び賃借料に重機借上料が９０万４０００円組まれてい

ますが、こちらの中に遊具の撤去費用を見込んでいます。遊具の撤去に関しては、

与論小学校の一部と茶花小学校の方からお話をいただいていますので、この補正予

算が通りましたら、またこちらの方の作業に移行してまいりたいと思います。また

茶花小学校の方からは、西門の入り口の方が、雨が降ったときにぬかるみがひどい

というようなお話などをいただいていますので、そういったところの改善に努めて

まいりたいと思っています。２５ページの小学校費の与論小学校管理費と那間小学

校管理費は、各学校の事務の方で計上された予算となっておりまして、今回事務系

での予算計上は、茶花小学校の方からは上がってはおりませんでした。以上です。 
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○議長（沖野一雄議員） ６番、遠山勝也議員。 

○６番（遠山勝也議員） 今、撤去費用というふうに言われましたが、あれは修理して

使える状態にするというのは、どうなんでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 竹村教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹村栄作君） 茶花小学校の教頭先生と一緒に遊具の方を確認

をしたところでしたが、やはり子供たちが遊ぶ遊具になりますので、私どもの方で

の修繕としては不十分になってしまって、万が一、事故が起こるとよくありません

ので、撤去という判断をしているところです。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

１番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） １１ページの目１１、島づくり対策費で、先ほど林議員が

おっしゃっていたことにもちょっと重なるのですが、この業務委託料、子ども第三

の居場所の実施設計のみの内容でしょうか。それとも事業内容も含まれたことで

しょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） この６２４万１０００円というのは、実施設計をこれ

から業者を選定するという中で決めていくのですが、その実施設計業者に実施設計

を委託する費用のみです。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。確かに設計のみの金額になるとは思

うのですが、やはり子供たちというのは、どうしても建物が大事ではなく、中身が

大事になってまいります。一人一人の対応の仕方、必要性、必要な支援がそれぞれ

違いますので、設計を行っていく中でも環境配慮というところが深く関わっていま

すので、この辺も是非検討していただいて、設計の方を進めていただきたいなと思

います。よろしくお願いいたします。 

続いて、２０ページの目７、デジタルマーケティング事業費なのですが、こちら

業務委託料となっておりましてデジタルマーケティング事業、こちらの中身を教え

ていただけないでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 麓商工観光課長。 

○商工観光課長（麓 誘市郎君） お答えいたします。 

デジタルマーケティング事業につきましては、全体としましては大きく分けて３

つ実施をしています。１つは、ユーチューブですとかＳＮＳを使った情報発信をし

まして、誘客に取り組むというのがまず１点。それから映像制作の分野で、日本観

光映像祭の実行委員会の方に業務委託をしまして、ＡＲＴ＆ＦＡＣＴＯＲＹという
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映像クリエイターの方をお招きをしまして、与論島の魅力をこちらからこういうの

をつくってくださいということではなくて、そのクリエイターの方の感覚で撮って

いただくという事業を行っています。もう一つは、地元インフルエンサーの方、与

論島のファンを抱えている方にお願いをしまして、地元の例えばマラソンですとか

十五夜踊りですとか、通常のマリンスポーツとかということではない情報発信の方

をしていただくということで実施をいたしています。今回の３０万円の補正予算に

つきましては、先ほどのＡＲＴ＆ＦＡＣＴＯＲＹの方で、海外の映像祭の方で昨年

度の作品が賞を取るということで、そちらの広報の方に充てていただきたいなとい

うことで増額をしています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。こちらのデジタルマーケティング事

業というのは、これからも本当に必要なことだと思いますので、是非よろしくお願

いいたします。 

もう一つよろしいでしょうか。同じページの２０ページの目８、星空ツーリズム

の推進事業費ですが、こちらの事業内容についてお教えいただけないでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 麓商工観光課長。 

○商工観光課長（麓 誘市郎君） お答えいたします。 

こちらの星空ツーリズムの推進事業につきましては、星空ガイドの育成等をもう

５、６年ぐらい取り組んできています。それから星空を守る環境整備の啓発活動で

すとか、地元の子供たちとか住民の方への啓発活動だったり、そういった星空を見

る機会の提供ということで取り組んできたところです。昨年度こういった取り組み

が評価をされまして、「持続可能な観光地ＴＯＰ１００選」という世界で認定され

るところにこういった活動が評価をされまして、認定をされたというところでござ

いまして、こういったところの誘客、情報発信の方に使ってまいりたいというのが

まず１点ございます。それから、ガイドさんの育成につきましては、今まで和歌山

大学さんの方にサテライト講座ということでお願いをしていましたが、地元のガイ

ド組織の方が大分充実をしてきましたので、地元の方で認定をできるような体制の

整備に今年度注力をしているところです。そして、もう１点、情報発信にも関わる

かもしれませんが、国内の最大手の望遠鏡メーカーの方ともちょっと連携をして、

いろいろ取り組んでいこうということで話が進んでいますので、そういった活動の

方にも使いたいなということで、今回４０万円の増額ということでさせていただい

ています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。自然を守る、島の財産でもございま
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すので、是非こちらを活かして、やはり子供たちの教育にも充実していただきたい

なと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

もう一つ、２３ページ、目６のＩＣＴ環境整備費ですが、こちらの節１２、業務

委託料ですね、町立学校ネットワークアセスメント委託料の内容についてお教えい

ただけますでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 竹村教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹村栄作君） お答えいたします。 

今後、学校などにおきましてもデジタル教科書や教材の利用が本格化していま

す。そういった中で、大容量の通信が発生することが今想定されています。このこ

とから、学校規模ごとに推奨帯域というものを確保できているか、この課題把握

と、課題に対する解決方法の調査を行うのがこの目的となっています。本業務を行

うことで、学校の方にそれぞれ今個人ごとに配布していますタブレット端末です

ね、こういったものの更新の補助事業のまた要件ともこれがなっておりまして、こ

れを今般計上させていただいたところです。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） ２０ページで、沖縄北部地域連携型振興事業で６０万円の計

上がありますが、この中身についての説明をお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 麓商工観光課長。 

○商工観光課長（麓 誘市郎君） お答えいたします。 

沖縄北部の連携振興事業につきましては、当初予算の方では児童生徒の交流です

とか、各団体の交流、それからイベントへの交流といったことを取り組んできたと

ころです。今般改めて、来年度沖縄北部の方にＪＵＮＧＬＩＡという大型のテーマ

パークの完成が予定されておりまして、非常に多くのお客様が沖縄北部に訪れると

いうことが見込まれています。これを見越して、そちらの方からまた与論島の方に

フェリー等でお越しいただこうということで、今その準備を進めています。具体的

には、沖縄北部の港運会社並びに旅行会社の方と連携をしまして、今、パッケージ

商品の造成等を行っているというところです。また、沖縄北部の自治体ですとか、

観光協会とのネットワークを構築して、一緒になって誘客をしていこうということ

で考えておりまして、そういったところのモニターツアーですとか、情報発信、こ

ういったところにちょっと増額した分を活用させていただこうということで考えて

います。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４６号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４６号、令和６年度与論町一般会計補正予算（第６号）を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号、令和６年度与論町一般会計補正予算（第６号）は、

原案のとおり可決されました。 

ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第４７号 令和６年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１８、議案第４７号「令和６年度与論町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４７号、令和６年度与論町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

歳入では、国庫補助金８１万４０００円を追加し、県補助金１５万１０００円を
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減額しています。 

歳出では、総務管理費３７万３０００円及び保健事業費２９万円を追加していま

す。 

歳入歳出それぞれ６６万３０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８

億２３７７万４０００円としています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４７号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４７号、令和６年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号、令和６年度与論町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第４８号 令和６年度与論町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１９、議案第４８号「令和６年度与論町介護保険特別

会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 
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○町長（田畑克夫君） 議案第４８号、令和６年度与論町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について提案理由を申し上げます。 

歳入では、介護給付費負担金を１１１８万３０００円追加しています。 

歳出では、地域密着型介護サービス給付費を２３６７万５０００円追加していま

す。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８１７万８０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億３６００万７０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４８号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４８号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４８号、令和６年度与論町介護保険特別会計補正予算（第２

号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４８号、令和６年度与論町介護保険特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第４９号 令和６年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（沖野一雄議員） 日程第２０、議案第４９号「令和６年度与論町後期高齢者医
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療特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４９号、令和６年度与論町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

歳入では一般会計繰入金１２５万円を追加しています。 

歳出では総務費１万円、保健事業費１２４万円を追加しています。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２５万円を追加し、歳入歳出予算の総

額は歳入歳出それぞれ８６８４万６０００円としています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４９号、令和６年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４９号、令和６年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議案第５０号 令和５年度与論町水道事業会計未処分利益剰余金の処分
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について 

○議長（沖野一雄議員） 日程第２１、議案第５０号「令和５年度与論町水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第５０号、令和５年度与論町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について提案理由を申し上げます。 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定による未処

分利益剰余金の処分です。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第５０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５０号、令和５年度与論町水道事業会計未処分利益剰余金の処

分についてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５０号、令和５年度与論町水道事業会計未処分利益剰余金の

処分については、可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 同意第４号 与論町教育委員会委員の任命について 
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○議長（沖野一雄議員） 日程第２２、同意第４号「与論町教育委員会委員の任命につ

いて」同意を求める件を議題とします。 

本件について提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 同意第４号、与論町教育委員会委員の任命について提案理由を

申し上げます。 

前委員の内野正世氏が令和６年９月３０日をもって任期満了となることに伴い、

後任者を任命する必要があるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 

御審議され、同意していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

○議長（沖野一雄議員） 提出者の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。同意第４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、同意第４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、同意第４号、与論町教育委員会委員の任命について同意を求める件を

採決します。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（沖野一雄議員） 起立多数です。 

したがって、同意第４号、与論町教育委員会委員の任命について同意を求める件

は、同意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第２３ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（沖野一雄議員） 日程第２３、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて提案理由を申し上げます。 

人権擁護委員法第９条により令和６年１２月３１日をもって、元井勝彦氏の人権

擁護委員の任期が満了となります。これに伴い人格識見高く、広く社会の実情に通

じ、人権擁護について理解のある沖島範幸氏を推薦したいので、議会の意見を求め

ます。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。諮問第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを

採決します。 

お諮りします。本件は、適任と認めることについて御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

は、適任と認めることに決定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２４ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（沖野一雄議員） 日程第２４、諮問第２号「人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて提案理由を申し上げます。 

人権擁護委員法第９条により令和６年１２月３１日をもって、人権擁護委員の任

期が満了となります。これに伴い人格識見高く、広く社会の実情に通じ、これまで

人権擁護委員として町民の人権問題に携わってこられた松山陽右氏を引き続き推薦

したいので、議会の意見を求めます。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。諮問第２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを

採決します。 

お諮りします。本件は、適任と認めることについて御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
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は、適任と認めることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２５ 認定第１号 令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２６ 認定第２号 令和５年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入

歳出決算認定について 

日程第２７ 認定第３号 令和５年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第２８ 認定第４号 令和５年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第２９ 認定第５号 令和５年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第３０ 認定第６号 令和５年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３１ 認定第７号 令和５年度与論町水道事業会計収入支出決算認定について 

○議長（沖野一雄議員） 日程第２５から日程第３１までの議案については、委員会付

託の予定ですので、提案理由の説明の後、総括的・大綱的な質疑にとどめます。 

日程第２５、認定第１号「令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第１号、令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和５年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

日程第２６、認定第２号「令和５年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 
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町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第２号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘

定）歳入歳出決算認定について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和５年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

日程第２７、認定第３号「令和５年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第３号、令和５年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認

定について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和５年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

日程第２８、認定第４号「令和５年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第４号、令和５年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項
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の規定により、令和５年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

日程第２９、認定第５号「令和５年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第５号、令和５年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和５年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

日程第３０、認定第６号「令和５年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第６号、令和５年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和５年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 
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○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

日程第３１、認定第７号「令和５年度与論町水道事業会計収入支出決算認定につ

いて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第７号、令和５年度与論町水道事業会計収入支出決算認定

について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第

４項の規定により、令和５年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に

付するものです。 

御審議の上、認定していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３２ 特別委員会設置及び委員の選任について 

○議長（沖野一雄議員） 日程第３２、特別委員会設置及び委員の選任についてを議題

とします。 

お諮りします。認定第１号から認定第７号については、池田理恵議員、川内恵司

議員、吉田勉議員、吉田剛議員、原栄徳議員、髙田豊繁議員、大田英勝議員、林敏

治議員の８人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査

することにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号から認定第７号については、池田理恵議員、川内恵司議

員、吉田勉議員、吉田剛議員、原栄徳議員、髙田豊繁議員、大田英勝議員、林敏治

議員の８人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることに決定しました。 
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これから委員長及び副委員長を互選していただきます。 

暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４１分 

再開 午前１１時４１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

特別委員会の委員長及び副委員長が、次のとおり決定した旨通知を受けましたの

でお知らせいたします。 

委員長に髙田豊繁議員、副委員長に原栄徳議員、以上のとおりですので報告を終

わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

次は、１０月３日本会議（一般質問）です。 

午前９時まで御参集願います。 

本日は、これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時４２分 
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令和６年第３回与論町議会定例会会議録 

令和６年１０月３日（木曜日）午前８時５９分開議 

 

１ 議事日程（第２号） 

  開会の宣告 

  第１ 一般質問 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 池 田 理 恵 議員      ２番 川 内 恵 司 議員 

  ３番 吉 田   勉 議員      ４番 吉 田   剛 議員 

  ５番 原   栄 徳 議員      ６番 遠 山 勝 也 議員 

  ７番 髙 田 豊 繁 議員      ８番 大 田 英 勝 議員 

  ９番 林   敏 治 議員     １０番 沖 野 一 雄 議員 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１９人） 

町    長 田 畑 克 夫 君  副 町 長 山 下 哲 博 君 

教 育 長 中 山 義 和 君  総務企画課長 龍 野 勝 志 君 

会計管理者兼会計課長 柳 田 庫 呂 君  税 務 課 長 坂 元   守 君 

町民生活課長 山 下 高 明 君  健康長寿課長 山 下 真 紀 君 

産 業 課 長 堀 田 哲 也 君  耕 地 課 長 喜 村 一 隆 君 

商工観光課長 麓   誘市郎 君  建 設 課 長 裾 分 望 嗣 君 

水 道 課 長 富 永   淳 君  環 境 課 長 大 馬 福 徳 君 

教育委員会事務局長兼学務課長  竹 村 栄 作 君  生涯学習課長 松 村 誠 司 君 

与論こども園長 吉 田 朋 子 君  茶花こども園長 川 北 英 代 君 

児童発達支援センター所長 阿 野   斉 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 林   健太郎 君  書    記 谷 山 智 美 君 
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開議 午前８時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） おはようございます。まず先般の台風１３号、１４号は私ど

もに大変な影響を受けないで恵みの雨をいただきまして、大変干ばつで産業振興課

も苦労しておられましたが、きびとか飼料が伸び伸びと育っておりまして一安心い

たしました。また、先の町議選挙では、職員の皆様方の昼夜にわたる御苦労をいた

だきまして、ありがたく感謝しています。御苦労さまでした。 

それでは、早速一般質問に入りたいと思います。 

１ 南海トラフ巨大地震等大規模災害や船便の長期抜港・欠航時の町民生活の保

全について 

(1) 大規模な南海トラフ地震等の大規模災害に伴う物流停滞や、船便の長期

抜港・欠航が発生した際の生活物資類の確保は深刻な状況が懸念されるが、

町民の生命や生活を保全するため食料備蓄等の危機管理態勢について、条

例整備や関係団体との連携協定、設備施設等について町長の考えを伺いま

す。 

２ 畜産業不振に対する対策について 

(1) 子牛価格の低迷や飼料、肥料価格高騰に対する国等への陳情・要望活動

展開と今後の対策について町長の考えを伺います。 

３ 南三島の連携体制構築について 

(1) 徳之島・沖永良部・与論島の南三島が連携し農業振興や社会インフラ等

各種振興対策を推進する必要があると考えるが町長の考えを伺います。 

４ 子育て支援体制の拡充について 

(1) 少子化子育て政策は町長のマニフェストの主要骨子であるが、島外出産

支援や子ども医療費、保育料、給食費等について、現行制度の拡充を図る

必要があると考えるが、町長の考えを伺います。 

(2) 職場内における職員の育児等に対する理解と特休制度等の拡充が必要と

考えるが、町長の考えを伺います。 

５ 若者定住化促進用の民間資金活用型住宅整備制度の構築と実施について 
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(1) 本町の住宅不足は深刻であるが、公営住宅整備と並行して民間資金活用

型住宅の整備が急務と考えるが、条例制定や事業希望者との意見交換を図

り、早期実行する考えはないか町長の考えを伺います。 

６ ふるさと納税制度推進強化対策について 

(1) 町の財政力強化や各種政策推進、６次産業振興の上からも個人版・企業

版ふるさと納税増嵩対策が喫緊的課題と考えるが、町長の考えを伺います。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） おはようございます。今、髙田豊繁議員からありました質問事

項１の要旨１についてお答えいたします。 

外海離島である本町にとって、大規模な地震や津波、連続して襲来する台風や

スーパー台風などにより、港や空港が使用不能となった場合における災害応急時の

食料や生活物資類の確保をはじめとしたさまざまな問題について、今後早急に検討

し必要な諸対策の検討や、危機管理態勢の強化を図らなければならないと考えてい

ます。 

食料備蓄等に係る関係団体との連携協定等については、町内の大型スーパー等や

各事業所、各自治公民館などとの連携協定の検討を進めるほか、各家庭や事業所等

においても普段からの災害備蓄に努めていただくよう啓発に努めてまいります。 

また、町における災害備蓄の保管については、各公共施設や自治公民館等での分

散備蓄や、賞味期限のある備蓄品等の適正管理についても検討してまいります。 

質問事項２の要旨１についてお答えいたします。 

御指摘いただいたとおり、本町の畜産業をめぐっては、長引く子牛取引価格の低

迷に加え、燃油、肥料等資材や粗飼料、配合飼料等の価格高騰などさまざまな課題

に直面しており、畜産経営は非常に厳しい状況となっています。 

全国的に畜産業を取り巻く状況は非常に困難なものとなっていますが、肉用牛生

産において鹿児島県は黒毛和種の飼養頭数全国１位であり、その中でも大島地区は

肝属地区に次ぐ飼養頭数となっています。このことから、大島地区の農業生産にお

ける畜産業の割合は非常に高くなっており、今後とも県や奄美群島各自治体と一体

となった国への働き掛け、特に鹿児島県選出国会議員への積極的な要望活動の展開

が必要と考えています。 

輸入粗飼料等の高止まりは今後も続くことが予想されるため、町としては、これ

までに引き続き自給粗飼料生産の増加を図るなど、徹底的なコスト削減を進めてい

くとともに、優良素牛の導入や畜舎環境整備等による良質な子牛生産を推進し、農

家所得の向上を図ってまいります。また、本町の限られた農地の有効利用のため、
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耕畜連携をなお一層推進し、さとうきび、園芸、畜産等、本町の地域特性を活かし

た農業が効率よくかつ、生産性が上げられるよう、有益な農地利用を進めてまいり

ます。 

質問事項の３、要旨１にお答えいたします。 

徳之島、沖永良部島、与論島の南三島は、古くから歴史や文化などのつながりが

深く、地理的条件や社会的条件が近いことから、これまで以上に各島が連携し、南

三島の振興を図っていくことが必要であると考えています。 

本年７月には、こうした南三島の首長の皆様の共通認識のもと、南三島地域振興

協議会が発足したところです。当協議会は、南三島の島民の生活の安定及び医療、

福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、戦略産業の育成による雇用拡

大や定住促進、観光の推進等による交流人口の拡大促進等のための事業を実施し、

南三島の振興を図ることを目的としています。 

本町といたしましても、当協議会等を通じ南三島との連携をより緊密にし、各種

振興策を推進してまいりたいと考えています。 

質問事項の４の要旨１にお答えいたします。 

島外出産支援については、出産前後の交通費や宿泊費の大部分を補てんする助成

金があり、保育料については令和元年度より一部無償化、子ども医療費については

今年度より無償化を実現したところです。国の制度拡充による支援もあり、子育て

世帯の負担軽減を順次図っていますが、こども園の給食費については無償化の検討

段階にあります。少子化子育て施策は喫緊の課題ですので、今後ともより良い制度

実現に向け迅速に取り組んでまいります。 

質問事項の４の要旨２についてお答えいたします。 

現在、本町の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１６条の規定により、規則

で定める職員の育児等に関係する特別休暇とその期間については、「職員の妻が出

産する場合であってその出産予定日の６週間前の日から当該出産の日後８週間を経

過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に

達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務をしないことが相

当であると認められるときの特別休暇は、当該期間内における５日の範囲内の間」

となっています。 

そのほか、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看

護のため勤務しないことが相当であると認められる場合の特別休暇は、１の年にお

いて５日の範囲内の期間」となっています。 

町として子育て支援の拡充に取り組んで行く中で、役場の職場内においても、子

育て中の職員が子育てしやすい環境づくりに努め、職員の育児等に係る特別休暇制
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度の拡充についても検討を進めてまいります。 

質問事項の５、要旨１についてお答えいたします。 

御指摘いただきましたとおり、本町における住宅不足の解消は、今後の島づくり

を進める上でも喫緊の対応が必要な重点課題であると認識しています。 

去る令和５年３月には、議会の皆様の御審議と議決を賜り、与論町営単独住宅条

例を制定し、公営住宅法のしばりを受けずに、より幅広い需要に対応が可能な与論

町独自の公共住宅の整備及び管理が可能となり、現在、同条例に基づく住宅の建設

に向けた準備を進めています。 

また、令和５年７月には、町営住宅整備における民間活力の導入可能性について

検討する与論町住宅官民連携可能性調査を実施しています。 

本町といたしましては、上記調査の結果や住環境整備に関する各種計画を踏ま

え、引き続き住宅整備に係る新規手法の検討や、町内に存在する空き家の撤去及び

再利用、町内での住宅賃貸業分野の振興に資する環境整備など、本町の住環境問題

の解消に向けた方策を全方位的に検討し、取り組みを進めてまいります。 

質問事項の６の要旨１にお答えいたします。 

個人版ふるさと納税の受入額は、令和２年度から８０００万円を超えるようにな

り、令和３年度に１億５００万円とこれまでで一番高く、令和５年度は８７００万

円となっています。 

ふるさと納税は、地方を応援したいという人たちが、その気持ちを寄附に託し、

返礼品を受け取るというものです。本町の魅力を理解していただき寄附につなげる

工夫や魅力的な返礼品の開発に努め、個人版ふるさと納税の強化を図ってまいりま

す。 

また、企業版ふるさと納税は、内閣府から認定された地域再生計画の支援措置と

して活用されることから、現在、地域再生計画を策定し国に認定の申請を行ってお

り、本年１１月中旬からの受入開始を予定しています。地域再生計画は、令和３年

度から令和６年度までを計画期間とする第２期与論町総合戦略をベースに策定して

おり、「島内外の活発な交流の創出」、「安心して暮らせる多様な居住環境の創出」、

「町民が力を合わせて生きがいづくりに取り組む」の３つを基本目標に掲げていま

す。今後は、企業版ふるさと納税のＰＲも行い、納税増に努めてまいります。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） ありがとうございました。それでは、最初の南海トラフ関係

ですが、全体的に今の町長の答弁で十分納得はいたしました。それで、多くは行わ

ないですが、若干再質問、また提案をさせていただきたいと思います。私どもが恐

れています南海トラフ巨大地震、先般もその予兆を示されたのですが、これはもう
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本当に首都直下型南海トラフ沖地震というのは、もう日本の非常に懸念される事態

ですが、また頻繁に各地で災害も起きているということで、大変懸念されるのです

が、各大学の先生をはじめ、地震研究所、そういった各専門家の見立てでは、やは

り近いという見立てがほとんどですので、やはりこの影響は計り知れないところが

ありまして、仮に与論島に直接被害が軽微だといたしましても、本土での物流の停

滞、そういったものがかなり相当な影響をもたらすと思いますので、十分なる予備

体制が必要だろうと思います。まずやはり町民の生命、生活を守る食料そして医薬

品類の対策が必要であろう。そういうことでＪＡさんとか、あらゆる小売店、また

病院等との連絡調整会議、そして食料類の備蓄のための施設整備も町民の安心・安

全の観点からは必要でないかと思います。先ほどの答弁にもございましたとおり、

そういった連絡調整会議等も含めて、ひとつ早急な対策、話し合いを進めていただ

きたいと思います。そこで、例えばの話ですが、遊んでいる施設もございますが、

遊んでいると言ったらちょっと語弊がありますけど、この施設のことについてです

が、急に新しい建物の施設は厳しいと思いますが、数年前に総務企画課の方でＮＴ

Ｔから払下げを受けた旧辻宮電話局ですね、中学校の近くのですね。あの施設は、

もう相当な強固な躯体構造をしているというふうに聞いているのですよ。例えば、

セメントの量も、普通の民間の建物とかと比にならないぐらいのとにかく強度があ

る建物で、叶もそうですが、そういった施設を調査をされて、有効な利用ができな

いか、そういった面をＪＡさん等とも話をしながら、こういうものを利用をやはり

考えていただきたい。またあるいはコンテナ類ですね、こういったのもやはりこの

間も町長とちょっと話をしたのですが、コンテナを冷蔵・冷凍コンテナ等も検討し

ていく必要があるのではないかと。あとは水の確保ですね。水はその水道もです

が、こういったのも災害が大きくなると考えていかなければいけないと思いますの

で、こういった町民がもうパニックにならないようなことを一応検討していただき

たいなと、このように思いますので、しっかりと協議会等で話し合いをしていただ

きたいというふうに思います。総務企画課長、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

〇総務企画課長（龍野勝志君） 今、髙田議員からお話のありました中学校の近くの高

千穂神社の近くの、旧辻宮無線中継所跡の建物ですね、そちらについては、町の方

に払下げをしていただいて、町の施設ということになっています。現在、そちらに

は図書館下の書庫がございますが、これが消防法にちょっと抵触するということで、

その図書館下の書庫を移動しないといけないということで、今現在、辻宮無線中継

所の方に、その一時移動先として保存する書類を移動している状況です。おっしゃ

るとおり、中に入ってみますと非常に頑丈な建物で、これはどんな台風が来ても大
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丈夫だなという感じはしていますが、また、水道課の方でも高千穂の貯水槽があり

ますが、そこの辻宮のところに貯水槽を新たにという考えもまたあったりですね、

いろいろその施設については、利用価値があるものですから、いろいろな検討が今

後必要かなということで思っています。備蓄倉庫、若しくはスーパー台風とかそう

いったときの避難所とか、いろいろなものに施設が利用可能かなということも考え

ていますので、またその図書館から移動した書庫については、一時保管というよう

な考えですが、またそこの施設利用計画が定まれば、それに沿ってまた対応してま

いりたいなというふうには思っています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 施設の有効な活用、あるいは図書類の厳選化もまた必要だと

いうことになりますし、デジタル化とあわせてそういった書類の量もゆくゆくは

減ってくるかと思いますので、やはり命に関することが優先されるわけですので、

そこらを総体的にまた御検討をいただいて、今後進めていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

そして次の畜産業に対する対策ですが、先月の競りには町長も同時に参席されま

して、畜産の競りの状況等を私も行って聞いたり見たりしていたのですが、やはり

幅がかなりございますね。ですから、そういうことがあっているのですが、やはり

トータル的に低いですよ。そういうことでこれを何とか乗り切るためには、生産コ

ストの軽減化が必要だろうと思います。それとまた先ほどありましたように、南三

島地域振興協議会ができたのは大きな前進だと思います。やはり大島本島と比べ

て、どうしても喜界も含めてにはなるのでしょうが、大島本島以外の島々にとって

は農業がやはり基幹産業ですから、畜産そして糖業、こういったのがやはりメイン

になってきますので、南三島が特にまた有力な政治家の方々もおられますので、そ

ういった方々と連携していただいて、そして郷土の今回の内閣改造で石破内閣の発

足と同時に、幹事長職、農水大臣職という、そういった有力な政治家が就いたわけ

ですので、そういった面からどうしても国の助成がまた必要であるかと思います。

どうしてもこのウクライナ戦争が長引けば長引くほど、やはりその畜産の飼料高と

いうのと、今朝も見ていたのですが、やはり円安が進んでいくものですから、どう

してもやはり輸入価格等が高止まりするということ。先ほどもちょっとあったと思

うのですが、志布志港に大体荷揚げされるそうですが、そこからのまた流通コスト

がかなり高止まりしているということもあります。そういうことで、畜産飼料の自

給化とこの畜産飼料の輸送コスト支援等に対する輸入コストもですが、これにはや

はり助成策がかなり必要であると思いますので、そこら辺はやはり政治の力でない

とどうしても解決できないところがございますので、南三島力をあわせて、波状的
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に霞が関通い、永田町通いを頑張っていただきたいと思いますので、町長、お願い

します。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 髙田豊繁議員の質疑に対してお答えいたします。 

髙田議員がおっしゃるように、やはり奄美大島全体、喜界島含めて、やはり基幹

産業が糖業、さとうきび、そしてまた畜産業。今、さとうきびの方はもう政府の買

い上げ、そういったトン当たりのあれがもう政府の方で決められるのですが、今、

子牛の競り値がどうも伸びないのは、当然、牛の枝肉がもう倉庫に満杯というか、

そういう状況があると。前の野村農林水産大臣が、どうもそこら辺がはけていない

ので、いろいろ情勢はあるのでしょうが、そこら辺が流通していないから、そこを

何とかするように今政策をしているみたいですが、なかなかそこがうまくいってい

ないというのが、１つ子牛のその理由に挙げられました。あと、森山𥙿先生は、与

論は優良素牛、良い牛を少数で飼って、そういうところの技術とかに特化してやれ

ば、そういう状況を乗り越えられる１つの方策として挙げられるのではないかとい

う御助言をいただきました。おっしゃるように、単町で与論町だけで陳情というわ

けにはいかないので、高岡秀規代表町長を中心に畜産また糖業に関しましても陳情

して、強く要望してまいりたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） やはり私どもが望んでいたのですが、今回の森山先生の幹事

長就任というのは、これはもう本当に力強い存在でして、特に大隅出身でもござい

まして畜産に関してはものすごい情熱と識見の高い方ですので、御理解いただける

かと思いますので、十分におねだりと言ったらちょっと失礼があるかと思います

が、お願いをして何とかできるように、一歩でも二歩でも進められるように、農家

の今の厳しい現状を解決、前進できるようにひとつお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

それに続きまして、社会インフラのことですが、私どものメインラインのこの港

湾空港ですね。こういったのは非常に大事なことでございまして、名瀬の港は国の

重要港湾でして、防波堤拡張工事等、大変国が積極的にやってくれまして、極めて

安全性の高い港です。また和泊は、今般自衛隊、海上保安庁の利用効果を高められ

るような特定利用港湾に指定されまして、国がこれも防衛庁を中心にしてやってい

ただけるだろうと思いますが、この与論の場合、大変島が低いということもござい

まして、風に対して弱いという茶花も供利もそういうことでして、特に上りが荷物

が少ないせいもあるかなとちょっとうがった見方も考えるのですが、やはり条件付

きというのが例えば出産後のお母さん方にとっても、弱者にとっても、この条件付
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きというのが非常に不安でたまらないというのがあると思うのですよ。それはみん

なそうですけど、そういうこともありまして、やはりなるべくこの不安が少しでも

軽減化できるように、これもやはり政治の力でないとできませんので、ひとつこの

点もお願いしていくという努力が必要かと思いますので、町長、お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 抜港条件付きのその条件については、こちらからサイドでそれ

はマルエーフェリー会社側が、そういう港内状況にあって、必ず着けられるという

保証がないときには、そういう前もった情報で条件を出しているという船会社であ

る。それにつきましては、こちらのサイドで条件を付けないとかそういうことは言

えません。髙田議員がおっしゃるのは新しい港、岸壁のそういう御意見でしょう

が、今そこが抜港条件の即に解決できるような率が軽減できるような、そこだと私

は考えておりませんので、何とか今現状ある供利港、そして茶花港の今整備を進め

ていますので、茶花港に関してはかさ上げ等とか、あと供利港に関しては傷んだ防

舷材ですかね、そういったところの補修とかというところでやっています。また、

長期的に考えればそういうところもあるのでしょうが、今現在としては新しい港を

建設するような要望等とか、そういったのは私の方では考えていません。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） やはりこういった空港港湾というのはですね、中期、長期と

いう視点で物事を進めていく必要があるかと思いますので、そういった総体的な考

え方が必要だろうと思います。 

その次に、ちょっと項目を読んで先に進みますが、子育て支援体制の拡充につい

てに入りたいと思いますが、日本は御承知のようにＯＥＣＤの加盟国の中でも所得

が非常に低いということで、これは令和５年度のデータでしょうけど、世界で２９

位という低所得になっています。そういうこともございまして、安倍政権も打ち出

した１億総活躍社会ということがありますが、やはり共働きというのが主ですよ

ね。そういう中で、そういった所得の関係もあって少子化の影響もこれに付随して

出てきているのではないかという、一種の国内における社会問題の１つでもあるの

ですが、こういった問題を社会が悪いということで片付けるのではなくて、それを

やはり末端の自治体もできる限りの努力をして、この解決を図っていくというのが

私どもの努力ですので、こういったのをひとつ取り組んでいく必要があると思いま

す。先ほどの答弁の中でありましたように、子ども医療費については、今年度より

無償化を実現したところであると、保育料については、令和元年度より一部無償化

をしてきたところであるというふうに、こども園の給食費についても無償化の検討

段階にあるということで、非常に喜ばしいことですので、ひとつ今後も拡充を図っ
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ていただきたいと思いますが、例えば、先日ですが、主に島外出産支援に対する丁

寧な説明をいただいたところです。そこで、やはり県も４、５年前ぐらいから、こ

の離島における出産支援ということで、県の方から助成をいただいているのです

が、今、本当に沖永良部もそうだと思いますが、与論も産婦人科医がなかなかお願

いできないという状況にあります。昔、与論に診療所があるときは、産婦人科医の

先生もいらっしゃったのです。ところが、今、奄美病院が民営化されているのです

が、これもやはり病院側の話をお伺いしますと、なかなか先生が御了解がいただけ

ないということなのですよね。そういうことで、どうしても我々の離島というの

は、沖縄あるいは鹿児島本土に行って、出産をせざるを得ないという状況にありま

して、その内訳、出産費用等に交通費と宿泊旅費等についてお伺いしたのですが、

今、まだ実際実費に至っていないというのが現実なのですよ。それで、まだまだそ

ういうところまでいっていないですので、これがやはり本土との格差であろうと、

離島におけるハンディということで甘んじてばかりでおられませんので、こういっ

た面の改善をしていく必要があると思います。また、石破新政権は、地方の発展な

くして日本の発展、未来ないと、このようにおっしゃっておりまして、今後地方創

生推進交付金予算の倍増拡充を打ち出しておられます。そういう中で、やはり地方

の過疎化対策を図っていくためには、どうしてもこの出産支援、子育て支援を拡充

する、都市との環境格差をなくしていく以外にはないわけですので、地方から都市

部にばかりこの人口が流出してしまいますと、ますます老人ばかりが残る島になっ

てしまいますので、ここら辺は十分な対策が必要であると思います。そういうこと

で、これからでもそういった新内閣の発足とあわせて、こういった推進交付金がか

なり交付される見通しがついていますので、今のうちからこういったことを前提に

対策を取られていく必要があると思いますが、総務企画課長、いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） 髙田議員がおっしゃるように、離島のハンディに甘ん

じることなくという考え方は、非常に大事かなというふうに思っています。少子化

の中でやはり出産への負担というものがあって、少子化にブレーキがかかっている

というようなことを少なくするためにも、出産支援それから子育て支援、そういっ

たことにはまた十分離島だからということではなくて、政策をまた考えていかなけ

ればいけないなというふうに思っています。その地方創生ということで、またいろ

いろ政策が出てくるかと思いますが、いろいろな補助金制度とか国庫補助が出てき

てから政策を考えるというのではちょっと遅いので、今のうちからそういったのを

見越して政策が出てきたときに、すぐそれを活用できるようなことが必要だと思い

ますので、その辺また取り組んでまいりたいと思います。以上です。 
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○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） ありがとうございました。それからですね、職場内にも子育

てをされていらっしゃるお母さん方が数人おられる。これは大変喜ばしいことです

が、そういった職員の方々が、子供の急な発熱とか緊急事態が発生することも多々

ある。あるいはこども園、学校の行事等にどうしても出席しなくてはならないとい

うこともあるでしょう。先ほどございましたように、特休が「１の年において５日

の範囲内の期間」ということで、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

職員」となっていますが、ここらあたりも、これは時間の刻みで取れるようになっ

てはいるかと思いますが、やはりここら辺の拡充と、それからやはり職場全体でこ

の子育て真っ最中の職員に共に寄り添って支え合う体制が大事ですので、ひとつそ

ういった環境づくりを職員全体で考えていく必要があるかと思いますが、山下副町

長、ひとつお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 山下副町長。 

○副町長（山下哲博君） お答えいたします。 

本当に役場においても出産とか育児の支援というものは、職員全体が理解を示し

環境を整えて、そして職場の雰囲気をよくするとともに、男性、女性ともに気兼ね

なく、育児休暇制度を使えるようにしていくためにも、課内における事務分掌の適

宜見直しなどの対策も講じながら、仕事と育児が両立できる環境づくりを努めてま

いりたいと思います。御支援どうもありがとうございます。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 山下副町長は、大変柔軟な考え方を持っていらっしゃる優秀

な方でもございますので、ひとつ人材配置等もそういった環境づくりをお願いした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

次にいきたいと思います。若者定住化促進用の民間資金活用型住宅ということに

ついてですが、先ほどの御答弁の中で、与論町住宅官民連携可能性調査にすでに

入っていると、それから与論町単独住宅条例を制定しているということです。これ

は大変な進歩、進化ですので、ありがたいなと思います。叶地区が昨年できまし

た。そして西区も城団地も過年度においてできているのですが、居住者を見てみま

すと若者世帯も大分入っていらっしゃるということもありまして、与論島全体の住

民があまり減っていないという対策の１つの要因にもなっていますので、大変先般

の決算審査の中でも、建設課の所管に係るこの事業がかなり相当の中身が濃いとい

うことで、感心をして見ていたところですが、やはり今後こういった条例整備等と

あわせまして、建設業者等との話し合いもまた重ねて、早急な推進を今後図ってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いますが、これは所管は建
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設課になりますか。では、建設課長にお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） ありがとうございます。建設課としてもですね、今年度で

ストック総合改善事業も終了します。それで来年度から、いろいろな可能性を秘め

た赤佐のところの方にもちょっと基金を積み立てたりして、また建設予定です。そ

ういう建設課もちょっと内容が濃い課なのですが、職員一同頑張ってまた住宅を増

やしたり、また民間の方に建てていただくような働き掛け、その辺も行ってまいり

たいと思います。ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） そこで、今やはり業界等、国内でも大きな問題があるのは、

物価の高騰、資材の高騰の大きな問題があります。それで先般、県の体育館も入札

が不調に終わったという大きなショッキングな件がありましたが、やはりその予想

以上にこの建設資材の高騰、あるいは労働賃金の高騰が高止まりしているというこ

と、そして円安の進行、また労働者の不足ですね。こういったものがやはり私ども

離島における建築の環境をさらに悪化させているというところもございますので、

そこら辺も十分に建設業界と話し合いをされて、やはり今後この実態に合うような

こと、また県の建築課との対策等もまた話し合いをする必要があるかと思います

し、建設単価の問題もあるかもしれませんが、そこら辺のことも業界と話し合いを

していただくようなことも必要かと思いますので、よろしくお願いしておきたいと

思います。 

最後になりますが、時間も近いですけど、ふるさと納税について触れてみたいな

と思います。今回の議会でこの地域再生計画のことが出ました。企業版のふるさと

納税は、もう発足してからかなりの年数が経っているのですが、やはり個人版のふ

るさと納税とあわせて、この企業版のふるさと納税を進めていくということが、私

どものこの財政力が脆弱な町村においては、この一般財源というのがいかに大事か

ということですので、今後もこの制度を十二分に活用して拡充を図っていく努力が

必要です。どうしても国が１００％の事業というのはなかなかございませんで、事

業をしようとしても、やはり農政もそうですが大体５０％がいいところで、住宅整

備もですね。起債のほかにそういった裏負担がかなりかかるわけですので、そう

いった一般財源がないと、この事業はもうやろうにもできないということですの

で、福祉の問題、先ほどの子育ての問題含めて、やはりこれから進めなくてはなら

ない給食センター、教育委員会の所管に関する施設整備も、どうしても起債とあわ

せて一般財源がないと事業はできないわけですので、そういうことで、この努力を

町民の税収を上げるというのはなかなか厳しいわけですから、そういったことを努
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力していく必要があると思いますので、私どもも何かできることがあれば、そうい

うことも一緒にさせていただきたいなというふうに思います。町長もこれは営業マ

ンもかねていらっしゃるわけですから、ひとつ東京も鹿児島もですが、このお願い

を今回の再生計画が認められた後の企業回りもまた非常に有効かと思いますので、

町長どうですか。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 髙田議員、ありがとうございます。 

今、担当が進めている地域再生計画が１１月には承認されると思っています。そ

れを機に、１１月２２日が国会議員の地方要望がありますので、それにあわせて東

京を中心に東京与論会を通じて、いろいろな方が大成功しておられて、そこに企業

版ふるさと納税などの説明をしながら、町のために支援していただけるような話を

していくということで今計画をしています。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） それからまたふるさと納税の返礼品として、これが伸びてい

くことによって、また返礼品の生産意欲も非常に高まってくるのではないかなと、

島内の６次産業も、また６次産品もですね、新たな開発拡大もまた期待できるので

はないかと思いますが、麓商工観光課長、いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 麓商工観光課長。 

○商工観光課長（麓 誘市郎君） お答えいたします。 

おっしゃるとおり、ふるさと納税におきましては、やはり魅力的な返礼品という

のが、額を伸ばす１つの大きな鍵となっているのかなと思っています。商工観光課

としましても、２年前からふるさと納税の方から一部お金をいただきまして、特産

品の魅力化とか開発の方の支援も実施しておりまして、これも継続しまして、より

魅力的な特産品、返礼品の造成をしてまいりたいと思っています。それから、もう

一つ返礼品としましては、物の返礼というだけではなかなか伸ばしづらいというと

ころがありますので、今年度魅力的な体験というか、与論でないとできないような

体験の方も少し高額な寄附の返礼品としては、非常に有効なのではないかなと思っ

ておりまして、これもちょっと今掘り出しをしまして、モニター等もしながら返礼

品の１つとして加えていければなというふうに考えているところです。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） ひとつその物だけではなくて、そういった今おっしゃられた

レジャー関係とか、倫理上も含めてですね、そういったツーリズムに関する返礼品

もまた大変有効かと思いますので、この与論島で癒しができるという体験も必要か

と思いますので、そういったものも商品の造成をしていただいて、知恵を出してア
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イデアを出して、総務企画課とまた連携して、なるべくわくわくしてふるさと納税

ができるような体制を、ネット上で広告をかねてひとつ出していただきたいなと思

いますので、よろしくお願いします。ちなみに鹿児島県の近く、県境ではあります

が、宮崎県の都城市で、最近非常にそういう子育て真っ最中の方々の移住・定住が

増えてきているというふうに聞いていますが、ちなみに令和５年度にふるさと納税

をいくら集めたかというと、１９３億円集めているのですよね。それから、志布志

市が６８億円、南さつま市が６３億円、しばらく大崎町がナンバーワンだったので

すが、私ども議会も大崎町にお伺いしたことがあるのですが、大崎町はウナギとか

黒毛和牛とかが主な返礼品だったのですが、こちらも４５億円という額を打ち出し

ているのです。そういうことで、ここらの先進地も私どもは小さい島ではあります

が、やはり行って勉強するということが非常に大事ではないかなと思いますので、

私は出張旅費の増額が悪しきという認識ではなくて、こういうのはやはり有効に活

用することによって、また大きな成果、結果をもたらすかと思いますので、総務企

画課長や副町長はこういった点も自ら積極的に先進地研修に行かれて、このふるさ

と納税の対策、目標というのをしっかりとしたものにしていただいて、やはりこれ

を強力に推進していただきたいと思いますが、お二人のちょっと考えをひとつ、覚

悟をお聞きしたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） 山下副町長。 

○副町長（山下哲博君） 私の方から、それではお答えしたいと思います。 

確かにおっしゃるとおりで、やはり地元の商品は売るためには、人間を売るとい

うか、つなぐことだと思います。しっかりとまた研修も含めて、近くには徳之島の

方が今ふるさと納税は非常に高いですが、徳之島に負けないぐらいの気持ちで研修

も頑張り、訪問もしていきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） このふるさと納税というのは、やはり与論町を応援し

たいという方々が寄附としてふるさと納税をするわけですので、まずベースとなる

のは、やはり与論町が魅力ある島であるということがあって、その上で返礼品が

揃っているということになってくると思いますので、そういったところで、与論町

がどういったまちづくりをしたいのかといったところをまた打ち出して、それに賛

同していただける、応援していただける方が与論町に、返礼品の品物とか数とかそ

ういったものは不十分かもしれませんが、与論町を応援したいという方を獲得する

ことが、一番大事なことかなというふうに考えています。そのやり取りの中で、申

し込んだのだけどなかなか返礼品がまだ届かないといったことも多少あるわけです

ので、そういったところもまた注意しながら、ちゃんと精査しながら返礼品の選定
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もしてまいりたいと思っています。やはり魅力的な返礼品を揃えるということは非

常に大切なことですので、今後また旅行商品とか、物だけではなくてソフト的な返

礼品、そういったものもまた知恵を絞りながらしてまいりたいと思います。これは

非常に貴重な財源となるものですので、企業版ふるさと納税とあわせて、また今後

強化してまいりたいと思います。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 最後になりますが、その寄附をいただいた後は、やはりその

業者に委託しているところもありますが、きっちりと御礼をする、御礼状を出すと

いうことを忘れないで、心してまた頑張っていただきたいなと思います。時間にな

りました。これで一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄議員） ７番、髙田豊繁議員の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前９時５５分 

再開 午前９時５６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

次は、１番、池田理恵議員に発言を許します。 

１番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ９月の定例会におきまして、初めての一般質問をさせていた

だく前に、誠に僭越ではございますが、思いの丈を述べさせていただきます。 

私の所属する参政党は、国民が政治に参加する党と書いて参政党です。２０２２

年に国政政党となり、現在国会議員１人、国政改革委員約８０人、地方議員１３７

人、党員数約７万人、全国に２８２支部設置されています。国益を守り、日本の精

神・文化・伝統を活かした調和社会のモデルをつくり、日本の自立と繁栄を目指し

ています。派閥を生むためでもなく主義主張を一方的に伝えたいのではありませ

ん。国民一人一人が足元からできることに意識を向け、さまざまな学びと実践を通

し、主体となって社会をつくっていき、日本という国を次世代につないでいくこと

を目的としたプラットフォームです。ここでの学びを活かしつつ、町民の皆様の思

いに寄り添い、耳を傾け、共に行動し、与論島の精神・文化・伝統を活かした調和

社会のモデルとより一層の発展を目指し、初心を忘れず、労を惜しまず、愚直に任

期を全うする決意です。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、先に通告いたしました一般質問をさせていただきます。 

１ 持続可能な観光地づくりについて 
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(1) 先日、与論町、ヨロン島観光協会、日本航空、日本エアコミューターの

４者が、持続的な観光推進に向け契約を果たし、ＧＳＴＣに基づいた観光

地づくりを目指していく方針が明らかになったが、有効期限である２０２

７年までにどのような観光地づくりを推進していくのか考えを伺いたい。 

(2) 環境や社会の持続可能性に配慮した「エシカル」という考え方で、文

化・自然・特産品などを活用した地域ブランドとしての持続可能な観光地

経営に取り組む考えはないか伺いたい。 

２ 島の将来を担う子どもたちについて 

(1) ゆんぬ学海洋教育では探究学習を通し、未来社会を主体的かつ協働的に

切り拓くために必要な資質・能力「島だちの力」を身につけていくための

学びを推進していますが、この目的を達成するための指導者側への育成は

どのように行われているか伺いたい。 

(2) 学習者が自主的に学ぶ教育環境づくりの一つとして、現在の宿題のあり

方はどのように活かされているのか現状を伺いたい。 

３ 子育て支援について 

(1) 子育て世代を含む各家庭に対し、生活用品（食料、衣類、学習用品等）

をはじめとする直接的な物資支援制度の導入又は、既存制度拡充について

考えを伺いたい。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、池田理恵議員の質問１、要旨１についてお答えいたしま

す。 

本町は、２０２１年度より、岩手県釜石市などの全国８市町と連携し、持続可能

な観光の国際基準を活用した観光地域づくりに先駆的に取り組み、世界の持続可能

な観光ＴＯＰ１００選に２度選出されるなどの成果を残しました。 

他方、日本航空は、国際基準に基づく持続可能な観光に関する地域支援を行う方

針を本年２月に発表し、その第１号として去る９月４日、本町との覚書の調印を

行ったところです。 

この覚書に基づき、２０２７年までに取り組む具体的な事項といたしましては、

日本初となる持続可能な観光の第三者地域認証の取得を基軸として、宿泊施設の第

三者認証の取得支援やサステナブルガイドラインの実践支援による観光事業者への

持続可能な取り組みの普及、地域貢献や学びのある旅行商品の造成販売により、島

の環境や文化、島民の暮らしに配慮・貢献できる「責任ある旅行者」の誘客、持続

可能な観光の推進のために必要となる法定外目的税等の新しい安定財源の確保につ
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いて、ＪＡＬグループや観光協会と連携して進めてまいります。 

質問事項１の要旨２についてお答えいたします。 

本町が活用している持続可能な観光の国際基準においては、社会・経済、文化、

環境について、適切なバランスを取りながら観光開発を行うことが求められてお

り、人や社会、環境に配慮した倫理的な消費を心がける「エシカル」という考え方

との共通点は多いと考えます。現在、本町ではこの国際基準に基づいた持続可能な

観光地経営を目指し、取り組みを進めています。 

一例として、先人から引き継がれてきた島の自然環境や文化などの価値を再認識

し、必要に応じて観光にも活用することで新たな経済価値を創出するとともに、そ

れらの保全・継承につなげることを目指し、観光プログラムの造成とルールづくり

に取り組んでいます。 

また、地元産品を活用した特産品開発や観光事業者における地産地消の推進、環

境や文化などに配慮した特産品やプログラムの積極活用などにも取り組んでいま

す。 

このような取り組みや考え方を盛り込んだ飲食店や宿泊施設向けのサステナブル

ガイドラインを昨年度に策定しており、本年度はＪＡＬグループとも連携し、地域

への普及とブランディングを行いつつ、持続可能な観光地づくりの考え方に理解を

示す「責任ある旅行者」の誘客にも取り組んでまいります。 

質問事項３の要旨１についてお答えいたします。 

未就学児の物資支援については、きめ細かな支援が困難であるため、こども園等

において国の助成制度などを活用した保育サービスを充実させていくことで、より

良い子育て支援が提供できるよう取り組んでまいります。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 池田理恵議員の質問事項２の要旨１についてお答えいたしま

す。 

ゆんぬ学海洋教育を推進するためには、まずは赴任した教員が与論島の魅力を感

じ、子供たちと共有することが大切です。今年度は４月に高校の教員を対象にした

マリン体験と、夏休み期間中に海を楽しむための講話等とＳＵＰやシュノーケルの

体験活動、三線教室を計画いたしました。夏は天候に恵まれず、ＳＵＰやシュノー

ケル体験は中止となりましたが、三線教室には１９人の教員が参加しています。 

また、小・中・高校の海洋教育担当者が年３回程度集まり、海洋教育部会におい

て海洋教育のあり方・進め方を確認したり、進める上での課題の共有・解決策など

を話し合ったりする場を設けています。この部会で話し合われた内容は、各学校に

持ち帰り職員で共有しています。 
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このほか、全職員を対象に講演会等を開催しており、６月の海洋教育魅力化シン

ポジウムや１１月にある海洋教育部会後の講演会では、希望する教員が参加し、海

洋教育の意義や進め方等について学ぶ機会となっています。 

このような研修を通して、指導者の育成を図り海洋教育「ゆんぬ学」の充実を

図っています。 

次に、質問事項２の要旨２についてお答えいたします。 

宿題を含めた家庭での学習の進め方としては、それぞれの学校において家庭学習

の手引きを作成・配布し、児童生徒や保護者に学び方を知らせています。 

宿題については、家庭での学習習慣の定着を意識し、漢字やドリル、プリントを

学年に応じた量として、また、授業の進捗にあわせて適宜課題として出していま

す。小学校では、中学年から自主学習として１ページ、自分で課題を決めて取り組

むようにしており、内容は復習・予習やテストのやり直し等で、どのようなものを

すればいいか担任が助言したり、友だちのノートを紹介したりして、よりよい自主

学習ができるようにしています。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。私よりの質問事項１、要旨１の方か

ら再度質問をさせていただきたいと思います。 

ただいまＧＳＴＣを具体的に取り組むと発言をいただきました。この具体的に取

り組むことによって、未来にある与論島の姿というものをお聞かせいただけますで

しょうか。町長お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 池田理恵議員の今のＧＳＴＣにおける未来の与論の観光、そう

ですね、町長が未来の観光を１人で語るというところもいかがなものかと思います

が、私は観光協会長を１０年やっていました。そのときは、やはり観光というのは

だんだん変わっていくのですよね。今までは修学旅行に見るような団体みたいな、

１つのバス、ワンバスというそれを埋めて、それを次々旅行会社が、エージェント

が送るような観光が２０年前ぐらいまでは主流としていた。それが、だんだんメガ

ネの絵柄に象徴されるような、自分で個人で癒しを求めている旅をするような観光

がだんだん多様性をと。これから先、どういう観光、ここに書いてある持続可能な

観光地ＴＯＰ１００選に２度選ばれた、これからやはり国際基準といったものを求

められてくると。何十万人という観光を呼び込むというそういう島ではなくて、い

ろいろなところから与論島を知ってもらって、与論島に来ていただく。そして、

さっき次の質問にもありました「エシカル」みたいな、与論に来ても与論に負荷を

与えるそういうお客様ではなくて、観光客ではなくて、与論のために何か負荷を与
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えない観光、ただ単に与論に来て、いろいろなものを消費してごみとして出してい

くというそういうお客様ではなくて、島の人たちとも交流をしながらこうやって触

れ合って、そういうお客様が増えていくような、そういうところを目指すような感

じではないかなと私自身は思っています。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） 町長ありがとうございました。過去から今、そして未来に向

かって、このように観光の姿というのは変わっていく、そしてこれから目指すもの

というものが持続可能なために、みんなで観光客の方もこの島のために何かできる

ことということで、目指しておられるというふうに理解いたしました。だからこ

そ、また島のおもてなしの心で精一杯お客様を迎えて、より一層島がより良い島と

して輝いていけるように、皆さんとともに努力していけたらいいかなと感じていま

す。是非そのように進めていただきたいのですが、以前、プリシアリゾートヨロン

さん、和歌山大学観光学部とも協定を結び、持続可能な観光地づくりを目指されて

おりましたが、現在はどのような状況かお伺いいたします。町長お願いいたしま

す。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 多分、第三者地域認証ですかね、宿泊施設の。詳細については

多分私の方ではなくて、商工観光課の方でしか把握していないと思います。いろい

ろな内容そのものが僕自身が全部知っているわけではなくて、それを取るためには

いろいろな項目があってですね、そこを取得して、そこがひとつ行政ではなかなか

宿ごとに、そこのそういうことの指導というのはなかなかできないと思うんですよ

ね、そのガイドラインがないと。そこは、制度をもってその認証を取得することに

よって、観光の宿の質が上がったりすることを目的としています。その内容につい

て、もしあれであれば、担当の商工観光課の方から説明させていただきたいと思い

ます。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） では、今の町長の答弁のとおり、担当課の方にお願いしてよ

ろしいでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 麓商工観光課長。 

○商工観光課長（麓 誘市郎君） ありがとうございます。 

今御質問のありました、以前の４者協定につきましてですが、こちらにつきまし

ては、与論町と観光協会それから和歌山大学観光学部とプリシアリゾートさんの方

で、持続可能な観光の推進に関しまして、４者協定を締結しています。令和４年度

ではなかったかなとちょっと認識をしていますが、これにつきましては、そういっ
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たＧＳＴＣに基づきます取り組みを、事業者さんの方でもやっていただきたいとい

うのがありまして、そのときにプリシアさんの方も、先ほど町長からもありました

第三者認証の方をホテルとして取得をしていきたいというような意向を示されてお

りましたので、それでは、私どももそういったノウハウがなかったので、テスト

ケースといいますかモデルケースということで、プリシアさんの方でできることを

実践していただくということで取り組んできているというところです。研修会です

とか、ホテルの中のいろいろな認証に基づくチェックとかを実施をしたということ

でありましたが、昨年度はあまり活動ができなくて、今年度また改めて今ＪＡＬさ

んも加わって、第三者認証取得を目指して具体的に取り組もうということで打ち合

わせ等をさせていただいているというところです。和歌山大学さんとも一緒に取り

組んだ中の１つの大きな成果としましては、星空観察の中での光害の軽減というこ

とで、以前すごく明るかったのですが、リニューアルにあわせまして和歌山大学の

指導も受けまして、今、ほとんど光害に対応した屋外照明に替えていただいている

というところです。また、具体的な取り組みとしまして今動いているのは、地産地

消の取り組みということで、島内産の農水産物をちょっと活用したいということ

で、産業課の方とも連携をしまして、今農家さんと調理の方とかと実際現場に行っ

て交流をしたり、どういったものができるのかということを具体的に動いていると

いうところです。あと、今ＪＡＬさんとも直近また動くのですが、第三者認証につ

きましては具体的なまた打ち合わせをして、認証に向けた支援を行っていくという

ことで考えているところです。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございました。先ほどもおっしゃったとおり、Ｇ

ＳＴＣとは国際基準です。今回は有効期限というものが示されておりましたが、や

はりここがたとえ過ぎたとしても、思いが継がれ、できることは継続していけるよ

うな工夫、働き掛けが持続可能な観光地づくりとして必要に思います。途中、担当

が変わるなどして守られないということがないよう、周知徹底をそれぞれの業者様

とも交わしていただけたらなと思うのですが、町長いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、池田理恵議員のおっしゃった質問ですが、担当者が変わっ

たからといって、想定２０２７年まで取り組むというのはその期間であって、それ

以降も、それが終わったからといって、そういった観光行政の施策が終わりではな

くて、それをまた未来に向けて引き継いでいく。それは間違いなく進めてまいりた

いと思います。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 
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○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。このような国際基準を達成した地域

として、認定いただけることは誠に名誉であると思います。これに向けて努力され

た皆様方に深く感謝を申し上げ、次に移りたいと思います。 

質問事項１、要旨２ですね。環境や社会の持続可能性に配慮した「エシカル」と

いう考え方で、文化・自然・特産品などを活用した地域ブランドとして、持続可能

な観光地経営に取り組む考えについて再度質問いたします。与論町の特産品を開

発、流通するに当たり、現在の成果や課題などがございましたらお聞かせくださ

い。産業課長お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答え申し上げます。 

特産品の開発流通に関する課題ということですが、非常になかなか長年何かしら

できないかということで、いろいろ取り組んでいるところですが、目に見えた成果

ができていないというのが実際のところです。その地域の特性の中でどうしても第

一次産業のところで出荷ということでいるのですが、先ほど髙田議員からもありま

したようなその出荷、生産、販売までできる６次産業化というのも進めていかなけ

ればいけないというところは、常々ですが、なかなか現状としてはきちんと目に見

える成果というのはできていないところです。何かしらでも、与論の場合ほかの地

域とまた違って、観光というすばらしい材料がありますので、そちらの観光に向け

たお土産の開発という面では、すごくフィールドとしてはいい場所がありますの

で、そこに向けた商品開発ができるように今後も努力をしてまいりたいと思ってい

ます。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。需要と供給のバランス、市場相場、

物価高騰などから、商品そのものの単価を上げたり、面積と収量にも限りがござい

ますので、大量生産していくことも難しい状況下にあります。そこで、与論町の魅

力を最大限に活かしていくためには掛け合わせていく、島全体で付加価値を高め、

観光地経営として成り立たせていくことが必要なのではないかと考えています。近

年、「エシカル」消費は、地域、社会、環境、人などに対して配慮された商品を選

ぶ消費行動として、消費者庁が推進する政策です。具体的には障害のある方の支援

につながる商品やフェアトレード商品、エコ商品、リサイクル製品、被災地産品等

の購入や地産地消、食品ロス軽減、そして貧困や飢餓、雇用、地域活性化、気候変

動、資源など、さまざまな社会的問題や環境的問題の解決につながる消費行動で

す。すでにある与論島の特産品やサービス、さまざまな産業、教育といった多岐に

わたる分野において、この「エシカル」という理念をベースに取り入れることで、
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みんなで良くしていきたいという明確な方向を示すことができると考えています。

観光地経営という島全体を巻き込む取り組みとして、ＧＳＴＣの推進、ふるさと納

税や体験型メニューの拡充、サービスの向上につながるなど、島の良さを引き出せ

る方法の１つとして申し上げた次第です。地元産品を活用した特産品開発など、さ

まざまなプログラムに積極的に取り組んでおられるということで、是非「エシカ

ル」という目線からこれからの島の発展を願いたいと思っています。 

こちらの質問の最後になるのですが、事例をちょっとお伝えしたいと思います。

２０２２年熊本県の南阿蘇村と慶応義塾大学、熊本県畜産農業協同組合によりま

す、阿蘇の草原を活かす「エシカルな畜産業」、エシカル消費に対応した「くまも

とあか牛」の生産と草原環境維持を目的とした取り組みが始められました。相互連

携協定における連携項目といたしまして、５つございます。草原や地下水等の環境

保全による持続可能な地場産業の振興と創出に向けた連携、中山間地域を中心とし

た産業のブランド化と６次化支援のための連携、地域共創を目指した体制構築及び

運営支援のための連携、文化・教育・学術の振興、発展のための連携、人材育成の

ための連携が目的とされています。このほか、コウノトリを活かす地域づくり、兵

庫県豊岡市の取り組みといたしましては、野生復帰のための環境整備といたしまし

て、「コウノトリ育む農法」で米の栽培に成功いたしました。自然再生事業によ

り、野生復帰にも成功いたしました。コウノトリに関する活動は、学校での次世代

育成、環境と経済の好循環事業、他地域と連携する活動へと広がりを見せ、豊岡の

アイデンティティとなり、地域づくりのシンボルになっていきました。与論島には

ミミズクやタカ、ワシといった猛禽類がやってきます。これは生態系のトップに属

する生き物です。与論でよく見られるということは、この土地の生態系とそれを支

える自然が豊かであることを意味しています。生息地を守ることは、持続可能な自

然環境保全にもつながります。これまでの「競争社会」から、共に創造する「共創

社会」へ意識を向けることによって、働くという本来の意味である傍、周囲を楽に

するということは人のために、社会のために働くことです。みんなに喜ばれたり、

必要とされたりして、自分も満たされ大事にできるという循環が生まれてまいりま

す。結果、一人一人が主役となり、生きがいとなる島づくりになる可能性をお伝え

して、次の質問へ移らせていただきたいのですが、町長、この「エシカル」の話に

ついて最後に思いをお聞かせください。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今の池田理恵議員の発言に大変感動しました。やはりこれから

は、その環境に配慮した、そういう環境でないといろいろな意味で世界から取り残

されたり、そういう島自体がまだまだ大量消費とか使い捨てとか、そういうあれで
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はなくて、もうリサイクルをしたり、ごみの削減化に努力したり、またその観光客

が来てもごみが増えるとかではなくて、その観光客も与論の島民と何ら変わらなく

それに協力していただく。基本的には環境に配慮した倫理的な消費を心がけるとい

うのが「エシカル」という考え方だという、そこにあわせていますので、本町とし

てもそういう観光客の呼び掛けだったり、また島のボランティア活動で、朝の清掃

活動をしている海謝美の活動も、観光客がそこに賛同して一緒になって、島に来た

観光客であるが、また島の環境を良くしていこうという考え方。それはもう島民と

観光客が一体となった、そういう考え方で進めていければと思っていますので、そ

こはもう重要として進めてまいりたいと思います。今後とも御指導よろしくお願い

します。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございました。共に島のためにつくっていけるこ

とをとても嬉しく思います。 

それでは、質問事項２に移らせていただきます。島だちの力を身につけていくた

めの指導者側への育成について再度質問をいたします。探究学習において、自ら問

いを立て、それに対して答えていく探究心を育むために、どのような環境配慮が必

要とお考えでしょうか。教育長、お願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。 

これまで自分たちが学んできた時代とちょっと違って、自ら考えて開発していく

という時代になっていて、そのためにはそれを教える指導者、そしてまたその材料

等が必要になってくると思いますが、環境という点では、特に教員は転勤して、新

たに与論を知らない中で与論の魅力化を子供たちに教えたり、そこを探究させると

いう意味では、材料を持ち合わせていないということがありますので、そういった

意味では、まず来た職員に与論を知ってもらう、与論を好きになってもらうという

点で、では自分たちでどうぞ与論を発見してくださいというだけでは、なかなかい

かないと思うので、こちらである程度材料を用意して、また研修会等を用意して、

特にまた新しい先生方には、必要最低限の与論の良さを私たちの方からプレゼンを

していく。指導者が持っている与論の良さというのが、最低基盤になるのかなと思

います。あとはその指導者の確保、数ですね。今小・中・高を含めて５校でこのよ

うな海洋教育を進めていますので、それぞれの事業にまた与論を含めた外部の指導

者がいけるような、他人だけではなかなかできない部分がありますので、そういっ

た人材の確保も必要でしょうし、また、ゆんぬ学を学んでいくためには、漁協であ

るとかいろいろなところにも協力をいただいていますので、そういったところの学
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ぶ場所の確保とか、そういった意味では場所、そして人材の確保というのは必要な

ことかなと思っています。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。この海洋教育におきましては、非常

に先進的な学びの場として、子供たちに提供をしているということをすごく私も感

じています。それに対して、やはりちゃんと指導者側にも与論の魅力を最大限にお

伝えするという場がちゃんと設けられているということで、本当にこれは続けてい

ただきたいと思います。そこで、学習者が主体的に学ぶには、疑問や興味・関心を

持ち、挑戦し続けるということが必要になってまいります。予測困難な社会の変化

に主体的に関わり、感性を豊かに働かせながら、どのような未来をつくり、社会や

人生をより良いものにしていくのか目的を考え、自ら可能性を発揮し、より良い社

会と幸せな人生の担い手となるつくり手となる力を身につけることが重要視されて

います。この探究心を育む学びの場として、海洋教育はやはり大変重要な役割を果

たしていると感じています。しかし、授業という限られた中で、学習者中心の満足

いく探究学習を進めていくためには、指導者側の力がどうしても必要となってまい

ります。学習者が持つ興味・関心に対し、可能性を多く感じ、引き出していくため

には、適切な声かけや関わりが必要です。しかしその声かけには正解もゴールもな

く、どれだけお互いに気付きを得ることができるのか、やり方を教えるというより

もやり方を考えさせるというところにあるかと思います。そういった観点から、指

導者側も探究し続けられる環境をつくるためにも、ワークショップや情報交換の時

間を十分に設け、共に効果的に育まれる学びの場として、気付きの場として成長し

ていけるような環境配慮もあわせてお願いしたいと思うのですが、今、お聞きした

とおり、十分取り組まれているとは思うのですが、今後の研修内容などもかねて

ちょっとお聞かせいただけるとありがたく思います。教育長、お願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。マンネリ化した研修だけでは、新し

い先生なんかは新鮮でいいのかもしれませんが、２年目以降の先生方にとっては、

アップデートしていく必要があると思いますので、本年度も新たに１１月に海洋教

育部会というのがあるのですが、その後に今年から、初めてですが外部から講師を

招いて、その先生方の今課題であるようなものに関して講演をしていただく予定に

しています。また、町で雇っています地域おこし協力隊であるとかですね、そう

いった方々には先進地の視察等もしていただいて、それをまたこの部会等で還元で

きるようにしているところです。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 
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○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。育みたい能力・資質である３つの柱、

知識及び技能の基礎、思考力・判断力・表現力の基礎、学びに向かう人間性などが、

生涯にわたる生きる力の基礎を担うことが目指せるより良い探究学習になることに

願いを込めて、次の質問に移らせていただきます。ありがとうございます。 

質問事項２、要旨２です。学習者が自主的に学ぶ教育環境づくりの１つとして、

現在の宿題のあり方はどのように活かされているのかについて再質問いたします。

本来、各学校や担任の先生方に任されている宿題ですが、長年、子供たちや各家庭

との関わりの中で、やらされていると感じている宿題のあり方に学習能力の向上に

つながっているのか疑問に思うところです。今の宿題のあり方についてどうお考え

でしょうか。教育長お願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） この宿題の議論は、こういう議場の場でというのはなかなか

めずらしいのかなとは思うのですが、これは、長年宿題の議論はずっとしてきて、

そして解決法というのが多分ないのではないかなと思うぐらいですね、大変難しい

と思います。というのは、例えば、同じ担任が皆さんに宿題プリント３枚渡します

といったときに、その３枚を少ないと取るか、多いと取るかという家庭もあれば、

それから何で宿題がこんな忙しいときにあるのという、宿題そのものを否定すると

ころだったりあります。ですので、１０人いれば１０通りの受け取り方があるので

すね。というのは、家族の構成のパターン、例えばじいちゃん、ばあちゃんもい

る、そして２人とも共働きであるとか、食事の時間が何時頃であるとか、兄弟がい

るかいないか、少年何とかといったようなのに行っているかいないか、そういった

のでももう全然違いますし、そしてまたその子にとって学習能力、普段の平常の授

業での能力の差によっても違います、意欲によっても違います。ということは、与

論にいる子供たちみんな違うんですよね。そういったものに対応していくというこ

とは、非常に難しい。ですが、学校としてはある決まりを設けて、学年部である程

度の決まりを設けて、そしてあとは担任と子供と家庭と連携しながらやっていると

ころなのですが、実際は、では一人一人にその家庭学習を手取り足取り対応できて

いるのかというと、ちょっと厳しいのかなと思うので、今の議論の中では何か宿題

が悪者になって、宿題が悪いわけではなくて、私たちの宿題の中で基礎学力も持っ

てきましたので必要だと思いますが、ただ、今からは、宿題の内容もやり方も変え

ていかないといけないと思うんですね。例えば、今までであれば漢字１００字、ド

リル２ページといったような決められた課題があったかもしれない。それも大事で

す。それプラス、自分の考えで主体的にできるような思考力・判断力を養うよう

な、これについて自分で考えてやっておいでというような部分が必要だと思いま
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す。それに、今みんなが課題になっているのは、そこに何でこんなのをしないとい

けないのかと思っている親御さん、子供を含めて、そういったところが多いから苦

になっていると思うのですね。そうではなくて、家庭学習が必要であり、楽しいも

のだというところに転換していかないといけないと思います。そういった意味で

は、家庭でのお父さん、お母さん、家族も、どのようにして教えたらいいかという

のが多分わかっていないんだと思いますし、子供もどんなふうにして家庭学習をし

ていいかわかっていないところが、問題なのではないかなと思っています。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。よく家庭の事情も御存じで、すごく

ありがたく思う限りです。文部科学省によれば、宿題や通知表は法律や学習指導要

領には定められていないため、宿題を出すかどうかというのは学校の判断に委ねら

れています。しかしながら、反復学習の必要な漢字や暗記といったものに対しては、

授業の時間では足りず、宿題として出さざるを得ない状況も事実です。本来ならば、

学びとは成長や可能性の育みにつながる貴重な手段です。学びを通じてさまざまな

分野やスキルが身につくことで、将来への選択肢が広がります。ところが、宿題が

ない日があれば、学習者は喜ぶという現状をずっと見てまいりました。学びの本質

というものを見失っているように思いますが、やはりここに対してもいかがでしょ

うか。教育長お願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） まさしくもそのとおりだと思います。しなければならない宿

題になっていると思うのですが、それを、したい宿題というふうに変えていく必要

があると思います。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。おっしゃるとおりですね、今、現状

として共働きの多い家庭環境の中で、共に過ごせる時間というものは非常に限られ

ています。宿題をさせなければならない状況は、非常に負担となっておりまして、

今、本末転倒な状況になっているのではないかと思っている次第です。こちらにつ

いては、教育現場ではどういった状況でしょうか。教育長お願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） おっしゃるとおり、各学校にもいろいろ事情を聞きながら

やっていく中で、先ほど言いましたように、同じ課題でも多い、少ないという部分

があって、その対応に学校の方もいろいろ追われているという部分があります。そ

ういった意味では、今の家庭のその生活様式とかが多様化しているので、本当に

さっき言ったように、一人一人に合った部分というのをしないといけないと思いま
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すが、ただ、学校の方も働き方改革等で出した宿題はやはり見ないといけない。そ

れプラス日記があったりすると、正直な話、休み時間もずっと付けて、帰りの会に

間に合うまで先生たちは休めない状態なのですね。でも、今、叫ばれているのが、

そういった先生たちも、働き方改革のためにこの「けテぶれ」という宿題革命とい

うのがあって、これは子供たちが自立した学習者になるような開発なのですけど、

こういったのを提唱している先生がいます。「けテぶれ」というのは、自分で計画

を立てて、そしてそれをテストしてみて、テストしたものを自分で分析・答え合わ

せをして、その間違ったところを最後練習するという「けテぶれ」、そして量とか

内容とか何をやるかというのは、自分で決めるというような感じなのですが、そう

いったのを提唱しているところもあります。そういったのも含めて、また新しい教

師にとっても負担のない、保護者にとっても負担のないものを求めていく必要があ

るのかなと思います。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。「けテぶれ」、是非私も実践したいと

思う限りです。先ほどからおっしゃってくださった答弁には、学習者のやりたいと

いう気持ちを育む環境配慮の１つとして、考えられるものだと思っています。まさ

しく学びの本質であり、先に質問いたしました探究学習にもつながる部分です。世

に言う成功者と呼ばれる方々は、常に挑戦することを継続し、成功も失敗も経験と

して積み重ねられ、たどり着くと言われています。やりたいを引き出すためには、

宿題をあえてなくした学校もございます。宿題をなくすことで、自ら学びたくなる

意欲を引き出すというものです。学びたいプリントを自ら選んだり、学習内容を趣

味や興味まで広げたりして、どんなことに挑戦してきたのかを発表するなど、内容

は多岐にわたり非常にユニークなものです。例えば、魚の三枚おろしを動画に撮り、

重要なポイントなどみんなの前で解説をするということをした場合、そこには伝え

る言葉の表現力、包丁を入れる部分の黄金比、手から感じ取る感覚など、分割して

見ていくことで、たくさんの能力が必要であることが導き出されています。宿題と

いう「やらされている」と感じてしまう学びの環境から、「やりたい」を探究でき

る家庭学習に意識を向けていくことで、担任の先生も家庭も学習者も、負担の軽減

になると考えています。ここで、教育長として、家庭学習に関して考えている良い

施策はありますでしょうか。どうぞお聞かせください。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 先ほどのさばき方なんかの、そういったものも含めて、私は

親も勉強しなさいとは言うけれども、どう教えていいかわかっていない親は多分多

いと思いますし、そう言われている子供は、もっとわかっていないと思うのです
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ね。ですので、わかっていない者同士がやれ、やらないといけないのか、だからみ

んながイライラしたり、けんかしたりして、そこの間に入っている宿題が悪者に

なっているという状況なので、そこはなくしていきたい。ということは、さっき

あったように、魚の釣り方を教える部分というか、最初にそれさえをしっかり教え

ておけば、無人島で生き延びていけるというその生き方を学ばせるためには、この

家庭での学習の仕方、テスト前の勉強の仕方とかいう、そのやり方を教える必要が

あると思うのですね。ただ、それを担任とか学校に任せると、家庭でのことです

し、またいろいろな対応をしないといけない先生方にとっては時間がないし、そこ

まではとなっていくので。であれば、もう自分でやるしかない。自分というのは、

教育長がね。自分で例えばもう全戸に案内をして、そういったので家庭学習で

ちょっと悩んでいるお子さん、親御さんがいたら来て、午前８時から夜９時ぐらい

までの間で、土日も含めてですね、自分の空いている時間は１、２時間、その親御

さんと一緒になってその学習の仕方をプランニングしていく。さっき言ったのは、

みんな違うんですよ、みんな違うので一人一人でないと、多分定着できないのでは

ないかなと思います。そういった部分では、自分が今までずっと教育に携わってい

ろいろなところを見てきて、いろいろな家族を見て、いろいろな子供たちを見て、

その進路等も全部追跡した中で、このような方法が一番良いだろうという部分は一

番持っていると思っていますので、そういったものを出し惜しみせずに、みんなに

還元できたらなと思っています。まだ教育委員会にも言っていないのですが、１１

月に教育委員会だよりというのを出すので、その中で、自分の部分のを設けて、何

か町民にそういった悩み等があるのだったら連絡ください、いつでも対応しますよ

というようなことをしていきたいなと、ちょっと今決意をしたところです。僕が頑

張ります。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。すばらしい発案、私も早速息子と訪

れたい限りです。どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが、島の未来

を担う子供たちの健やかなる成長と、自ら学び、挑戦し続ける、こういった環境づ

くりをどう町としてやっていくかというところに着眼を向けて、足元であるこの宿

題というところ、家庭学習ですので、どうみんなで取り組んでいくかということで、

こちらの目線から御質問をさせていただきました。自ら学び、挑戦し続けることで、

人生を切り開き、生きる喜びが理知・利他・理世に対する貢献の循環を生むことで

更なる発展へつながることを願い、こちらの質問を終わらせていただきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

最後になります。質問事項３、子育て支援について。子育て世代を含む各家庭に



 

（86） 

対し、生活用品をはじめとする直接的な物資支援制度の導入又は既存制度拡充につ

いて、再度質問いたします。非常に困難な状況である中、こういった答弁を用意し

てくださり誠にありがとうございます。答弁では、保育サービスとなっています

が、ちょっと拡充した形でお尋ねしたいと思います。今回の質問の背景といたしま

して、子育てをするに当たり、成長は嬉しく感じるものですが、同時に買い替える

ものも多く必要になっています。特に制服や体操服、上履きなどサイズが変わるも

のに関しては、年に数回買い替えが必要なものです。現在、子育て支援金の交付を

通して、経済的軽減にはありがたく感じています。加えて児童手当の拡充に伴い、

所得制限の撤廃や支給対象の拡充もされました。しかし、子育て支援金の目的とい

たしましては、子供たちが将来町の発展を担う人材となるよう、健やかに成長し、

活気に満ちた町の創造に寄与することを目的としての支援金です。実際のところ、

用途は各家庭に任されており、効果としてはわかりにくい部分もございます。そこ

で直接的な物資支援を視野に入れ、制服や体操服、上履きなどといった学校の生活

に必要とされる物資を直接支援という形にすることで、用途も明確化され、負担の

軽減につながるのではと考えた限りです。また、所得制限の背景にも、御家庭に

よっては大変苦労されているところもございます。本来なら、子供とともに過ごす

時間を遅くまで働くことにより、子育てのために子育てができない現状もございま

す。このあたりも考慮いただいて検討いただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 山下町民生活課長。 

○町民生活課長（山下高明君） 御質問ありがとうございます。 

１つ御指摘がありました子育て支援金ですね、こちらは町民生活課の方から支給

させていただいているのですが、額につきましては、第一子、第二子、それ以降増

えるごとにまた額が違うというところが１点、そして出産時、そして小学校入学

時、そしてまた中学校入学時、そして中学校卒業時と、そこでまた支給する流れに

なっていますので、御指摘のように、小学校とか中学校、高校とか、そこに物資と

して支援するということは要望があると可能だと思いますので、特に、保護者から

直接そういった要望があるのであれば、町内から制服とか調達する場合は、町内の

業者とまた話をして、例えば差し引きますとか、そういったことは今後可能になっ

ていくかなと思います。できる、できないで言えば、できることだなと思っていま

す。ただ、児童手当とか、そういったことに関しましては、国の制度でございまし

て、こちらの方で勝手にそういったことをすることができない状況にあります。一

部、町の滞納がある場合とかに、本人から差し引いてくださいという申出がありま

したらできるのですが、基本的には、町でそういった支援金を出しているのが子育

て支援金ですので、そこに関しては、今後そういった対応というのは制度上可能だ
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と思っています。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員。 

○１番（池田理恵議員） ありがとうございます。やはり子供たちに対する直接的なと

ころで何ができるのかなというところで、すごく深い部分ですので、なかなか引き

出しが難しく、それぞれが思っていてもなかなか表に出せないような、ちょっとデ

リケートな部分のところもありまして、このような形でお伝えさせていただいたの

ですが、今とても可能性を感じましたので、また、より良い子育て支援の拡充に努

めていただければと思います。ありがとうございます。最後になりますが、直接的

な物資支援はいろいろなパターンがありまして、事例といたしまして、ちょっとま

たお伝えできたらなと思って、こちらを最後にして質問を終わりたいと思います。

大阪府の泉大津市では、東洋ライス株式会社と包括連携協定を結びまして、健康な

体づくりは健康な食生活を基本とした環境配慮もされ、栄養素も多く含む金芽米と

いう無洗米を、妊娠届の翌日から出産予定日までの間、毎月１０キロプレゼントす

るというプロジェクトがございます。また、先ほども申し上げたとおり、子育て支

援も多岐にわたりますので、また頂く側もちゃんと目的を理解して、一緒に子育て

をしていくという形をつくれたらいいのかなと思っています。みんなで島の宝であ

る子供たちの健やかなる成長と、将来の必要な資質や能力の力を付けていく、そう

いった環境を整えていくことができるよう、私自身も学びと実践に邁進してまいり

たいと思います。 

最後になりますが、このたびの一般質問に対し、御尽力いただいた皆様へ感謝を

述べ、私からの一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄議員） １番、池田理恵議員の一般質問を終わります。 

ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次は、３番、吉田勉議員に発言を許します。 

３番、吉田勉議員。 

○３番（吉田 勉議員） 町長はじめ、町行政関係者の皆様には、日々与論町発展のた

め御尽力をいただいていますことに、深く感謝を申し上げます。 

それでは、通告書に従って一般質問をさせていただきます。 

１ 防災体制の強化について 
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(1) 南海トラフで巨大地震が発生した場合、震源となりうる場所が広いため、

東側と西側で別々に地震が起き、それが時間差で連動して巨大地震を引き

起こす可能性が相対的に高まっているとの発表がありましたが、私たちの

島の周囲でも連動した巨大地震や巨大津波が発生する可能性は高いと想定

されます。島の中心から東西南北に活断層があり大きな地震が発生すると、

高台への避難道路が遮断される可能性も高いと想定されます。再度、防災

体制の見直しと、危機感を持って「命を守る行動ができる準備」を町民に

周知を図る必要があると感じますが、見解を伺います。 

(2) 自然災害やさまざまな有事が発した場合、最前線で活動される消防団の

組織強化と団員の待遇改善を図る必要があると感じますが、見解を伺いま

す。 

２ サンゴの白化現象について 

(1) 温暖化に伴う異常的な水温の上昇が続き、島の周囲全体にサンゴの白化

が進み、再生が厳しい状況にあるが、今の現状を映像に残し今後の研究資

料として保存したり、現状をＳＮＳ等で、島内外へ発信する必要があると

感じるが見解を伺います。 

３ 気象異常時における物流対策について 

(1) 荒天による船舶の抜港・条件付き運航の際の生活物資や生鮮食品などの

供給は、島民の生活に大きく影響する問題であるが、今後どのような対策

で取り組まれるか伺います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） ありがとうございます。吉田勉議員の質問にお答えします。 

質問事項１、要旨１についてお答えいたします。 

御指摘のとおり、巨大地震によって本町の東西南北に走っている断層が動き、高

台へ通じる道路が寸断され、その後間もなく巨大津波が押し寄せて来るというケー

スは、想定しておかなければならない重大な災害の１つだと考えています。被害を

最小限に抑えるために、日頃からどのような備えや訓練が必要かなど、関係機関は

もとより、町民一人一人が危機感を共有し、皆で考えていかなければならない問題

だと認識しています。 

また、台風と地震や津波が重なった場合などの対応についても、早急に検討しな

ければならないと考えています。 

巨大地震や津波はいつ来るかわかりません。町民一人一人が災害が起きた時に

「自分の命を守る行動」が取れるよう、日頃からの災害への備えを呼び掛けるとと
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もに、さまざまな災害を想定した防災体制の整備を図ってまいります。 

質問事項１、要旨２についてお答えいたします。 

消防団は地域防災の要であり、自然災害や有事の際に重要な役割を果たしていま

す。また、ほとんどの団員は、本業を持ちながら貴重な時間を割いて活動に従事し

ており、その献身には心から感謝しています。 

消防団の組織強化につきましては、現在、団員数が定数７２人に対し６３人で、

うち女性団員が６人となっており、定数に９人満たない状況です。若い世代や女性

の加入促進を図るため、訓練の状況などをウェブ等で積極的に配信する仕組みなど

を検討しているところです。また、消防力強化のための各種研修会への積極的な参

加も支援してまいります。 

消防団員の処遇改善につきましては、令和４年度に与論町消防団員の年額報酬の

一部について改定を行っていますが、今後とも年額報酬や出動報酬全般について、

類似団体も参考にしながら適切な報酬額を設定してまいります。 

質問事項２の要旨１についてお答えいたします。 

サンゴの白化のモニタリングにつきましては、ＮＰＯ法人海の再生ネットワーク

よろんと喜界島サンゴ礁科学研究所が共同で島内のサンゴ調査を行う予定となって

います。 

調査方法としましては、目視によるサンゴ被度と白化度の調査を予定していま

す。調査を実施する両団体と与論町は、令和６年３月に包括連携協定を締結してお

り、サンゴ礁の状況について最新の情報を共有し、今後、町内の関係機関とも連携

しながら、定期的なモニタリング調査を実施できればと考えます。 

情報の発信方法等につきましては現在未定ですが、今後調査で得られた写真や映

像を、貴重な資料として適切に保存してまいります。 

質問事項３の要旨１についてお答えいたします。 

与論町は外海離島の環境に置かれた地域であるほか、奄美群島内の他地域と比較

しても貨物船による輸送量が限定的であることから、町民の皆様の日々の生活を支

える物資のほぼ全てを定期フェリー輸送に依存する物流構造となっています。 

議員御指摘のとおり、台風の襲来や冬の季節風による荒天時には、与論港への入

港が困難となり抜港や条件付き運航が多く発生し、それに伴い、島内での生活物資

が欠乏する問題が近年顕在化してきています。 

本町といたしましては、船舶運航事業者の要望を受け、令和５年度に港内状況の

事前把握に寄与するライブカメラを供利地区に設置したほか、鹿児島県において風

向風速計の設置や損耗した防舷材の更新、茶花地区の岸壁かさ上げ等を実施してい

ただいています。これらの施設整備に加え、現在、商工会と連携し、輸送環境の強
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化や島内での備蓄環境の強化に向けた各種整備も検討を行っているところです。 

今後も、与論町内外の事業者や関係機関と連携し、本町の物流環境の改善及び効

果的な備蓄体制の整備に取り組んでまいります。 

○議長（沖野一雄議員） ３番、吉田勉議員。 

○３番（吉田 勉議員） すばらしい答弁をいただきまして、あともう質問することも

ありませんが、補足してちょっとだけ質問させていただきたいと思います。私の場

合は、質問というより、今の島の現状やいろいろな地層とかをもとにした島の現状

をちょっと、私は専門家ではありませんが、自分の今までのいろいろな勉強したも

のとかを中心にしながら、島の現状といいますか想定されることについて述べてい

きたいと思います。私たちは、過去に東北の大震災で大きな津波を経験するのをテ

レビの画面で見て、その津波の恐ろしさを体にしみ込ませるぐらい経験をしまし

た。そして今回の能登半島の地震では、地震の恐ろしさをまた同じような感じで痛

感して、皆さんまだ心の中に全部残っていることと思いますが、私たち与論も今、

その南海トラフの大きな地震が想定されるということで、気象庁、国交省、いろい

ろなところから発表がある中で、南海トラフがもし大きな地震や大津波を引き起こ

す現象が起きたときに、日本列島はほとんどが連携していますので、私たちの与論

にも大きな影響があると思います。まず一番初めに、津波は上の方で起きても必ず

連動して起きる可能性が十分あります。それと今、大陸とかからいろいろな開発と

かで、川を通していろいろな土とかが海洋に流れ込んでいて、それが何百年も堆積

をしています。過去に明和の大津波ということで、石垣島や宮古島あたりで１万人

以上の死者を出すぐらいの大津波もあったわけで、その原因としては、深い海溝の

ところに横に積み上がっていた土砂が、地震の影響でちょっと揺すぶっただけで落

ちてきて、大きな津波になったというふうに言われていますが、私たちの島もいろ

いろな大陸からの大陸棚に流れてきている、そういう大きな堆積物が落ちてきて、

大きな津波になる可能性も十分この連動した形で想定されます。それで、私は今、

ちょっと島の現状についてお話をしたいと思いますが、まず地震について説明した

いと思います。今、皆さんにお配りしているこの図面の中で、そのピャーヌパンタ

の一番下を中心に、東西南北に大きな活断層があります。この活断層の中で、皆さ

んよく見られていると思うのですが、ピャーヌパンタの下に採石場がありますが、

採石場の後ろにバックで今見えているのは、下のこの断面図の中で、この縦割りに

割れている断層がありますが、その線の一部の前の部分を採石で利用して、後ろの

断層の壁が見えている状態なのですね。そうすると、その壁がそのままイシニの方

までピャーヌパンタの中から走っているわけです。そういうことを考えますと、

ピャーヌパンタとかその辺が相当何か揺さぶりがあったり地震があると、ピャーヌ
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パンタ自体がなかなかその一番高台に避難するために危ない。そして一番南に行き

ますと、また昇龍橋あたりに行きますと、その塩川の岸壁のそば辺りに大きな塊の

岩場が続いています。地震が来たときにあれはこの浮いている石ですので、それが

下に１個転がってくるだけでもう通行できなくなります。そういうことを考えてい

くと、今役場にしても、皆さん図面を見られたらわかりますけど、何本も線が入っ

ている真ん中のところに役場があります。茶花から高台に行こうとして高校の前を

通ろうとすると、４つぐらいの断層の上を越えていかなければいけないわけです

ね。そうすると、そこは昔断層の上に乗っかっている石灰岩の合間をぬって、低い

ところから順番に整備していって道路ができたのだと思いますが、深いところに石

を落として、そういう感じですので、もし揺さぶりがあってひび割れができるよう

な状態になると、２０センチぐらい段差がつくともう車は通れなくなりますから、

役場に行くところも公民館の後ろで断層がありますし、いくつかあります。そう

いったことを考えていくと、地震で１０センチ、２０センチの段差ができる可能性

は大きくありますので、そうすると、もう避難ができなくなる。地震が起きるとい

うことは、近くで津波がすぐ発生するということですので、津波だけの場合は遠く

から来るときは時間がありますが、一瞬にして津波も来るわけで、これは本当に非

常にみんなが危機感を持っていかなければいけないというふうに思っています。

今、ピャーヌパンタの話をしましたが、それはその崩れやすい土の中に断層が入っ

ていて、それからそこのピャーヌパンタの下から飛行場に向かっては、また見えな

いところにその見られたらわかりますけど、入っていますね。それは揺さぶりをす

ると結局その飛行場に行く道路あたりがひび割れを起こして、その真ん中の道路に

来ることが難しくなったりするということです。だから、与論の場合は断層が見え

ているところの上には家も建っていないし、危険度は少ないのですが、下にいる人

たちは危険、昔は山ばかりでしたのであまり何もなかったのですが、今はそこの下

にもいろいろ家ができたりしていますので、何か地震があって揺さぶりがあったり

すると、本当にもう怖いなあと思います。断層の割れ目が見えるということは、そ

の間に何十階のビルがあって、それが動くのと一緒の現象になりますので、相当揺

れも大きくなるかと思います。ということで、今地震の話ですが、この図面の中で

もうちょっと説明をしていきたいと思いますが、茶花の町ですね。これは水色に

点々を打ってありますが、これはビーチロックの上に台風とかいろいろな波で寄せ

てきた砂が集まってできている地層になります。それで、完全な水色の場合は、

ピャーヌパンタに行くまでウプインジュから通していっていますけど、この線に

沿って、このウプインジュからこういう感じで下に水をいっぱい含んでいる地層な

のですね。そうすると、何が起こるかといいますと、銀座通りとかもその中に入っ
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ていまして、地震が起きたときに、下が水で上が砂ですので、震動が起きたときに

どうしてもその下の方に沈んでいくというか、下が抜けていく可能性が十分あるん

ですね。液状化が起こりやすいということで、非常に危険な状態ですし、津波が来

たときもやはり上から水が来て、引いていくときに下の砂を引いていきますので、

もう建物として非常に危険だということで、茶花の町は非常に危ないと。そういう

ことで、すぐにできることではないのですが、これは住民がいろいろな危機感を今

から共有していって、いつ起きるかわからない世界の中で、本当に自分たちが危な

いんだということを実感としてやっていかなければいけない。そういうことで、い

ろいろな地震が起きたとき、津波が起きたときの想定される範囲内で、やはり町は

シミュレーションみたいなのをつくって、そうでないと島の人たちは、ほとんどが

その実感として出てこないと思います。いろいろな施設というのは、皆さんおわか

りだと思いますが、被災をして初めて防潮堤ができたり、高台とつくったりという

のが、今の日本の現状です。与論でも台風の災害が起きて、初めてハキビナの方に

防潮堤ができましたが、そういう感覚なのですね。だから、今度は津波の話に持っ

ていきたいと思いますが、茶花の町が今漁港があって、昔の役場の跡地があって、

その中でどうしても津波が来たときは、そのまま漁港として本当に低いところです

から、そのまま上がって銀座通りを通して、そしてウプインジュのところからまた

流入したのが立長の奥深くまで進んでいって、両方から攻めてきて、どうしてもそ

の茶花の町というのは、本当に危険な状態、無防備な町なのですね。与論の場合

は、ピシバナがあるということでリーフがあるということで、台風時のときは１回

波をそこで消波しますので、そのおかげで島は守られてきています。ところが津波

に関しては、そこで波が増幅されますので、非常に危険だということ、余計波が高

くなる。今まで茶花の場合はリーフが遠すぎて、そこの中で来る波が町の中までそ

んなにまで大きな被害は与えなかったのです。漁港にしても船を泊めるだけの計画

ですので、ずっと台風の対策ですのでですね。消波ブロックを置く防波堤をつくっ

ていますが、これは、本当は直立防波堤であれば２倍ぐらいの高さにしなければい

けないのを、消波ブロックを置くことによって波を消しながら、高さを低くして景

観を考えるという設計になっています。大島もどこもですが、大きな波が来るとき

はどこかで気付くと思うのですが、供利の漁港みたいに高い大きなコンクリートの

壁ができたり、それが普通の防災的な考え方ですが、与論の場合はその景観上の問

題もあって、高い防波堤をつくっていない。そういうこともありまして、今茶花の

町を見ますと、本当に無防備状態です。津波になりますと、その防波堤とかが防波

堤の役割ではなくて導流堤の役割を持ってきて、今、漁港の南側のまっすぐの突

堤、防波堤ですが、それはそのまま導流堤になっていて、真ん中に入ってきたとき
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に茶花の町に強い波を余計に持っていって、送ってあげる形にしかなりません。で

も、これは何千年に１回しか起きないことも考えていくと、お金をかけて大きな防

潮堤をつくったりすることはできません。でも、今できることというのは、やはり

住民がそれぞれの考え方で、家族のあり方も全部違いますので、仕事中かもしれな

い、寝ているときかもしれない。そのときに、自分たちが自分たちの命を守る、そ

ういう仕組みといいますか考え方、いつでも出れるような、隣に行って人を起こし

ているような状態では、本当に自分たちの命を守るために誰も助けてくれません。

自分たちの家族も自分たちがそのまま避難するということしかありませんので、少

しでも早かったら連動した形が少なくて、地震もちょっとの時期だったらまだ逃げ

られますので、そういう感じでみんなにいろいろなのを通して、講習会だったり、

いろいろな専門家を呼んでやる。そしてシミュレーションをつくって本当に危機感

を、例えば１メートルの津波が来たときは、与論はどうなりますよというシミュ

レーションがあれば、人はみんな動くと思います。こういうことについて、町長い

かがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 吉田勉議員の今の説明に対して、大変驚きというか、危機感を

本当に改めてちゃんとしないといけないなというところで、今までですと、地震を

断層とかそういう想定ではなくて、今普通に地震が起こると、そしたら津波が来る

と、そしたら平地にいる例えば茶花地区とか立長地区の人は、私の今までの過程と

いうか、それでは翔龍橋を使って高台に逃げると、立長の方はですね、供利、その

周辺は。そしてまたムトウのところからピャーヌパンタを使って行くと。茶花地区

は与論高校の方の高台に行くと、また中央の方に向ってその道を選択して行く。で

も実際にこれぐらいの規模の断層が動いて、道路が２、３０センチの段差ができた

ときには、今見るとその道路が使えないというところの可能性が十分にあるわけで

すよね。そこは、こういう例えば普通の地震で断層が動かなくて、道もそのまま使

えるという状態であれば、今言ったように翔龍橋とかが使えればそういう移動の仕

方と。もしそこが寸断されて使えないというところの状況を踏まえた防災のあり方

というか、そういう協議会というか会を、また町民に何らかの形で告知するという

か、来年度もしできれば、防災監みたいな専門の職員を募集できればというところ

で、また、専門のところで、今御説明があったとおりにその状況があったときに、

それに対応し得るそのシミュレーションとか、そういったのはしておかなければな

とは改めて思いましたので、そのときにはまた御指導いただければと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ３番、吉田勉議員。 

○３番（吉田 勉議員） ありがとうございます。この津波・地震に対しては、どうし
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てもやはり町長がおっしゃるように、みんなでいろいろな会合で危機感を覚えた

り、いろいろな専門家を呼んで、どういう状態になるというのをやはり町民に周知

する必要がありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

要旨の２番について、ちょっとまたお願いをしたいと思いますが、現場で一番

真っ先になって活躍する消防団の皆様。この前の空港のそばの火災のときに、あん

な猛暑の中で消防活動をする。そのときに、熱中症にかかられた方もいらっしゃる

ということでお聞きをしていますが、本当に最前線に立って、その消防団の方々が

動かれるわけですね。そのときに、もし今想定されているそういう地震とか津波が

来たときに、その火事みたいな感じでどこどこに集合してくださいとかとか、そう

いうのができればいいのですが、津波とか地震が起きたときに、それぞれの場所か

らどのようにその消防団が対応するか。それについても、個人個人の知識を豊富に

して、自分たちがいる場所でその周りの人たちを助けることができる。それをしな

いと集まって相談しても始まらないわけですね。だから、私が組織の強化と質問の

中で出したのはそういうことなのですが、本当に地域消防のその集落だったり、い

ろいろな形の中に消防団はいますので、その人たちの知識を豊富にすることによっ

て、その集落集落でまたその場所で、いろいろな人の誘導ができるわけなのです。

そうしないと、本当に一瞬ですよね、小さな島ですから津波が来ても島中取り囲ん

で一瞬に来ますので、そのときにどういう体制を取るか、指揮系統は絶対なくなり

ます。指揮系統ではなくて、それぞれが自分たちが指揮者なんだぐらいの感じで、

やはりその防災体制に臨まないと、もうかなりの犠牲者が出る可能性が高いです。

だからそういう感じで、またさっきの道路の話もありましたが、そのいる人たちが

ここだったら大丈夫ですという感じの情報をお互い交換し合ってやると、どこから

行けるのかも出てきますので、もう瞬時な判断といいますか、そういうのが絶対必

要になってくると思いますので、そういう組織の強化そして訓練とか、そういうの

を徹底していただきたいと思いますが、町長お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） また今の御発言も、本当にまさにおっしゃるとおりで、その非

常事態で集まれないときには、集まれないわけですので、吉田勉議員がおっしゃる

ように、その場でちゃんと対応ができるのを事前にやはりそういう打ち合わせと

か、そういうのは非常事態のときには、分遣所も含めて消防団のあり方、総務課担

当がありますので、それをまた改めて協議をしたいと思います。ありがとうござい

ます。 

○議長（沖野一雄議員） ３番、吉田勉議員。 

○３番（吉田 勉議員） ありがとうございます。よろしくお願いします。 
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続きまして、その質問事項の２、要旨１ですが、サンゴの白化現象についてで

す。サンゴは私たちの島の宝だけではなくて、これは日本国、世界中の宝として観

光の１つの一番の財産になっていくわけなのですが、今いろいろな現象を島の中で

も見て、人の話も聞いてみますと、外から見てサンゴが白化しているねという話は

誰でもしますけど、本当に島の人たちがそのサンゴの白化したところの状況とか、

そういうのがほとんど理解をされていない。来年、そのサンゴが少なくなって、い

ろいろな現象が出てくると、町は何もしていないよねとか、去年、白化現象でそう

なったんだよということも、ほとんど覚えていらっしゃらないというのが現状だと

思います。そういう中で、今、危機状態のときに、島の人たちにこの前も喜界のサ

ンゴ圏の方々がいらっしゃって、調査をしていただいたのですが、台風の影響で早

めに切り上げて、また次いらっしゃるということで、その方々から説明もちょっと

受けましたが、やはりかなり沖の方にもサンゴの白化が多く見られると。逆にまた

その泳いで見られたときに、世界の危惧種になっている青サンゴの群落がまた新た

に見つかったりとか、そういういい事例もありますが、今、高台に登ったときに、

品覇の外側、普段真ん中で潮引くときに出てくるところはほとんど岩盤ですので、

そんなにまで磯焼けしても影響はないのですが、今、リーフの外側の部分、テーブ

ルサンゴみたいな感じでミドリイシ属のサンゴですが、そこのサンゴが非常に白化

が見られて、遠くから見てももう品覇が真っ白になっているんですね。本当に危機

状態。だからそれは全国の人たちが来年いらっしゃったときに、与論はどうなって

いるんだと、このサンゴは何？と聞かれるよりは、今のうちに発信をして、今の現

状はこうですよ、これは世界中ですから、温暖化の影響でこうなっていますよとい

うのがですね、やはりいろいろな形で発信しないと、結果、サンゴが黒い海苔だら

けのサンゴになったときに来られた観光客の皆さんは、かなりがっかりされると思

うんですね。そういうことについて動画の発信関係といいますか、そういうのにつ

いて、もしよかったら商工観光課長、環境課長、お二人いらっしゃいますので、ど

うか今後の考え方といいますか、もしよかったら御答弁いただいてよろしいです

か。 

○議長（沖野一雄議員） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） お答えいたします。 

サンゴの白化については、１９９８年の白化現象が１回、私が記憶している中で

は大規模なものは１９９８年。２０００年にもう一度、また白化現象がありまし

て、私はそのとき２０００年から観光課に異動になりまして、１９９８年の白化現

象の翌年、１９９９年に観光課にいらっしゃった池田先輩が、海中宮殿を茶花沖に

建設するという計画を立てまして、１９９９年に柱１本、茶花沖に設置しまして、
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私が２０００年に異動して、またそのときにまたもう１本。２００１年にもう１本

埋設しています。２００２年は休憩しまして、オニヒトデ駆除とかそういう調査の

ボランティア活動をしたお金をプールしまして、１００万円ちょっとつくりまして

２００３年に宮殿の本体をつくりました。あれは底板が直径５.５メーター、高さ

５メーターぐらいありますが、重さが約５０トンぐらいあります。あれを２００３

年に沈めてから、サンゴが付着しまして近年までは４０センチぐらいの大きなミド

リイシのサンゴがあちこちに着いて、５０センチ以上ぐらいですかね、２０年で４

０センチ以上は育っていたわけなのですが、今年のそういう台風が６年ぐらい来て

いませんでしたので、海水温３２度が１週間以上続いたということで、褐虫藻が抜

けたということで白化現状が起きているのですが、この間の台風とかで海水温が下

がって、運が良ければ褐虫藻が戻ればサンゴはまた復活するのですが、戻らなかっ

た場合は白化がずっと続くということで、２０００年来の白化現象の後、藻が着い

てまた茶色くなって黒くなっていきますけど、その藻が着床したサンゴには、産卵

したサンゴの子供が着床しても藻によって着床ができなくなって、生育できないも

のですから、できればそうなった場合にはサンゴの藻が着いている部分を削り取っ

て岩盤を出すと、そのぶつぶつの小さな穴にサンゴの稚貝が入り込んで、また着床

して生きていけるという発表もありますので、今後の状況を見まして、この白化現

象が続いて藻が着床するような段階になりましたら、ちょっと表面の方を１回は崩

して、着床しやすい岩盤を出すという方法もありかなとは思っています。 

○議長（沖野一雄議員） 麓商工観光課長。 

○商工観光課長（麓 誘市郎君） ありがとうございます。私の方から発信ということ

でちょっとお答えをさせていただきます。 

今回の白化につきましては、やはり私が見る限りでもかなり進んでいるなという

ところで、やはりサンゴについては、観光においては一番大きな資源なのかなと

思っておりまして、これについてはやはり大きな損失かなというふうなところで考

えているところです。一方、過去に白化を経験したわけなのですが、これは今まで

時間をかけて回復をしてくる中で、当然その自然的な回復はもちろんなのですが、

それに加えてやはりいろいろな方の御努力というのが、与論の場合は欠かせないの

かなと思っています。実はＴＯＰ１００選という持続可能な観光で賞を取ったとき

の１回目の評価のポイントが、観光資源である海を守るというところに民間の住民

の方、それから行政、専門機関というのが関わって努力をしているということで、

これは例えばサンゴ保全の活動ですとか、ウミガメの活動、あと海洋教育とかそう

いったことも含めて評価をいただいているのですが、それプラス、観光客もそこに

加われる手立てがあるということと、ふるさと納税などで財源としても関われると
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ころと財源を確保しているというところが評価をいただいています。こういったと

ころで、今回非常に被害を受けたということではあるのですが、そういったことは

やはりおっしゃるように、観光客の満足度も下げないようなことの事前の対策とし

て発信をしていくというのは大事だと思いますし、ピンチではあるのですが、そう

いったところを応援したいとか、一緒に関わりたいという方もいらっしゃると思い

ますので、そういった方が与論島に来ていただける、若しくはそのふるさと納税で

助けてあげようとかいうところのチャンスといいますか、そういったことにも変え

ていけるのではないかなと思っていますので、発信についてはいろいろな方とも相

談をしながら、観光としても今の現状を発信をしていくということは、必要なのか

なと考えていますので、これもまた実施をしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ３番、吉田勉議員。 

○３番（吉田 勉議員） ありがとうございます。私が申し上げたのは、そういう現状

を発信することによって、例えばサンゴ礁基金とか、そうした応援してくださる

方々も増えてくるというのを含めての考え方でございました。ありがとうございま

す。それと先ほど大馬課長からありましたように、サンゴを折って白いところを出

せば、またそれに着床も考えられるということなのですが、確かにそれもあると思

います。ほかのところの実験の中で、白化したサンゴに藻が着かないようにして洗

浄しておけば、その中に褐虫藻が入ってきてまた再生も可能というような実証もで

きていますが、どんどん海の中でいっぱいできるわけではなくて、私どももいろい

ろな感じで他の団体を通しながら、またお願いをしながら、その勉強もしていきた

いなと思っています。本当にありがとうございます。 

質問事項の３番の要旨１について、いろいろな荒天のときの船舶の抜港・条件付

き運航の際の生活物資や生鮮食品などの供給のことですが、これも自然現象ですの

で仕方ないといえばその感覚だと思いますが、やはり冷凍食品とかであれば、いろ

いろ今見ていても鹿児島から発送するときに、発泡スチロールに入れて野菜でも

送ってもらったり、それから冷凍食品であればもちろんストックができますので、

そういう保冷施設に入れた形で送ってもらったりして供給しているわけなのです

が、一番必要な野菜とかのときに、その船が業者さんが注文しようとしたら抜港の

予定がありますとなると積み込んでくれない。また船舶会社はもちろん、誰が責任

を取るかということですので、なかなか積み込んでもらえないという話がいっぱい

あります。そういう中で、どうしても船会社との連携になるかと思いますが、船会

社の中でいろいろな対策といいますか、町も含めて国も含めて、いろいろな対策を

講じれば、例えばコンテナを準備していて、ある程度の冷蔵の電源が入るよとかす

れば、持ち帰っていってもしばらくは持つ。下り便で抜港したときに沖縄に持って
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いって、明日は届ける可能性があるよということになれば、また違った考え方も出

てくると思いますが、今、ちょっと話をお聞きしていますと、行政も国にいろいろ

な働き掛けをされているというふうに聞いていますが、もしよろしければ、今、そ

ういう感じで、国とか県に陳情されている内容をお聞かせいただければありがたい

なと思います。町長お願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 細かい詳細については、後でまた建設課の担当課長の方から説

明させていただきますが、国への要望とかという話がありましたので、実は、やは

り外海離島のハンディであるそういう条件を付けたその運航状態に、地元の事業

者、島民はどう困っているのか。さっき吉田勉議員がおっしゃったように、いろい

ろ荷物が積んでもらえない、そして生鮮食料に至っては、野菜等は常温での運航を

されていると。そこを冷蔵コンテナそして冷凍コンテナ、町の方で船会社の２つの

船がありますので、そこに１つに４つ、鹿児島に２つ、与論には２つという基本的

な考え方で、そこを普段流通させるというところです。町が要望したコンテナなの

で、今まで船会社がもう個人の荷物はちょっと受け付けないというところを、町の

そういう事業所であればもう断ることもできないので、通常普段に使っている運航

がもう冷蔵・冷凍で保存がきいた、そういう生鮮食料品、野菜等類に関する負荷が

なくなるというのが１つ。それを国の森山先生に担当の方が説明し、もうこれはす

ごくいい案だと、もう早速国土交通省にその案が通って、今要望ですので実際に決

定ではありませんが、奄美大島のいわゆる奄振法の中に組み込んで、今予算措置が

取られて、令和７年度からの事業開始ができるのではないかということです。この

前も、船会社と送り主との会議を私の方としても町長として船会社に要望したいと

いうことで、担当の方と行ってまいりました。まだ要望団体の方でしっかりとして

おりませんが、国土交通省、国への要望、そして奄振の中では、予算措置が取られ

て令和７年度動くということになっています。あとそのほかの細かい詳細について

は、担当の方からお願いしたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

今、要望の内容として町長が言われたとおりなのですが、一応、町としてまず受

け皿づくりとして１つの業者にコンテナを支給するわけにはいきませんので、商工

会を中心とした受け皿づくり、組合等を整備するようなお願いをしています。また

コンテナに関しては、この間町長も言われたようにマルエーフェリー、マリックス

ライン、そちらの方に赴いていろいろな意見も交換して、またタケノシタさんの方

に実際送られるコンテナは何本必要なのかとか、その辺の詳細なところもいろいろ
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ヒアリングをしてきました。また、今、町長も言われたように要望段階なので、ま

た実際やるときには皆さんにお示しできるかなと思いますが、その要望するのに際

して、やはりどうしてもこの外海離島は本当に貨物船もない、結局フェリーの本線

頼みになってしまうので、本当にマルエーさん、マリックスラインさんの方には頭

を下げて、どうにか積んでくださいということでお願いはしてまいりました。ま

た、そういう事業があれば、また協力するよということも言われておりましたの

で、町として予算が成立できるような、そういう受け皿づくりとか、国の方が一番

懸念しているのは、ちゃんとした受け皿づくりがあるのかというのが一番の懸念事

項です。その辺を含めまして、また商工会、観光協会なり、漁協なり、そういうと

ころといろいろな話し合いを行いながら、またその受け皿づくりを粛々と進めてい

ければなと思っています。そのコンテナに関しては、自分たちとしては、今船会社

の４隻、マルエーさん、マリックスラインさん２隻ずつの４隻で、大体１隻に対し

て２基、結局１６基ぐらいを規模として、また台風前とかその辺になればちょっと

多めに、冷蔵・冷凍のやつを送っていただいて、また電源も必要になってくるの

で、その電源確保。できれば今、茶花地区の九電の近くの方に、何かそういうリー

ファー用のそういう電源施設をまた考えていかないといけないのかなというところ

で、外の備蓄としても使えるように、今からまたいろいろな計画を練っていかない

といけないのかなというところです。 

○議長（沖野一雄議員） ３番、吉田勉議員。 

○３番（吉田 勉議員） ありがとうございます。地方行政がそういう感じで動いてい

らっしゃることに本当に感謝を申し上げます。それと、どうしてもその受け皿とい

うお話の中で、台風が通り過ぎた後にいっぱい荷物を積み込むときに、業者さんの

話を聞いていますと、やはり企業努力もありますが、大きな事業者さん、それから

スーパーさんで、いろいろな船会社とのやり取りも多くて、その小さな業者さんが

なかなか積み込めない状態とかも発生しているようですので、それも含めて船会

社、それから事業者さん、スーパーさん、小売業者さん、いろいろな感じの人たち

とできれば町も仲立ちをしていただいて、商工会も含めてですが、その協定を結ん

でいろいろな感じで進めていっていただきたいなと思いますということで、町が行

政をちゃんと進めていらっしゃいますので、もう安心です。ありがとうございま

す。 

そろそろ終わりにしたいと思いますが、最初のうちに申し上げるべきでしたが、

この図面は与論町役場にあるもう何十年か前に、町がいろいろな調査委託をした資

料の中から抜粋して、今日は使わせていただきました。それと色塗りについては、

私が説明しやすいようにということで色塗りをしています。それと縦断図につきま
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しては、縦横の縮尺率が違いますので、形としてはいろいろな違和感があります

が、それはまた申し添えておきます。そういうことで、私どもも質問はしました

が、そのままではなくて質問したことに対して、私どもは一生懸命行政に対して協

力をしながら、前向きに検討しながら一生懸命頑張っていく所存ですので、本当に

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄議員） ３番、吉田勉議員の一般質問を終わります。 

ここで、昼食のため暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時２７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次は、２番、川内恵司議員に発言を許します。 

２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） 議席番号２番の川内です。初めてです。どうぞよろしくお願

いいたします。質問に入る前に、ちょっと一言申し述べたく思います。私は、先の

８月の与論町議会議員選挙において、告示日の８月２０日、中日の８月２２日、最

終日の８月２４日の３日間で、延べ１８カ所、計２０回の街頭演説を行いました。

これは身体的、心理的にはかなりハードではありましたが、町議選に立候補して、

選挙運動を展開していく上は、やはり自分の考えとか思いというものを自分の言葉

で、わかりやすい言葉で、有権者の皆様にお訴えをしていく必要があるし、またそ

うしていきたいなという強い思いがあったからでありました。街頭演説をする場所

によって、お話しする内容は微妙に少しずつ違ってはいたのですが、１つだけ、ど

こでも変わらずに同じような訴えをしたことがありました。それは何かというと、

与論町議会議員にならなければできないことがありますが、それは何かというと、

与論町議会の議場の質問席に立って、田畑町長や役場の執行部に対して質問をする

こと。つまり、与論町議会の議員の質問席に立って、町長や執行部に対して質問が

できるのは与論町議会議員だけですと。そして、私は現在と未来の与論町のため

に、今この島にあるさまざまな問題を質問をするという形で問題提起をしていき、

そして同じく質問をしていくという形で、その提起した問題に対する対案といいま

すか、解決策をちゃんとお示ししていきたいということを、繰り返し申し述べてき

ました。そういうことを繰り返し粘り強く行うことによって、ある１つの問題につ

いて、議会と行政が同じ認識を共有して、スムーズに動く車の両輪のように議会と

行政が進んでいくと信じたいし、そうしたことが与論町や与論町民、そして与論町
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に関わる全ての人間たちの幸せにつながるだろうということを確信し、念願してお

り、その方向に向かって活動していきたいと。そのために是非ともこの私を与論町

議会議員にさせてくださいということを訴えとして、選挙戦をやってきました。幸

いなことに、その念願がかなって、今こうして現実の問題として与論町議会議員の

議席ナンバー２として、この質問席に今私が立っているということに非常に感慨深

いものを感じながら、改めて感謝申し上げたいと思っています。 

さて、質問に入ります。通告書に従って質問をしてまいります。 

１ 移住・定住の促進について 

(1) 奄美群島振興開発特別措置法が、第２１３回国会において可決・成立し、

本年４月１日から施行された。この法目的の改正の中に「移住の促進」の

観点が追加され、交付金事業計画に記載できる事業として「移住の促進に

資する事業」が追加されたが、与論町の取り組みについて伺います。 

２ 「与論町空家等対策協議会」の運営について 

(1) 与論町の空き家問題の解決に向けて、同協議会の運営は大事と思われる

が、これの運営状況について伺います。 

質問は以上です。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） ただいま川内恵司議員の質問にお答えいたします。質問事項の

１、要旨１にお答えいたします。 

御指摘のとおり、奄振事業に今年度から新たに「移住促進に資する事業」が追加

されていますが、今年度は、本町は事業化に至っておりません。今後、奄振事業の

積極的な活用を検討してまいります。 

本町がこれまで行ってきた移住促進に資する取り組みといたしましては、空き家

改修事業、移住者住宅支援補助金事業（移住者向け住宅の改修費補助）、住宅整備

支援補助金事業（賃貸住宅改修費補助）、特定地域づくり事業協同組合事業（移住

者の雇用創出）、地域おこし協力隊事業（協力隊の定住）、ふるさと留学事業、定住

促進住宅整備事業（サンセット江が島）、光ファイバー事業（リモートワーク推

進）、企業誘致（雇用創出）や、ヨロンマラソンをはじめとした各種観光事業・交

流事業（町の魅力発信、来島機会の創出）等が挙げられます。また、移住相談窓口

を総務企画課に設置し、さまざまな相談に応じています。 

移住促進は、人口減少対策として大変重要な政策であることから、魅力あるまち

づくりを基盤として、今後とも移住希望者が移住しやすい環境整備に取り組んでま

いります。 

質問事項２、要旨１についてお答えいたします。 
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本町においては、令和３年９月に与論町空家等対策協議会設置要綱を施行し、本

町の空家等の利活用の促進や町民の生活環境の保全など、空家等に関する対策を総

合的かつ計画的に実施するための基本方針や具体的対策を定める与論町空家等対策

計画を、令和４年６月に策定しています。 

御指摘の空家等対策協議会は、町長を会長として、弁護士・建築士・宅建士・町

議会議員・自公連・鹿児島県土木部建築技監・与論幹部派出所・与論分遣所・役場

関係課長を構成員とし、与論町空家等対策計画の改定や町内における特定空家の認

定及び措置について、協議を行うことを目的とした組織です。 

同協議会のこれまでの運営実績として、令和３年１１月に第１回の会議を開催

し、以降これまでに合計３回開催されています。第３回目（令和４年１０月）には

特定空家認定会議を開催し、本町において初となる特定空家の認定を行いました。 

本町においては、今後も所有者による適切な管理が困難な空き家が生じる可能性

があると想定されることから、同協議会による協議や認定が必要な事項等が生じた

場合には、随時会議を開催し、適切な方策の実施に向けた協議を行ってまいりま

す。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） 大変丁寧な答弁をありがとうございました。それでは、この

質問事項の順番に沿って、その答弁に対して再質問させていただきたいと思いま

す。今回の奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律なのですが、これは

肝心なことは第１章の法の目的というところに、わざわざこの移住・定住の促進と

いうものを追加したことが、とても大きなことだと思っているのです。普通、世の

中にたくさんの法律があるのですが、この第１章の第１条の法の目的を変更してい

くという例は、そんなに数は多くないと理解しているのですが、ことほどさように

今回のこの奄振の法律の改正で、移住・定住の促進を謳ったということは、大変意

味のあることだと考えています。この奄振の改正法というのは、小笠原諸島振興開

発特別措置法の一部を改正する法律と同時に改正されたわけなのですが、この奄美

群島も小笠原諸島も、やはり外海の離島にあり、ある意味国境をなす島々とも言え

るわけでして、日本の排他的経済水域の確保に非常に重要な地域であるわけなので

すが、近年、どちらの地方も人口減少の傾向が顕著でありまして、有人離島、つま

り人間が住む離島として、今後も地域社会を維持するためには移住・定住の促進が

必要であるという認識があるのですが、そのためにはこの住宅の確保等が課題と

なっており、受入態勢の整備が重要であるということが今回の法改正の背景とされ

ています。そこで、この奄美群島振興開発特別措置法の今回の改正された条文等々

をちょっと追いながら、順番を追って質問をしていきたいのですが、この第１条に
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いろいろあるのですが、「もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及

び福祉の向上並びに奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進を図ること

を目的とする。」という、この部分が追加されたわけなのですが、これを担保する

といいますか、実現するための方策といたしましては、第２章に奄美群島振興開発

計画等というのがありまして、第１節、基本方針、第４条に主務大臣、この場合の

主務大臣というのは、総務大臣と国土交通大臣に当たるようなのですが、その基本

理念に則って基本方針を定めるというふうになっておりまして、基本方針は次に掲

げる事項ということで、１から１７番まで列挙されておりまして、その６番目に

「住宅及び生活環境の整備（空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項に

規定する空家等）に関する基本的な事項」ということとですね、１５番目に「奄美

群島への移住の促進に関する基本的な事項」というのが定められておりまして、さ

らにこれは法律の制度上でこうなっているかと思うのですが、振興開発計画という

のが第５条にありまして、鹿児島県は、主務大臣が定める基本方針に基いて、奄美

群島振興開発計画を定めるということで、そこの振興開発計画は、おおむね次に掲

げる事項について定めるものとするということになっておりまして、１から１８ま

で事項が列挙されていますが、その中で、やはり６番目に「住宅及び生活環境の整

備に関する事項」というのがあり、１５番目に、同じように「奄美群島への移住の

促進に関する事項」というのが決められています。３項目として、「振興開発計画

は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その

他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。」と。「鹿児島県は、

振興開発計画を定めようとするときは、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に

係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。」と

あり、６番目に「奄美群島内の市町村は、振興開発計画が定められていない場合に

は、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請する

ことができる。」というふうに謳っているわけなのですが、先ほどは交付金事業計

画に記載できる事業として移住の促進に関する事業について、今年度は本町は事業

化に至っておりませんというような答弁であったのですが、これは振興開発計画と

いうのを、この第６に書いてるように「奄美群島内の市町村は、振興開発計画が定

められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を

定めることを要請することができる。」というところで、この与論町独自の開発計

画というのを鹿児島県の方に提示するということは可能でしょうか、いかがでしょ

うか。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） お答えいたします。 
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今の条文は、鹿児島県が振興開発計画を策定していない場合はということなの

で、これはもう鹿児島県が奄美群島振興開発計画を毎回策定しまして、その構成市

町村の了承を得て、国の方に出して、国の審議会の方でそれが通ってということ

で、これまでずっと振興計画というのは策定してきています。また、奄美広域事務

組合とか鹿児島県の離島振興課の奄振係とか、そういったところを中心に、この奄

美群島振興開発計画というのは、これまでずっと策定されておりまして、我々また

構成市町村もその協議に参加しまして、奄美群島全体でつくり上げた計画というこ

とになっています。以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） ありがとうございました。そうしますと、第３節の第８条、

交付金事業計画の作成というところに、「鹿児島県は、振興開発計画に基づく事業

のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業を作成することができる。」というこ

とで、この５番目に「奄美群島への移住の促進に資する事業」というのがあるので

すが、これもやはり先ほどと同じような形で、与論町から要請をするということは

できないという理解でよろしいですか。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） 今年度から始まる令和６年度からその令和１０年度ま

での５年間の奄美群島振興開発計画というものの中に、新たに移住の促進というメ

ニューが創設されたということで、そのメニューは創設されたので、あとは各構成

市町村がメニューに乗っかって、どういう事業をまた提案していくかというところ

です。残念ながら、今年度はちょっと間に合わずに事業化には至っておりませんが、

これまで与論町をずっと移住促進に関わる事業をしてきていますので、その奄振事

業に乗っけた形で、また今後事業化を図っていくということを考えています。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） ありがとうございました。これは与論町でもそういった計画

を作成することができるということであれば、これちょっと提案なのですが、私は

与論町の人口の減少問題ですとか、高校の存続とかを考えるときですね、ふるさと

留学の促進が非常に大事な要因になろうかと思っておりまして、このふるさと留学

が昨年度は３人、今年度は４人、令和７年度は２世帯分の住宅が用意されていると

いうような記載がどこかにあったのですが、このふるさと留学をしたいという希望

者は、潜在的にたくさんの方がいらっしゃるように感じているのですね。私は例え

ば東京与論会なんかでいろいろ会合をしたりするときに、与論島の二世、三世、四

世の中高生を、自分たちの子や孫を与論中・高校に留学させたいんだが、なかなか

安心して預けられる場所がないとか、帰っても住む家がないとかということで、何
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ともならないということがありまして、私はずっと過去４０年ばかり不動産業者で

ありましたので、諸先輩たちから「川内、おまえは不動産屋なんだから、そろそろ

島に帰って、この島の住宅事情を改善して、ふるさと留学を受け入れるような体制

の整備に尽力したらどうか」ということを言われたりしたこともあったので申し上

げるのですが、このふるさと留学というのは、いろいろ大変多方面にわたって、か

なり良い影響を子供たちにも与論町全体にも及ぼすいい計画、事業だと思っている

のですが、かつて、古里の楽園荘の本園さんが、高校生を３年間預かって、大変御

苦労をされたというふうな話を聞いたことがあって、できればやはり与論にそうい

うふるさと留学を受け入れる寮があれば、もっとこれは進むのではないかというお

話も頂戴していたわけなのですが、そこでこのふるさと留学、与論中・高一貫教育

の中で、与論高校の２学級を維持していくということも見据えたところで、このふ

るさと留学のための学生寮を建設するという事業を、是非とも計画してほしいと

思っているのですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） ふるさと留学に関しましては、多分教育委員会だと思います

が、私も町長になるに当たって、与論高校の存続が、出生が２０人だと１５年後１

クラスだと高校そのものの存続はあるでしょうが、なかなか厳しいなというところ

で、やはり島外からの留学生を募集してとするのは基本的に町長としての考え方と

しては持っています。現状としては中学校、高校、詳細については、教育委員会の

方で今準備をしているところなのですが、基本的には、将来的にはそういう寮制度

を設けた受け皿が必要ではないかと町長としては思っています。あとは、教育委員

会の方で今の実情をまた説明していただければと思います。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。数字については、先ほど川内議員が

言われたような形の人数で今推移しているのですが、現在いろいろ審査等をしてい

く中で、来れる条件の方が住むところがなくて、来れなかったという事態までには

今至っていない。もちろんこっち側もある程度想定して、確保できそうな感じの中

で募集しているところですが、そこと含めて、教育委員会として非常に懸念してい

るところは、中学校から高校へ行く子供たちの数の推移、子供が増えたり、ふるさ

と留学生が増えたりして均衡が保たれるのかと思いきや、また中学生から高校島外

に行って、自分の夢を広げていこうという子供も増えていますし、そういった中で

高校の校長とも話をしているのは、やはり与論高校の魅力を出して、もちろんトッ

プ選手だったり、違う学校に行けば伸びるというような状況の中で行ってもらっ

て、また与論に帰ってきて還元してもらうのは大賛成なのですが、与論に魅力がな
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くて、与論の子供たちが与論高校に行かないのに、そういったところに島外から与

論はいいぞという魅力発信というのは、自信がないですよね。やはり自分たち、与

論の人たちが、魅力ある高校だったり、与論は素敵だよねと思う人口の集まりでな

いと、留学いいよいいよとは言えないような気がするのです。ですので、そことあ

わせて進めていかないといけないし、またそういった中で、徐々にこの留学制度の

応募が多くなって、あっ、やはりつくらないといけないねというところになって、

初めて住宅だと思っているのです。住宅をつくりましたから来てください、魅力あ

りませんという形ではよくないと思うので、今、ぎりぎりのところでやっています

が、これが今あるように、住宅が本当に足りないねというぐらいのありがたいぐら

いの話になれば、もっともっと活性化になるのではないかなと思いますので、両方

で進めてまいりたいなと思っています。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） 大変丁寧な答弁をありがとうございました。私も大変反省す

るところが多々ございまして、その与論島が魅力があるということがちゃんと発信

できていないのに、留学せよというのはちょっと難しいのではないかというのが、

確かに一理あるなというふうに感じています。私も孫８人いるのですが、その孫娘

２人がどうしても与論島にじいがいるから、転校して留学したいという、ありがた

いことを言ってくれる子も２人いますので、何とかこれを実現しながら、１つのい

い事例として展開していければいいかなというふうに思っています。 

次の質問に移ります。与論町空家等対策協議会の運営についてということで、私

は、ずっとこの４０年近く不動産業界の人間でありまして、人間の住まいですとか

住宅・住居に関わる仕事をしてまいりましたので、この住まい・住居の問題は、人

間の生活にとって大事な要因を占めているなということがありまして、この与論町

で住宅不足問題が非常に深刻であるというのは、私の年代からすれば、にわかには

信じがたい事態だったのですが、こうやって与論に来て生活をして、いろいろな話

を聞いていると、やはり確かに人口減少をしているが、世帯数が増加していて、世

帯数増加の圧迫によって住宅事情が逼迫していると。それに反してやはり空き家も

結構たくさんあって、空き家は増える一方であるということがあって、与論町の空

き家の問題を解決していくということは、与論町の住宅不足の問題を解消すると同

時に、これから申し述べますが、いろいろな形での全ての与論町の役場の事務に関

わる全てのことに、いい影響を及ぼすような結果をもたらすことにもなるのではな

いかという気もしていますが、この与論町空家等対策協議会なのですが、この空き

家の問題というのは、結構幅が広くて奥が深い問題なのですが、それはどういうこ

とかといいますと、令和５年にこの空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が
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改正される法律というのが改正されたのですが、この一本の法律の改正に伴って、

何と関連する法律が１５本改正されています。主なものをいいますと、地方税法、

地域再生法、建築基準法、地方自治法、都市計画法、民法、農地法、行政手続法と

かですね、みんなで１５本の法律の改正がなっています。やはりこの空き家の問題

というのは、ことほどさようにいろいろな部分に広く深く、奥深い問題があるとい

うことをお示ししたかったわけです。さて、この与論町空家等対策協議会なのです

が、今、この要綱と第１回目の会議の資料をちょっとネットで探してみたのです

が、ちょっとお聞きしますが、もちろん会長は町長がなるわけですので、会長の変

更はあるかと思うのですが、現在、この与論町空家等対策協議会のメンバーは当初

のメンバーと変更があったのでしょうか、ないのでしょうか。町長以外はどうで

しょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

町長以外に、どうしても人事異動の関係で、一番最初の要綱を設置したときと変

更があるのは、鹿児島県の土木建築の技監、あと与論幹部派出所の所長、役場関係

の定年退職された課長などが歴任されていましたので、そちらの変更があると思い

ます 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） ありがとうございました。この空家対策特別措置法の改正が

去年の１２月１３日付けで施行されたのですが、これにあわせまして、国土交通省

と総務省が共同で、各都道府県の県や市町村の空き家施策担当部長宛てに出された

通知というのがあるのですが、これには「特定空家等に対する措置を充実させると

ともに、特定空家等になる前の段階からの対策を充実させる必要がある。」とあ

り、いくつかの指針やガイドラインが紹介されています。このうち、「空家等に関

する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」と「空き家所有者情

報の外部提供に関するガイドライン」について取り上げて、ちょっとこれの説明を

しながら、ある一つの提案をしていきたいと思います。まずこの「空家等に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」という中の空家等に関す

る施策の実施に関する基本的な事項という中の２に、実施体制の整備というのがあ

りまして、ここに大変重要なことが書かれています。実施体制の整備、「市町村

は、空家等対策に関係する内部部局の連携体制や空家等の所有者等からの相談を受

ける体制の整備を図るとともに、必要に応じて協議会の組織を推進する。」という

ことですが、この（１）市町村内の関係部局による連携体制というのがありまし

て、「空家等がもたらす問題を解消するには、防災、衛生、景観等多岐にわたる政
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策課題に横断的に応える必要がある。」と、また、「空き家等の活用に向けては、中

心市街地の活性化や移住・定住、二地域居住、他地域居住、観光振興、福祉増進、

コミュニティ維持、まちづくりなどの政策課題において、さまざまな需要が考えら

れるがその的確な把握をするためには、市町村内の関係部局間の連携が不可欠であ

る。」というふうに謳っておりまして、このため「建築・住宅部局、景観部局、観

光部局、まちづくり部局、都市計画部局等々、あと財政部局等の関係内部部局が連

携して空家等対策に対応できる体制の構築を推進することが望ましい。」と謳い、

また空家等と所有者不明土地等は、地域によっては同時に存在している場合も多

く、課題や対策も共通するところであると。例えば、空家等と所有者不明土地が隣

接して別々に所有されており、それぞれ単独での活用が難しい場合に、両者を一体

として活用し、保育所や子供支援施設や公園を整備することが１つの解決策となる

こともあるというのがあるのですが、これは、部局横断的な連携が必要であるとい

うことでありまして、１つ提案なのですが、先ほどの空家等対策協議会の中に、今

ここにいらっしゃる部局の課長さん全部を入れ込んだ協議会の構築というのができ

ないだろうかという話なのですが、与論町空家等対策協議会の活用というのは大事

なことでありまして、この市町村内の関係部局による連携体制を推進していくとい

うことで、私は埼玉県のある市で、私が住んでいた土地で、空家等対策協議会のメ

ンバーでずっと関わってきたのですが、その市長が変わったとき、空き家というの

はいろいろな横断的な部分に関係するのでということで、ほぼほぼ全部の部局の課

の課長たちも全部中に入れ込んで会議をして、年４回から６回の会議をもってきた

のですが、当初は非常に違和感があったりしたのですが、この空き家というのは非

常に多岐にわたるものですから、いろいろやっている間に１つの問題を全体として

理解をして進めていくという、そういったような雰囲気が庁舎全体に出てきて、非

常に市民サービスが向上したなとそういう実感をしたことがあります。今、与論町

の封筒の下に書かれているこの関係課をずらっと並べてみたときに、いかにこれが

空き家問題の解決のために、この全部の課が合同に会議をもつことが重要かという

ことをちょっとお示ししたいのですが、その前に、こういった会合をもったことは

これまであるのか、ないのかをちょっと教えてください。 

○議長（沖野一雄議員） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

与論町には、与論町空家等対策庁内調整会議というのが設置されています。その

中で、総務企画課、税務課、町民生活課、健康長寿課、環境課、商工観光課、建設

課、これらのところで一応空き家等の問題があれば、取りあえず庁舎内で会議を

もって、それから空家等対策協議会の方に提案するというような流れになっていま
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す。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） ありがとうございました。もうすでに行われているようなの

ですが、やはりおっしゃるように総務企画課は、名前のとおり企画全般、総務です

からある種の司令塔的な立場になり、町民生活課は、住民基本台帳や住民票の異動

と戸籍関係を扱いますので、当然、空き家問題というのは人が死亡したりすると空

き家問題が発生します。健康長寿課は、高齢者の独居世帯は空き家予備軍ですし、

また認知症になる前に対応できる場合もあったりしますので非常に大きく影響して

きます。税務課は、固定資産税等課税台帳や租税滞納者の把握ができますので、こ

れも関係してまいります。水道課は、水は人間生活に欠かせないものですので、水

道の開栓・閉栓状況や水道の使用量等の把握で、空き家になることを予防的に察知

できる。環境課は、ごみ屋敷の未然防止につながる。建設課は、空き家対策の所管

課として、今でも相談窓口等を設けていらっしゃいます。産業課は、農地の集積や

集約等でこの空き家の問題とリンクして動けば、かなり仕事がしやすくなるのでは

ないでしょうか。農業委員会は、農地法による所有権移転登記の状況の把握ができ

ますので、そういう点でも農地で移転するのは空き家に関係する人たちもかなりい

らっしゃるように思います。耕地課は、その耕地や道路工事とかをいろいろすると

きに、相続未登記などの土地があった場合の土地の対応がこのチームワークで対応

ができると、商工観光課については、空き家・廃屋等を解決していくことで、景観

の問題が解決できるということで、できたらオールスタッフメンバーでこういった

形の対応する協議会をつくっていければよろしいかなと思うわけです。これは何で

かといいますと、次に申し上げますが、今のこの基本的な指針の中に、空家等管理

活用支援法人の指定というのが新たに創設された制度なのですが、この制度の創設

の背景には、多くの市町村では、人員等が不足していて、所有者への働き掛け等が

十分にできていない状況があるのではないか。２つ目は、所有者が空き家の活用に

ついて相談等ができる環境が十分ではないということで、この新たに創設された狙

いとしては、民間法人がこの空家等管理活用支援法人に指定されることで、公的な

立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割

を果たしていくことが期待されるということで、この国交省と総務省が出した基本

的な指針の中にあるわけなのですが、与論町ではこの空家等管理活用支援法人の指

定というのはお考えになったことはあるのか、ないのかというのをちょっとお聞か

せ願います。 

○議長（沖野一雄議員） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） すみません、私の勉強不足で、そこまではちょっと考えて
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おりませんでした。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） この空家等管理活用支援法人の指定というのは、ＮＰＯ法人

ですとか、いろいろな宅建業の団体だったり、若しくは宅建業者、民間の個人・法

人だったりというのを、このいろいろなそういう土地の取引ですとか、建物の取引

というものにある程度精通した法人等を、役場の行政の手の回らない補完的な立場

において、空家等管理活用支援法人として指定をすると、この指定をするにはいろ

いろな段階があって、審査の過程もいろいろ事細かにお示しされているのですが、

そのような形で、やはりこういう空き家の問題ですとか土地の問題というのは、非

常にデリケートでナイーブな部分も非常に関わってくる問題ですので、役場だけで

対応するというのではなくて、協議会の方でもやるのでしょうが、せっかくこう

いった空家等管理活用支援法人の指定という制度がありますので、是非ともそれも

検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） ありがとうございます。また課内の方に持ち帰って、もう

１回みんなで勉強しながら、またそういうものにも実施していければなと思いま

す。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） せっかくですので、この支援法人の業務と要件等というのが

ありまして、この制度の狙いは、空家等管理活用支援法人を指定することによっ

て、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備して、空家等対策に取り組む

市町村の補完的な役割を果たしていくことにあるということで、この支援法人の業

務と要件、支援法人は、空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうと

する者に対する当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その

他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助等と、あと６つ

ほどあるのですが、こういった非常に使いやすい制度だと思いますので、これ是非

今後の検討課題として検討していただきたく思います。 

それから、この２つ目の空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドラインと

いうのがありまして、これは令和５年１２月１３日に、空家対策特別措置法の改正

と一緒に出されたものなのですが、国土交通省の住宅局から出されているガイドラ

インでありまして、これは国土交通省の住宅局が出しているものなのですが、これ

もはっきり率直に、民間事業者等との連携の必要性というのをちゃんと２で謳って

いまして、市町村が空き家の活用や適正管理を促進するためには、収集した空き家

に関する情報をその所有者の同意を得た上で、宅地建物取引業者等に提供するな
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ど、民間事業者等との連携が不可欠となる。このような官民連携の取り組みは、地

域の空き家に対する新たなニーズの喚起や、活用の増資促進に大きく寄与するもの

であり、市町村の空き家対策に関わる負担の軽減にも資することが期待される。こ

うした観点から、市町村が民間事業者と連携して、空き家所有者情報の外部提供を

行う際の留意点、運用の仕組み等を取りまとめたガイドラインを公表しているとい

うことで、この取り組みを始めたメリットとしましては、相談できる民間事業者等

と接点を持つことが可能な仕組みができたことで、活用の意向がなかった所有者や

活用の意向はあるが誰に相談すればよいかわからない所有者が、空き家の活用を具

体的に検討する機会を得た。２つ目、民間事業者への相談を躊躇している所有者に

対して、情報の提供先が市町村が連携している民間事業者等であることを説明する

ことで、安心感を持ってもらえた。３つ目、民間事業者等が空き家所有者の課題に

応じた働き掛けを行うため、市町村の空き家担当職員が少なくても対応することが

できようになった。４つ目、情報の提供を受ける民間事業者等としては、特定する

ことが困難な空き家所有者情報の提供を受けることができ、所有者と直接接触でき

るようになったこと。５つ目、これまで曖昧であった空き家対策における市町村と

民間事業者等の連携について役割が明確化されたということで、これは結構分厚く

ていろいろあるのですが、中身は大変濃くて、与論町の住宅不足問題、それから移

住・定住促進をするための受入態勢をすると、やはり奄振でもこれを謳い、今回の

この空き家等の法律の一部改正に伴って、１５もの法律が全部にわたって改正をし

ているという中で、同時に総務省と国土交通省が局長から各都道府県、市町村の空

き家対策担当部長宛てにこういう通知を出していることと同時に、こういうガイド

ラインですね。これはもうすでに空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドラ

インと、行政が持っている空き家に関する情報を外部に提供するということを前提

として、そういうガイドラインなわけです。ということは、すでに、空き家等対策

が始まって法律ができてからかなり年月が経つのですが、全国的になかなかこの空

き家問題が解消しない。これはなぜかというと、行政だけではなかなかやはり解決

ができない事例が多々あると。それはなぜかというと、行政の方々が土地とか建物

の取引あるいは登記の関係、税法上の問題、こういったものについて、大変失礼な

言い方なのですが、全て詳しく精通しているわけではないということと、やはりこ

の土地とか建物に関する問題というのは、個人の情報秘密、いろいろナイーブで非

常にデリケートな問題ですので、非常に扱いに慎重を要するということなのです

が、これは例えば民間の我々のように長年不動産業界にいた者にとっては、こう

いったガイドラインができたということは、大変ありがたいことだなと思っている

わけなのです。これは、与論町の空き家問題の解決のためにも、繰り返すようです
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けど住宅不足の問題についても、これをちゃんと適用していただいて、そういった

指定する業者がいるかどうかというのはまた別問題なのですが、これは是非とも研

究して取り組んでいただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） ありがとうございます。また、建設課の方も、その辺をま

た勉強しながら前向きに事業を進めてまいりたいなと思っています。またそのとき

は川内議員、相談に乗っていただければ、よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） ２番、川内恵司議員。 

○２番（川内恵司議員） ありがとうございます。これは是非ですね、この空き家とい

うのは、空き家をただ何とか処分すればいいという問題ではなくて、１つ、２つ、

３つですね、いい成功事例をつくっていくと、本当にみんなの利益になることなの

です。空き家は解消される、そういう問題がなくなる、もしもその利活用ができれ

ば、住宅不足問題も解消すると、移住・定住促進も十分貢献できるという、非常に

いいことづくめの問題だと思いますので、是非これはひとつよろしくお願いしたい

と思います。 

そして最後に、これはお願いと私の感想を述べたいと思うのですが、なぜこの空

き家問題を解決して、住宅不足問題を解消しなくてはいけないかというのは、私が

長年この不動産業でいろいろな人間たちを見てきたときに、住まい、住居、住宅と

いうのは、もう人間が社会生活を送るための基礎、基盤です。これの問題を解決し

ていくことは、人間の社会生活の豊かさにつながり、豊かになれば出生数の低下や

少子化とか、人口減少問題の解決にも必ずつながっていくものだろうと思っていま

す。この人間の社会というのは人間が形成しているものなので、その人間の一人一

人が充足された住まい、住居を持つことで、身体的にも精神的にも余裕を持って社

会生活ができるということになれば、このことが社会の安心・安全と安定につな

がって、もっと地域社会が豊かになり、発展につながるという視点が非常に重要か

なというふうに考えています。これを非常に考えてきましたのは、ちょっと時間も

あれなのですが、私がこういう住宅の住まいに長年関わってきたのですが、この住

宅を確保することで、さまざまな人生のトラブルから立ち直った事例をたくさん見

てきたということがありまして、例えば、刑務所の刑期満了の前に仮出所して、保

護司の保護観察対象になりながら更生をしている人たちですとか、何らかの理由で

身体的・精神的ダメージを受けて、人生行路を一時的にドロップアウトを余儀なく

されて、施設に入所していて療養していたが、施設を出て再起を図る人たち。何ら

かの理由で路上生活を余儀なくされた人たち、あるいは家庭内暴力から逃れて、い

わゆるシェルターに避難してきた人たち。こういった人たちが一時的な人生の挫折
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を克服して、社会復帰していくのに必要不可欠だったのは、何と言っても個人で一

人きりで生活できる住宅の確保だったのです。会社の寮とか、例えばシェアハウス

的な住居も一時的にはいいのですが、人間というのは、やはり自己完結できる住居

を求める傾向にあるという印象が非常に強くあります。バス・トイレ・キッチンと

か共用でない住宅ですね。これは与論に来て非常に強く感じたことなのですが、与

論島に移住してきている人が、住宅が確保できないという理由でこれだけ希望して

与論島で定住生活を望んできたのに、この与論島での定住生活を諦めなくてはなら

ないという事態を何件か見てきました。こういうことは本人にはもちろんですが、

与論町にとっても大きな損失で不本意な事態です。近年は大都市圏の市町村も含め

て、日本全国で移住者を受け入れる競争をしている状態なのですが、こうしたたく

さんの移住候補地がある中で、この強い与論愛に突き動かされて、与論島を選んで

くれてせっかく与論に移住してきているのに、住宅が確保できないという理由で与

論島での定住を諦めざるを得ないという状況は、これはもう早急に改善する必要が

あるということで、こういう改善するためにも空き家の問題というのは是非とも官

民連携して取り組んでまいりたいと思います。私も身を尽くしてこの解決のために

努力していきたいと思います。 

以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄議員） これで２番、川内恵司議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時２４分 

再開 午後２時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次は、８番、大田英勝議員に発言を許します。 

８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 皆さんこんにちは。本日の一般質問も最後になりましたが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、先の議会議員選挙では、町民の皆様に大変お世話になり、誠にありがとう

ございました。今回の選挙は、２人の議員が勇退され、１０人の定数に１４人が立

候補するという近年にない激戦でありました。選挙の結果、久しぶりに女性議員が

誕生し、現職５人、元職２人、新人３人が当選ということで、バランスの取れた布

陣となりましたが、現職３人が涙をのむ結果となりました。晴れて当選させていた

だいた私たちは、主義主張や考え方は違っていても、島の発展を願う気持ちは全く
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同じですので、お互いに切磋琢磨しながらしっかりと職責を果たさなくてはなりま

せん。また、執行部との関係についても、私たち議会には執行部を監視する役割が

ありますので、しっかりと監視機能を果たしながらも町民の信任に基づいてお互い

に協力し合い、牽制し合いながら、車の両輪のごとく付かず離れず、町政を前に進

めていくことが求められています。この先４年間、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

それでは、先に通告した件について質問をさせていただきます。手短に簡潔にい

きますので、よろしくお願いいたします。 

１ 施設の維持管理と有効活用について 

(1) ゆいランドサッカー場の人工芝が整備後年数が経ち、競技や練習の際、

滑って危険な状況にあると聞いた。実際に滑ってケガをした選手も出てい

るとのことである。そこで、早期に対策を図る必要があると考えるが、教

育長の見解を伺いたい。 

(2) 多目的屋内運動場１階の和室や２階の部屋は、クーラーがないため夏場

の利用が少ないとのことである。クーラーを整備することで、１階、２階

ともに各段に有効活用が増えると考える。この際、前向きに整備を検討す

る考えはないか伺いたい。 

２ 空港滑走路の南側隣接道路の整備について 

(1) 空港南側隣接道路は凸凹がひどく、軽自動車は通ることにも事欠く状況

にある。先般、与論空港では軽飛行機の事故も発生している。このような

事態が万が一南側道路周辺で起きた場合、その対応にも大きな支障が出る

と考える。早急に整備すべきと考えるが、町長の見解を伺いたい。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 大田英勝議員の質問１の要旨１についてお答えしたいと思い

ます。 

多目的運動広場ゆいＬＡＮＤにつきましては、スポーツ振興・健康増進を目的と

し、平成２９年度の供用開始から島内外の多くの方々が利用しています。 

御指摘のとおり、人工芝については、経年使用に伴う消耗が確認できる状況にあ

るため、今年度の当初予算に修繕費を計上していますが、発注のため、再度見積も

りを徴収し確認を行ったところ、材料の運搬費用や緩衝材等の資材高騰の影響によ

る予算不足が判明したため、本定例会に増額の補正予算を計上しています。 

修繕に係る諸手続きを速やかに進めるとともに、今後も安心・安全な施設で多く

の方々に御利用いただけるよう努めてまいります。 
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次に、質問１の要旨２についてお答えいたします。 

多目的屋内運動場は、主に各種連盟や同好会の活動、関連する大会や行事を行う

際に利用されています。 

当該施設は、以前、役場の仮庁舎が配置されていた際に、入り口の事務所を宿直

室として活用するためにクーラーが整備されています。 

今回御指摘をいただいた整備について、連盟などの各種団体へ確認を行ったとこ

ろ、クーラー整備のニーズはあまり高くない状況でしたが、施設の有効活用につい

ては、今後も取り組んでいかなければならない課題として捉えていますので、今後

も各種団体や施設管理を行っているヨロンＳＣとも、協議・検討を行ってまいりま

す。 

○議長（沖野一雄議員） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 大田英勝議員の質問事項２、要旨１にお答えいたします。 

空港滑走路南側に隣接する道路につきましては、当該路線の用地の一部に鹿児島

県の名義や登記困難とみられる用地も含まれていることから、鹿児島県や関係者と

の調整が困難であり、未だ整備に着手できておりません。 

御指摘のとおり、当該路線の利用者の安全な通行環境の確保が重要であると認識

しています。今後の対応といたしまして、多面的交付金を活用し、集落組織による

当該路線の路面補修及び沿道の草木除去を引き続き進めるとともに、路面整備につ

いて各関係先との協議・検討を実施してまいります。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 当初予算で計上されながら、執行されなかった理由がただい

まの答弁でわかりました。そこで、当初予算の額はいくらだったのか、今回の補正

の額はいくらで、合計はいくらになっているのか。予算書にはサッカー場というあ

れがなかったので、修繕費の項目はあったと思うのですが、そこでサッカー場につ

いての金額をお願いいたします。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 具体的には、当初予算では５００万円を計上していました

が、先ほど言ったように資材高騰、それから当初計画を立てる段階がちょっと早

かった部分もあって、ちょっと間が空いた部分もありましたので、補正予算が３０

０万円、合計８００万円で全面改修する計画です。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） ８００万円あれば、何とかできるということですね。早めに

手を打って早めに進めないと、今はもう次々と何でも値上がりが続いているようで

すので、できるだけ早めに対応していただきたいと思います。 



 

（116） 

ところで、人工芝のタイプは高いものから安いものまでいろいろなタイプがあっ

て、何か耐用年数もまちまちのようですが、与論町のサッカー場の人工芝の耐用年

数としては、大体何年のやつを使っているのでしょうか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 人工芝にも今御指摘のとおり、いろいろ種類があるの

ですが、一応国税庁の減価償却とかそういった表からすると、基本的には耐用年数

は１０年というところです。今、与論町のゆいＬＡＮＤに入れている人工芝の方

は、カラーの緑チップですね、ほかにもゴムチップとか安い材料もあるのですが、

結局そういう黒ゴムチップか、この緑チップかというのが一般的みたいなのです

が、黒ゴムチップだと安いのですが、やはり本当に芝が緑ではなくて結構真っ黒に

なるような形みたいで、普通の真っ白な靴下だったら真っ黒になるぐらいのものに

なったりということのようです。今回修繕で入れるのが、今入っているカラー緑

チップなのですが、それをまた継続して見栄えも良く、やはり最初に陳情の段階か

らサッカー連盟等が中心になって、こだわりをもって整備したグラウンドですの

で、今現在カラー緑チップを入れて、今回修繕というところで対応するところで

す。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 本町のサッカー場は、完成してからもう何年目になるのです

か。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 平成２８年度に建設で、平成２９年度からの供用開始

なので、現在８年目ですね。人工芝の耐用年数的には一般的には１０年と言われて

いるのですが、消耗の芝が目とかそういうチップとか利用頻度によって、やはり消

耗が激しかったりというところ、逆にそれだけ利用をいただいているのかなという

ところで、耐用年数にはまだ２年というところではあるのですが、やはり今の段階

で結構寝ている芝とかもあったりするので、まだそんなに大きな剥離とかがあった

りとかというわけではなくて、やはりクッション性がなかったり、寝ているので、

そこをまたサッカーのスパイクなどとかでやれば、もう短くなったものが切れてき

たりとかいうところなので、ここでやはり耐用年数前ではあるけど早めに手を打っ

て整備をして、それこそ耐用年数１０年を待ってやれば、もっと今より劣化をして

いって、さらに修繕費用というのは逆に高額に、今回は起こしてチップを入れるの

ですが、本当に張り替えとかにまでなってくるので、それの前の段階で早めに修繕

対応しようというところで計画をしています。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 
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○８番（大田英勝議員） 人工芝の場合は、私もこういった芝のことについてはもう全

くの無知だったのですが、少しだけ調べてみましたら、メンテナンスといえば、そ

のごみの除去とかブラッシングとかゴムチップの補充とかあるようですが、何かゴ

ムチップの補充というのは、耐用年数が来てからというのではなくて、その前の段

階でずっとやっていくものだと私は捉えているのですが、そして、そういう具合に

してメンテナンスをしっかりすれば、その耐用年数の１０年も少し延ばしていける

というような感覚で私はいるのですが、その辺いかがですか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 確かに今御指摘のように、定期的にやはり緑チップだ

とか、芝を起こしたりという作業をすれば、今言ったようにどんどん伸びていくの

ですが、今現在、それこそそれ専用の機械とかで起こしたり、今回芝を起こすチッ

プを入れるのですが、その前の表層の崩れているチップを除去するのを一番最初に

やった後に、順次その作業をするのですが、今後のまた修繕、維持管理のあり方と

しては、やはりそういった機械も数十万、百万円ちょっと金額、今手元に見積もり

がないのであれなのですが、そういった機械をやはり導入をして、こういう大型修

繕になる前にどんどん維持できるようにというのも、今後検討をしていかなければ

いけないかなと思っています。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 何か説明書きなどを見てみますと、デッキブラシなんかで逆

から起こすような感じでブラッシングをすると、広いから大変は大変だと思うので

すが、そういう方法もあるようです。少し広めのやつとかでですね。そして日常で

のその寝たままにしておくと、今言うように持ちが悪いのですが、そういう日頃の

手入れがあると長持ちをするというようなことが書かれているようですが、その辺

は承知の上でのあれですよね。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 今回、人工芝のサッカーコートということで、広さ的

には７２メーター×１１３.４メーターの８,１６０平米ですね、それを修繕すると

いうところになります。今あるように、やはり定期的なメンテナンスは大事という

ところで、今スポーツクラブの方も限られた人数というところで、なかなかそれだ

けの面積、ほかの場所も総合グラウンドであったり、結囲公園であったりとか、

プール、艇庫いろいろある中で、なかなかまずそういった機械とか、芝を起こすも

のもあまり導入されていないというところもあるからなのですが、今後はまたそう

いった定期的に、機械ではなくて今言ったような形で起こせるようなものとか、や

はり時間を見つけてできないかというところは、ちょっとスポーツクラブとも今後
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協議をしてまいりたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 本町の芝の場合は、ＵＶカット加工がされている芝なので

しょうか。それとも、そうでない芝なのか。 

○議長（沖野一雄議員） 松村生涯学習課長。 

○生涯学習課長（松村誠司君） 正直ちょっとそこまで詳しい資料がなく、ちょっとま

た確認してみます。すみません。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 紫外線による劣化も非常に強いので、できれば、そういうＵ

Ｖカットの加工がされている芝の方が長持ちするというようなことが書かれている

ようです。その分また高いとは思いますが、その辺また今後のことで頭に置いてお

いていただきたいと思います。早速対応していただけるということですので、でき

るだけ早くしていただいて、安全で練習、競技ができるようにひとつやっていただ

きたいと思います。 

次に移りたいと思います。その前にちょっと確認のためなのですが、中央公民館

が今年度末には閉鎖という話を聞いていますが、その辺はどのようになっています

か。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） お答えいたします。 

本年度の３月をもって使用を止めるといいますか、そういう判断をしたところで

す。それは、利用された方はおわかりかもしれませんが、裏口といいますか、東側

の入り口の上がコンクリートが落ちてきたりとか、そういった部分がありますの

で、ホールの方はまだ期間的には使用可能ではあるのですが、そこへの出入りの部

分で、これがもうケガがある前にということで、そういったのが本年度多く見られ

たので、年度途中ではありましたがそういった判断をさせていただきました。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 閉鎖となれば、いわゆる立入禁止という形になるわけですよ

ね。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 本年度をもってということですので、来年度以降に関して

は、中央公民館は使用しないという形になります。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 私がここに多目的屋内運動場の中の部屋をどうのこうのとい

うのも、その中央公民館が閉鎖されるというのも少し関連があるのです。要するに、
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中央公民館にはいろいろな部屋があって、いろいろな活動ができていたのですが、

それがなくなった場合、いろいろな形で不足するなり、いろいろなことが出てくる

と思いますので、それを解消するためにも向こうを少し利用しやすく、クーラーで

も入れて、ここも使えますよとなれば、よりいいのではないかということで、この

提案はしているところです。また、ある一部の方からは、向こうも使いたいのだけ

ど、どうも暑すぎてどうしようもないというような声も聞いていて、ここでは、ど

うしても使いたいという人はあまりいないみたいな答弁になっていますが、実際、

使い勝手がよければ使いたいという方はいて、そういう声を聞いての要望でありま

したが、是非ともその辺も加味しながら、要するに部屋が、そういった施設が不足

することはもう来年度からは目に見えていますので、その辺検討いただけないのか

どうかということです。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。今の現時点ではという形で答弁の方

はさせてもらいましたが、自分たちの中では、今、大田議員が言われたように、公

民館の代替施設、部屋等の活用としてニーズがある部分があれば、積極的に前向き

に整備して、活用が図れるようにしたいなと考えているところです。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） ３月で閉鎖するわけですので、例えばですが、向こうにある

クーラーとかを移設するという考え方は、これは私は素人なものだから、普通はで

きるのかできないのかわかりませんが、そういうことは可能なのか。そうであれば、

少し安くで取りあえずはスタートして、また故障したときにというような考え方も

できるのではないかと思いますが、中央公民館にもあちこち何部屋かクーラーは設

置されていると思うのですが、もう古くて使いものにならないのかどうかわかりま

せんが、できればそういう利用の仕方も検討されてみてはどうでしょうかというこ

とです。 

○議長（沖野一雄議員） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。今、１階の和室なんかにしても、前

のがついた形跡等もありますので、そこと設置が可能なのかとか、今のをそうやっ

て移せるのかとか、それ以外にも公民館の現在あるものが違うところに移して、い

ろいろな公民館講座等が活用できるのかというところも含めて、もしそうやって移

して使えるようであれば、ほかの分も含めて活用してまいりたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 多目的屋内運動場の方は、１階と２階とあるのですが、２階

はあまり私たちはなじみがないのですが、１階の左側の和室は、結構以前使った覚
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えがありますし、いろいろなことでよく使っていたと思うのですが、結局、クー

ラーがないから遠ざかっていったのではないかと私的には思っていますが、そう

いったこともありますので、是非とも前向きにまた、どんな形でできるか、安くて

できる方法を検討されてそのように対応していただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

それでは、最後の方に移りたいと思います。答弁の中に、一部が鹿児島県の名

義、結局空港をつくるために買った用地がはみ出ていて、そこに入っているという

ような形なのでしょうね、そうですか。 

○議長（沖野一雄議員） 喜村耕地課長。 

○耕地課長（喜村一隆君） 今、御指摘があったとおり、空港敷地としての鹿児島県の

残地であったり、あとは困難筆というのが鹿児島県を含めて７人の名義になってい

るところがありまして、持ち分登記でですね。その名義の中には、明治時代の名前

の方とかもいらっしゃるという現状です。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） この登記困難というのがどこかで時々出てくるようですが、

これは本当に全くどうしようもないものなのですか。どうにかすれば、どうにかな

るものなのですか。 

○議長（沖野一雄議員） 喜村耕地課長。 

○耕地課長（喜村一隆君） 今伝えたとおり、明治の方から遡っていって、全員からの

同意書とかそういったのがもらえないと、また登記ができないという形になりまし

て、可能かどうかというのは、これまでできていないのは、なかなか難しくてでき

ていないのではないかなというのが現状かなと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 私が聞いているのは、難しいからとかその次元ではなくて、

本当にそれが不可能なのかということを聞いているのですが。そうでないと、そう

いったところは、もういつまでたってもどうしようもないということですか。いろ

いろな何らかの形でできないかということです。 

○議長（沖野一雄議員） 喜村耕地課長。 

○耕地課長（喜村一隆君） 今の制度上では、今年度からの相続登記の義務化というの

がまたされていますが、やはり名義が変えられない中にあるのは、やはり同意が得

られなかったり、戸籍が追えなかったり、行方不明がいたりとか、さまざまな要因

がある中で、未だ解決できていない方がいっぱいあるのかなと思います。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） ということは、現状では一応道にはなっていますよね。
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ちょっと悪い道ですけど、勝手にそこを通っているという状況になるわけですね。

どんどの通っていいですよではなくて、それぞれが勝手に。ということは、ちょっ

と地ならしとか、そういったこともやはりできない土地なのでしょうか。それとも

少し盛り上がったところ、車と車の間がつかえるようなところを削ることぐらいは

できるのかどうか、人のものを勝手にやると怒られるものかどうか。どんな状況な

のですか。 

○議長（沖野一雄議員） 喜村耕地課長。 

○耕地課長（喜村一隆君） 今、この御指摘いただいている空港南側の道路の部分で、

この登記が困難な部分というのが、ちょうど真ん中あたりに２筆ほどあります。

今、おっしゃるように、本来であれば人様というか、公衆用道路として与論町とか

いう農道部分として位置付けられてはいないところなので、舗装とかを入れるとい

うことになると、やはり鹿児島県であるとか、この持ち分の登記の方々、相続人の

方々とかに理解を得て、買収して整備するというのが筋ではあると思うのですが、

今の現状としましては、草刈りとかはついでにさせていただいているという感覚と

いうところで整備をしている状況です。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） それは、その路線全面がそういうものではないと思うのです

が、そうでない部分だけでもちょっと通りやすくするとか、そして一部通りづらい

ところが残っていてももうしょうがないとして、そういう変則的ではありましても、

そんな形にするだけでも随分状況は改善すると私は思うのですが、それと、県にも

このことをお話したことはあるのですか。 

○議長（沖野一雄議員） 喜村耕地課長。 

○耕地課長（喜村一隆君） まだ、県の方には確認はしていないところです。この登記

が難しい筆以外のところには与論町の名義がありますので、またトイレ側のところ

には町道の部分もあるところで、今耕地課の方では、令和１０年度まで耕地課の農

道舗装の計画を立てているところで、その中でまた建設課の方ともどの年度に一緒

に整備をしていけるかなど、財政の方とも相談をしながら、できるところは整備を

していく計画を立てていけたらと話をしているところです。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 一度は県にも話をしてみてください。県は喜ぶのではないで

すか。あなたの空港を守るためにつくるのですよと言ったら、もう、すぐ差し上げ

ますので何とかしてくださいと、普通だったら言いますよね。行政と行政だからそ

ういうことにはならないかもしれませんが、是非一緒に協力して何とかそういうこ

とで空港を守るための道路をつくりたいのですが、検討してまた何かいい方法がな
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いか知恵を貸してくださいということで提案していけば、何か打開策が見つかるか

もしれないので、一度はお願いしたいと思います。 

○議長（沖野一雄議員） 喜村耕地課長。 

○耕地課長（喜村一隆君） ありがとうございます。鹿児島県の方にもどういった方法

でその整備というか、今後この道を通していく方法がないかというのはまた聞きな

がら、いい方向に持っていけるようにできたらと思っています。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員。 

○８番（大田英勝議員） 喜村一隆課長の手腕に期待して、質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（沖野一雄議員） ８番、大田英勝議員の一般質問を終わります。 

これで一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

次は、１０月８日本会議ですが、日程の都合により、特に午後３時に繰り下げて

開くことにします。 

定刻まで御参集を願います。 

本日は、これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時０６分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（123） 

 

 

 

 

令和６年第３回与論町議会定例会 

 

 

 

第 ３ 日 

 

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ８ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（124） 

令和６年第３回与論町議会定例会会議録 

令和６年１０月８日（火曜日）午後３時０２分開議 

 

１ 議事日程（第３号） 

  開議の宣告 

第１ 認定第 １号 令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算認定について 

第２ 認定第 ２号 令和５年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算認定について 

第３ 認定第 ３号 令和５年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定について 

第４ 認定第 ４号 令和５年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

第５ 認定第 ５号 令和５年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

第６ 認定第 ６号 令和５年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

第７ 認定第 ７号 令和５年度与論町水道事業会計収入支出決算認定について 

第８ 議案第５１号 令和６年度与論町一般会計補正予算（第７号） 

第９ 陳情第 ８号 令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についての
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開議 午後３時０２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 認定第１号 令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２ 認定第２号 令和５年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算認定について 

日程第３ 認定第３号 令和５年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４ 認定第４号 令和５年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第５ 認定第５号 令和５年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第６ 認定第６号 令和５年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第７ 認定第７号 令和５年度与論町水道事業会計収入支出決算認定について 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１、認定第１号「令和５年度与論町一般会計歳入歳出

決算認定について」から日程第７、認定第７号「令和５年度与論町水道事業会計収

入支出決算認定について」までの７件を一括議題とします。 

決算審査特別委員会の審査の結果は、お手元に配りました委員会審査報告書のと

おりです。 

これから、認定第１号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、認定第１号、令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

認定第１号、令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算認定については、委員長の

報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（沖野一雄議員） 起立多数です。 

したがって、令和５年度与論町一般会計歳入歳出決算については、認定すること

に決定しました。 

次に、認定第２号について討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、認定第２号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算認定についてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第２号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、令和５年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

については、認定することに決定しました。 

次に、認定第３号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、認定第３号、令和５年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第３号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、令和５年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算については、認定す

ることに決定しました。 

次に、認定第４号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、認定第４号、令和５年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第４号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、令和５年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について
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は、認定することに決定しました。 

次に、認定第５号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、認定第５号、令和５年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第５号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、令和５年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算については、認定

することに決定しました。 

次に、認定第６号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、認定第６号、令和５年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第６号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、令和５年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

は、認定することに決定しました。 

次に、認定第７号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、認定第７号、令和５年度与論町水道事業会計収入支出決算認定につい

てを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第７号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、令和５年度与論町水道事業会計収入支出決算については、認定する

ことに決定しました。 

ここで、決算審査特別委員長の発言を許します。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 決算審査の結果、次のことを意見として集約しましたので、

議長から執行機関の長に申し入れてくださるようお願いいたします。 

意見１ ふるさと納税については、寄附者や返礼品など継続的な分析を行い、アフ

ターサポートも含めた細やかな対策を行っていただきたい。また、地域おこ

しへの足がかりがとなる多くの情報が得られるものと考えるので、それらを

生かして地場産業の活性化に取り組んでいただくとともに、今後の本町にお

ける自主財源の強化対策として、企業版や個人版ふるさと納税増額と事務態

勢拡充を図ること。 

２ 沖永良部与論地区広域事務組合負担金については、本町の消防体制の現状

に鑑み、安易な負担金の増となることがないよう取り組むとともに、防火水

槽をはじめとする各消火設備・機器類の整備については、町民の安心・安全

な生活を担保とするものであり、効果的かつ計画的な整備を行うこと。 

３ 税は公平公正でなければならないので、不納欠損、時効にならないよう留

意し、個々の滞納者の実態・実情を把握し適切な措置を行いつつ、高収納率

の維持に努めること。 

４ 出産や子育てに係る費用をはじめとする、各種医療費等給付サービスにつ

いては、申請に係る領収書等の準備や手続きと事務担当の作業負担の簡素化

が図られるように、要項改善等の必要性があるのではないかと思われる。給

付を受けられるまでの手続きが簡素化されるよう、国・県等の動向注視と自

主的な改善対策を図ること。 

５ 畜産堆肥の対策は、生活用水や悪臭被害にも直結するので、今後も更なる

対策が必要不可欠であり、アースジェネター利用推進や堆肥センターの利活

用を含めた総合的な対策を推進していただきたい。また、アボカド等の試験

栽培の作物が新たな特産品・加工品となるよう、引き続き検証と努力をする

こと。 

６ 慢性的な住宅不足解消のため、ＰＦＩを含めた公民連携方策を含め、関係

機関との連携や情報交換を図り、効果的な住宅問題の解決に取り組んでいた

だきたい。 

７ きれいで住みよい農村環境の維持のため、多面的機能支払交付金事業を積
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極的に活用し、各集落活動団体との連携強化を図っていただきたい。また、

ギンネム類繁殖被害対策として有効な雑木類刈払機器の調査・研究も行いつ

つ、道排水のり面や路肩等の適正管理を行い、各施設の安全利用環境整備を

お願いしたい。 

８ クリーンセンターは完成から８年を迎え、炉内の修繕や各修繕工事等経費

の増大が懸念される。現在、管理委託の受託先業者とも連携し、ごみの受け

入れに支障がないよう取り組むこと。 

９ 世界自然遺産登録や沖縄北部の開発計画を見据え、沖縄からの誘客、特に

姉妹盟約先である国頭村や沖縄北部との積極的な観光交流に努めること。観

光地として整備された場所が魅力的な景観が保全されるように、引き続き関

係団体機関と連携すること。デジタルマーケティングを活用した誘客も引き

続き推進すること。 

１０ 学校をはじめとする各種教育施設は、老朽化による対策が急務である。天

井コンクリート剥離等の落下事故によるけが等がないように、しっかり対策

を講じるとともに、今後の施設の整備計画についてもあらゆる方策を検討し、

適切早期の対策を図ること。 

１１ 老朽化した配水管や浄水施設など、各施設更新に今後相当の費用がかかる

ことが予想される。良い水の供給は生命の維持と安心した子育てに大変重要

であり、今後も各種更新についてできる限り速やかな対策と、適正水質の維

持、施設の計画的な整備に取り組むこと。 

以上です。 

○議長（沖野一雄議員） ただいま決算審査特別委員長から申し入れのあった決算審査

特別委員会の委員会審査報告書に付されている意見は、本議会の意見として執行機

関の長に申し入れることにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、決算審査特別委員会の委員会審査報告書に付されている意見は、本

議会の意見として、執行機関の長に申し入れることを決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第５１号 令和６年度与論町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（沖野一雄議員） 日程第８、議案第５１号「令和６年度与論町一般会計補正予

算（第７号）」を議題とします。 

本案についての提案理由の説明を求めます。 
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町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第５１号、令和６年度与論町一般会計補正予算（第７号）

について提案理由を申し上げます。 

歳入に、県支出金３９１万４０００円を追加しています。 

次に歳出としまして、衆議院議員選挙費３９１万４０００円を追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ３９１万４０００円を追加し、一般会計予算総額５５億

５５８３万円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄議員） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） 確認の意味で質問させていただきます。３９１万４０００円

という国庫支出金になっていますが、この金額にはどのような計算でされているの

か。恐らく時間外勤務手当が１６５万円ということで、大きなウエイトを占めてい

ますが、どのような計算方法でやっているのかちょっとお伺いします。というの

は、この間ちょっと新聞を見ますと、天城町議会は補正予算のその選挙費で６８２

万円となっているのです。与論はこんなに少ないのかなと思いながら見ているので

すが、そのあたりを是非説明をお願いします。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 

○総務企画課長（龍野勝志君） 与論町は３９１万４０００円ということですが、選挙

人の数、それから投票区が３校区ありますが３投票所、そういったことをもとに算

出されているものと承知をしていますが、天城町の投票所の校区とかが、どういっ

た何校区になっているのかというところもちょっと把握はしておりませんが、一応

そういった有権者の数、投票所の数、そういったことでの算定というふうに承知を

しているところです。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） 天城町の人口は約５,５００人、世帯数が２,５００ぐらいで

す。そして投票所は３か所です。そういうことになっています。だから大体与論町

と似ているのではないかと思って質問したわけです。それともう一点、投票会場に

ついてなのですが、２７日には、与論小学校の運動会があるというふうに聞いてい

ます。そうした場合に、会場はそこでいいのか。あるいは、またほかに移すべきな

のか。そのあたりをひとつ説明願います。 

○議長（沖野一雄議員） 龍野総務企画課長。 



 

（132） 

○総務企画課長（龍野勝志君） 御指摘のとおり１０月２７日が投開票日ですが、茶花

小学校と与論小学校の運動会が入っています。ということで、茶花小学校の第一投

票所は、福祉センターの方を第一投票所としています。それから第二投票所は、与

論校区の方は朝戸公民館を第二投票所として行うこととしています。 

○議長（沖野一雄議員） ９番、林敏治議員。 

○９番（林 敏治議員） ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第５１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５１号、令和６年度与論町一般会計補正予算（第７号）を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５１号、令和６年度与論町一般会計補正予算（第７号）は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 陳情第８号 令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についての

お願い（総務厚生文教常任委員長報告） 

○議長（沖野一雄議員） 日程第９、陳情第８号「令和７年度理科教育設備整備費等補

助金予算計上についてのお願い」を議題とします。 

総務厚生文教常任委員長の報告を求めます。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 委員長報告。総務厚生文教常任委員会。 
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ただいま議題となり、当委員会に付託されました、「陳情第８号、令和７年度理

科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い」の審査の経過と結果を御報

告いたします。 

当委員会は、９月２７日金曜日午後３時１５分から、全委員出席のもと、役場庁

舎２階会議室で審査いたしました。 

本陳情は、本町所轄の小・中学校の理科教育環境改善のため、令和７年度理科教

育整備予算の計上をお願いする陳情です。 

本陳情については、現行の理科教育設備整備費等補助金事業の国庫補助事業を活

用し、小中高の観察・実験機器の充実を図るものです。理科教育について、観察・

実験機器の充実した理科室での授業が重要です。使用できない古い機器や消耗品な

ど、準備や片づけに支障がないよう積極的な予算措置をお願いするもので、「観

察・実験こそ理科教育の基本」として、理科教育環境向上に努めることが必要であ

るとの結論に達し、全会一致で本件を採択すべきものと決定いたしました。 

以上で、当委員会に付託された陳情の審査の経過と結果についての報告を終わり

ます。 

○議長（沖野一雄議員） 総務厚生文教常任委員長の報告を終わります。 

総務厚生文教常任委員長に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 質疑なしと認めます。これで、総務厚生文教常任委員長に対

する質疑を終わります。 

これから、陳情第８号、令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上につい

てのお願いについて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、陳情第８号、令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上につい

てのお願いを採決します。 

この陳情に対する委員長報告は、「採択」です。 

お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第８号、令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上につ

いてのお願いは、採択することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第１０ 発議第２号 令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上について

のお願い（髙田豊繁議員ほか２人提出） 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１０、発議第２号「令和７年度理科教育設備整備費等

補助金予算計上についてのお願い」を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。 

７番、髙田豊繁議員。 

○７番（髙田豊繁議員） 発議第２号。提出者、与論町議会議員、髙田豊繁。賛成者、

与論町議会議員、原栄徳、同じく与論町議会議員、大田英勝。 

令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願いを、別紙のと

おり与論町議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

提案理由を申し上げます。 

理科教育においては、観察・実験が全ての基本であり、観察・実験重視の視点か

ら、これが十分実施できる理科教育環境整備に対する対応が重要であることが論じ

られています。学習指導要領の中においても小中高ともに「環境整備に十分配慮す

ること」という一文があります。しかしながら、（公社）日本理科教育振興協会の

調査においては、小中高等学校の理科教育環境はまだまだ十分とは言えず、学校現

場で最も困っていることが、１２年連続で、小中高校ともに「観察・実験機器の不

足」と挙げられています。積極的に理科教育設備整備費等補助金を取り込み、観

察・実験機器の充実に着手されている自治体とそうでない自治体との地域格差も生

じています。 

つきましては、理科教育環境向上のため、「令和７年度理科教育設備整備予算の

計上」「観察実験に伴う消耗品について十分な予算措置」「理科観察実験が十分に行

える場所（理科室）の整備と拡充」「小学校の理科実験支援員（ＰＡＳＥＯ）補助

金予算の活用」について取り組んでいただきますようお願いします。 

観察・実験こそ理科教育の基本です。小・中・高等学校理科教育環境向上のた

め、与論町及び与論町教育委員会に対し、「お願い」文書を提出し、積極的な予算

措置を要望するものです。 

以上です。 

○議長（沖野一雄議員） これで趣旨説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。発議第２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 
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御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 討論なしと認めます。 

これから、発議第２号、令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上につい

てのお願いを採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号、令和７年度理科教育設備整備費等補助金予算計上につ

いてのお願いは、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議員派遣の件 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１１、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣する

ことにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 閉会中の継続審査・調査について 

○議長（沖野一雄議員） 日程第１２、閉会中の継続審査・調査についてを議題としま

す。 

総務厚生文教常任委員会・環境経済建設常任委員会・広報常任委員会、議会運営

委員会の各委員長から、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査・

調査の申出があります。 

お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすること

に御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄議員） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄議員） これで、本日の日程は、全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和６年第３回与論町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後３時３２分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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